
 

以下の翻訳は、便宜上提供されているにすぎず、翻訳版および英語版の間で齟齬または矛盾が

ある場合（翻訳版の提供の遅滞による場合を含みますが、これに限られません）、英語版が優

先します。 

AWSサービス条件 

2017年 11月 16日更新 

以下のサービス条件（「本サービス条件」）は、本サービス条件が関連する特定の本サービス

に対してのみ適用される。本サービス条件と、ＡＷＳカスタマーアグリーメント またはサービ

ス利用者による本サービスの利用に適用されるアマゾンとの間のその他の契約（「本契約」）

の条件との間に矛盾がある場合には、かかる矛盾の範囲内に限り、本サービス条件が適用され

るものとする。本サービス条件において別段の定めがない限り、本契約において定義された用

語は、本契約と同一の意味を有するものとする。 

1. 全ての本サービスに適用されるサービス条件 

1.1. サービス利用者は、自らが所有し、許諾され、または適法に取得したサービス利用者コンテ

ンツを、保存し、取出し、検索しおよび実行する目的に限って、本サービスを利用することがで

きる。本サービス条件において、(a)「サービス利用者コンテンツ」には、「会社コンテンツ」

および「カスタマーコンテンツ」が含まれるものとし、(b)「AWSコンテンツ」には Amazon

プロパティが含まれるものとする。本サービスの一部として、サービス利用者は、アマゾンまた

は第三者ライセンサーが提供するソフトウェア（関連のドキュメンテーションを含む）の使用が

許可される場合がある。かかるソフトウェアは、サービス利用者に対して販売または配布される

ものではなく、本サービスの一部としてのみ使用できるものである。サービス利用者は、明確な

許可がある場合を除き、かかるソフトウェアを本サービス以外に移転してはならない。 

1.2. サービス利用者は、ＡＷＳサイト上にアマゾンが掲示し随時更新する、本サービスに適

用される最新の技術ドキュメンテーション（適用されるディベロッパーガイドを含む）を遵守

しなければならない。さらに、サービス利用者が一定の本サービスに連動する技術を開発する

場合は、ＡＷＳサイト上にアマゾンが掲示し随時更新する、当該本サービスに適用される最新

の技術ドキュメンテーション（適用される開発者ガイドを含む）を遵守しなければならない。 

http://aws.amazon.com/jp/agreement/


 

1.3. サービス利用者は、本契約の遵守を確認するためにアマゾンが合理的に要請した場合に

は、サービス利用者コンテンツに関する情報およびその他の資料（クライアントサイドのアプ

リケーションのコピーを含む）を提供するものとする。サービス利用者が本契約を遵守してい

ることを確認するために、アマゾンは、サービス利用者コンテンツの外部インターフェイス

（ポート等）をモニターすることができるものとする。サービス利用者は、アマゾンのモニタ

リングを遮断したり妨害してはならないが、サービス利用者コンテンツの秘密を保持するため

に、暗号化技術やファイアウォールを使用することができる。本サービスについて、サービス

利用者コンテンツまたはサービス利用者が管理するエンドユーザー資料に帰因するとアマゾン

が合理的に考える問題が生じた場合には、サービス利用者はその原因を特定するためアマゾン

に合理的に協力するものとする。 

1.4. サービス利用者コンテンツが、法律に違反し、第三者の権利を侵害もしくは不正利用し、そ

の他本契約（ドキュメンテーション、サービス条件、および適正利用規約を含む）の重要な条件

に違反するもの（「禁止コンテンツ」）であるとアマゾンが合理的に考える場合には、アマゾン

は、かかる禁止コンテンツをサービス利用者に通知し、当該コンテンツの本サービスからの削

除、または当該コンテンツへのアクセスを不能にすることを要請することができる。サービス利

用者がアマゾンの通知から 2営業日以内に禁止コンテンツを削除し、または禁止コンテンツへの

アクセスを不能にしない場合には、アマゾンは、禁止コンテンツを削除し、または禁止コンテン

ツへのアクセスを不能にすることができ、禁止コンテンツを削除またはアクセス不能にすること

ができない場合には、本サービスを停止することができるものとする。前記にかかわらず、コン

テンツが本サービスを妨害し、またはそのおそれがある場合、デジタルミレニアム著作権法に従

い、または法律、裁判所、規制当局その他の政府当局の命令もしくは要請を遵守するために必要

な限り、アマゾンは、違法コンテンツに関する事前通知なしに、禁止コンテンツを削除し、また

はアクセス不能にすることができる。アマゾンが事前通知なしにコンテンツを削除した場合に

は、法律により禁止される場合を除き、サービス利用者に対して速やかに通知する。 

1.5. アマゾンは、本サービスの一定の利用を対象として、無償または割引価格によるプログ

ラム（それぞれを、「特別価格プログラム」という）を随時提供する場合がある。アマゾン

は、随時、特別価格プログラムへの新たな加入の受付を終了し、または特別価格プログラムを

中止することができる。特別価格プログラムの終了後、またはサービス利用者が特別価格プロ

グラムの上限を超えて該当する本サービスを利用する場合には、標準料金が適用される。サー

ビス利用者は、特別価格プログラムの提供条件や、該当する本サービスの価格ページに記載さ

http://aws.amazon.com/aup


 

れる、特別価格プログラムに関する追加条件、制限および上限（合計利用限度等）を遵守する

ものとする。サービス利用者は、その態様の如何にかかわらず、追加条件、制限および上限の

適用を回避する方法（特別価格プログラムに基づく追加利益を得るために複数のＡＷＳアカウ

ントを設定する等）で、本サービスにアクセスし、または本サービスを利用してはならないも

のとし、サービス利用者がそのような方法で本サービスのアクセスまたは利用をした場合に

は、アマゾンは、直ちに、サービス利用者のアカウントを終了させることができる。特別価格

プログラムの一部として保存されたデータや提供されたインスタンスは、アクティブなものと

して利用されるものとする。 

1.6. アマゾンが、本サービスについての複数の割引または価格オプションを、サービス利用

者に対して一時に利用可能とした場合には、サービス利用者は、一つの割引または価格オプ

ションのみを受ける資格を有するものとし、割引および価格オプションを累計的に受けること

はできない。 

1.7. サービス利用者は、ＡＷＳサイトからサービス利用者がアマゾンに提供するすべての情

報（本サービスの登録に関連して提供される情報、利用限度の増加要請等）が、正確、完全か

つ誤解を招かないものであることを保証する。 

1.8. アマゾンは、随時提供される本サービス内容にアップグレード、パッチ、バグ修正また

はその他のメンテナンス（「メンテナンス」）を適用することができる。アマゾンは、サービ

ス利用者に対して予定されたメンテナンス（緊急メンテナンスを除く）について事前通知を提

供する合理的な努力をし、サービス利用者はアマゾンがサービス利用者に通知するメンテナン

ス要件を遵守する合理的な努力をすることに同意する。 

1.9. サービス利用者の本契約が AWS秘密情報に関する規定を含んでおらず、サービス利用

者と AWSとの間で有効な秘密保持契約が締結されていない場合、サービス利用者は、法律で

義務付けられている場合を除き、自ら AWS秘密情報（AWSカスタマー契約に定義される）

を開示しないことに合意する。 

1.10. Beta Service Participation 

1.10.1. 本項は、AWSがサービス利用者に提供する、一般にはまだ提供されていない一定の

機能、技術及びサービス（「ベータ」、「プレビュー」、「プレリリース」または「試験的」

と表示されるあらゆる製品、サービス、または機能を含むがこれらに限定されない）（それぞ



 

れ「Betaサービス」という）にサービス利用者がアクセスし利用する、または、一般にはま

だ提供されていない AWS地域において利用できる本サービス内容（「ベータ」、「プレ

ビュー」、「プレリリース」または「試験的」として AWSが特定するあらゆる AWS地域を

含むがこれらに限定されない）（それぞれ「Beta地域」という）にサービス利用者がアクセ

スし利用する際の追加条件を定めている。本第 1.10項の条件とサービス利用者が AWSとの

間で締結した既存の AWS Beta Test Participation 契約の条件に齟齬が生じる場合、既存の

AWS Beta Test Participation契約の条件が優先する。 

1.10.2. 適用ある Betaサービスの期間または Beta地域（AWSが特定するとおりとする）に

おいて、サービス利用者は、(a) 内部評価を唯一の目的として、Betaサービスまたは Beta地

域において提供される本サービス内容にアクセスし、利用し、(b) Betaサービスまたは Beta

地域において提供される本サービス内容に関して AWSがサービス利用者に提供することのあ

る関連の AWSコンテンツ（「Betaマテリアル」）を、本項にて許可される方法により Beta

サービスまたは Beta地域において提供される本サービス内容にアクセスし利用する上で必要

な場合に限り、インストールし、コピーし使用することができる。 

1.10.3. サービス利用者は、サービス利用者の従業員および業務委託先であって、(i) サービ

ス利用者の内部評価活動に関連して Betaサービス、Beta地域において提供される本サービ

ス内容または Betaマテリアルの利用またはアクセスを必要とし、(ii) Betaサービス、Beta

地域および Betaマテリアルに関する非公開情報の機密保護を義務づける秘密保持契約書に調

印した者を除く第三者が Betaサービス、Beta地域において提供される本サービス内容また

は Betaマテリアルにアクセスしまたは利用することを許可しないことに同意する。 

1.10.4. サービス利用者は、AWSサイトに掲載されるまたはサービス利用者に別途提供され

る Betaサービスまたは Beta地域に関するあらゆるポリシーおよびガイドライン（プライバ

シーポリシー、適正利用規約、本サービス条件および特定の Betaサービスまたは Beta地域

に関する追加の条件を含む）を遵守しなくてはならない。AWSは、Betaサービス、Beta地

域において提供される本サービス内容または Betaマテリアルへのアクセスまたはその利用に

関する制約事項をいつでも追加または修正すること（利用上限の引下げまたは引上げを含む）

ができる。AWSが要請する場合、サービス利用者は、適用ある Betaサービス、Beta地域に

おいて提供される本サービス内容または Betaマテリアルの利用を AWSが特定し得るレベル

にまで速やかに引き上げまたは引き下げる。サービスレベルアグリーメントは、Betaサービ

スまたは Beta地域において提供される本サービス内容には適用されない。 

../../../../../../../yoonacho@amazon.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JVEL11CL/AWSサイトに掲載される
http://aws.amazon.com/aup


 

1.10.5. AWSは、いつでも理由を問わずサービス利用者による Betaサービスまたは Beta地

域において提供される本サービス内容へのアクセスまたはその利用を停止または終了させるこ

とができる。AWSは、いつでも、自己の単独裁量において、また何ら通知することなく、

Betaサービスまたは Beta地域において提供される本サービス内容の一部または全部の提供

を中止する場合がある。Betaサービスおよび Beta地域において提供される本サービス内容

は、また、予定されているまたは予定外のメンテナンスにより利用できないおよび／またはそ

の性能が悪影響を受ける場合がある。AWSは、予定されているメンテナンスについて事前に

サービス利用者に通知する合理的努力を尽くすが、AWSは、予定外のまたは緊急時のメンテ

ナンスについては事前に通知することができない。 

1.10.6. Betaサービスまたは Beta地域において提供される本サービス内容へのアクセスお

よびその利用が許可されることの対価として、サービス利用者は、AWSの合理的な依頼に応

じて当該依頼された形態で Betaサービス、または Beta地域において提供される本サービス

内容または関連する Betaマテリアルへのサービス利用者によるアクセス、その利用、テスト

または評価に関する情報（Betaサービスまたは関連する Betaマテリアル（適宜）の性能、

特徴および機能性に関する観察結果または情報（適宜）を含む）（「テスト観察結果」）を

AWSに提供することに同意する。AWSは、すべてのテスト観察結果を所有し AWS自身の目

的のために当該観察結果のすべてを使用し評価することができる。サービス利用者は、Beta

サービスまたは Beta地域の内部評価を目的とする場合を除き、一切のテスト観察結果を使用

しない。 

1.10.7. 各 Betaサービスおよび Beta地域において提供される本サービス内容は、当該 Beta 

サービスまたは Beta地域において提供される本サービス内容について一般への提供バージョ

ンのリリースまたは AWSによる終了通知をもって自動的に終了する。本契約または本サービ

ス条件にこれと異なる規定がある場合にかかわらず、サービス利用者または AWSは、他方当

事者に通知することにより理由を問わずいつでも Betaサービスまたは Beta地域において提

供される本サービス内容へのサービス利用者の参加を終了することができる。本契約における

別段の規定にかかわらず、Betaサービスまたは Beta地域において提供される本サービス内

容へのサービス利用者の参加の終了（その理由を問わない）後、(a) サービス利用者は、当該

Betaサービスまたは Beta地域において提供される本サービス内容および Betaマテリアルに

アクセスするまたは利用するさらなる権利を一切有さず、(b) 当該 Betaサービスまたは Beta

地域において提供される本サービス内容において使用したサービス利用者コンテンツは、削除



 

されまたはアクセスできなくなることがあり、(c)サービス利用者は、直ちに、すべての Beta

マテリアルまたは当該 Betaサービス、Beta地域において提供される本サービス内容もしく

は Betaマテリアルに関するその他の AWS秘密情報の一切を返却し、または AWSの指示が

あれば破棄する。AWSが Betaサービスまたは Beta地域において提供される本サービス内容

の一般への提供バージョンをリリースした場合、サービス利用者による一般への提供バージョ

ンへのアクセスおよびその利用は、本契約および一般に提供される本サービス内容用に特定さ

れ得る本サービス条件の個々のセクションの適用対象となる。Beta地域が一般に利用できる

ようになった場合、サービス利用者による一般に利用できる AWS地域において提供される本

サービス内容へのアクセスおよびその利用は、当該 AWS地域に適用される条件の適用対象と

なる。AWSは、Betaサービスまたは Beta地域において提供される本サービス内容が必ず一

般に提供されること、または一般への提供バージョンが、Betaサービスまたは Beta地域

（適宜）の期間中に AWSが提供したバージョンと同一のまたは類似の機能性を有することに

ついて保証しない。AWSは、Beta地域が一般に利用できるようになることについて保証しな

い。 

1.10.8. Betaマテリアル、テスト観察結果、Betaサービスに関する提案または Betaサービ

スもしくは Beta地域についてのもしくは Betaサービスもしくは Beta地域に関わる（その

存在を含む）その他の情報の一切は、AWS秘密情報とみなされる。サービス利用者は、AWS

が書面により同意する場合を除き、Betaマテリアル、テスト観察結果、Betaサービスに関す

る提案または Betaサービスについてのもしくは Betaサービスが関与する（その存在を含

む）その他の情報の一切を開示しない（プレスリリースまたは声明における開示を含むがこれ

に限られない）。 

1.10.9. 追加保証の否認 本契約または本サービス条件におけるすべての責任の排除を制限す

ることなく、BETAサービス、BETA地域において提供される本サービス内容、BETA地域お

よび BETAマテリアルは、一般への商業的リリースの準備ができておらず、バグ、エラー、

瑕疵または有害なコンポーネントが含まれる可能性がある。従って、また、本契約または本

サービス条件における反対の規定にかかわらず、AWSは、サービス利用者に対し BETAサー

ビス、BETA地域において提供される本サービス内容および BETAマテリアルを「現状有姿」

にて提供する。AWSならびにその関連会社およびライセンサーは、BETAサービス、BETA

地域において提供される本サービス内容、BETA地域および BETAマテリアルに関し、明示

の、黙示の、法定のその他によるとを問わず、いかなる種類の表明または保証（BETAサービ



 

ス、BETA地域において提供される本サービス内容、BETA地域および BETAマテリアルが遮

断されることがない、エラーもしくは有害なコンポーネントがない、またはサービス利用者コ

ンテンツを含むあらゆるコンテンツが安全でありまたは損失もしくは損害を受けることがない

とする保証を含む）も行わない。法により禁止される場合を除き、AWSならびにその関連会

社およびライセンサーは、あらゆる保証（商品性、満足な品質、特定用途への適合性、侵害の

不在または平穏享有についての黙示の保証を含む）および取引または商慣習の過程で生じるす

べての保証を否認する。AWSならびにその関連会社およびライセンサーの BETAサービスに

対する責任の総額は、サービス利用者が請求前の 12カ月間に当該請求の原因となった BETA

サービスに対して本契約に基づき実際にアマゾンに支払った金額に限定される。 

1.10.10. Betaサービスおよびマテリアルは、まだ一般に提供されていない機能、技術およ

びサービスを含むものであるため、サービス利用者は、本第 1.10項の違反が、その金銭的損

害を確認することが困難であるまたは金銭的損害賠償では不十分な救済手段である可能性のあ

る、AWSに対する回復不能な損害を引き起こし得ることを認める。従って、サービス利用者

は、AWSが、AWSの有するその他の権利および救済手段に加え、本第 1.10項の違反に関す

る差止救済を求める権利を有することに合意する。 

1.11. サービス利用者は、提供される本サービス内容のベンチマークテスト、比較テストまた

は評価（それぞれ「ベンチマークテスト」という）を実施することができる。ただしサービス

利用者は、次の場合を除き、提供される本サービス内容のベンチマークテストにより生成され

る結果またはデータを開示してはならず、第三者に当該開示を指示または許可してはならな

い。(a)当該開示に、アマゾンまたは第三者が完全かつ正確にベンチマークテストを再現する

ために必要なすべての情報が含まれている場合、(b)サービス利用者がアマゾンに対し、サー

ビス利用者の製品またはサービスのベンチマークテストの実施および当該ベンチマークテスト

により生成される結果またはデータの開示を許可する場合（ただし当該開示に、サービス利用

者または第三者が完全かつ正確にベンチマークテストを再現するために必要なすべての情報が

含まれていること）、および(c)サービス利用者が直接または間接的に対価と交換で第三者の

ためにベンチマークテストを実施する場合で、サービス利用者が、当該第三者を特定し、アマ

ゾンが当該第三者の製品またはサービスのベンチマークテストを実施し当該ベンチマークテス

トにより生成される結果またはデータを開示するために必要なすべての権利をサービス利用者

が取得済みであることを表明および保証する場合。 



 

2. Amazon CloudFront 

2.1. Amazon CloudFrontに関連してサービス利用者が使用するドメイン名または SSL証明

書は、サービス利用者が保有するものか、または使用許諾を受けたものでなければならない。

サービス利用者は、第三者への SSL証明書のいかなる開示も含む Amazon CloudFrontに関

連して使用する SSL証明書の更新、セキュリティおよび適切なコンフィギュレーションにつ

いて単独の責任を負うものとする。 

2.2. Amazon CloudFrontの利用にあたっては、サービス利用者は、サービス利用者コンテ

ンツのオリジナルバージョンをオリジンサーバ（Amazon S3等）に保存しなければならな

い。サービス利用者コンテンツのオリジナルバージョンの保存のために、その他の本サービス

を利用する場合には、サービス利用者はかかるその他の本サービスと Amazon CloudFront

に関して発生する料金をそれぞれ負担するものとする。 

2.3. サービス利用者は、選択した価格クラスに定める料金のみ徴収されるが、サービス利用

者が、特定の価格クラス内のエッジロケーションのサービス利用者のコンテンツの配布を選択

する場合、時として当該価格クラス内のリージョンの外に所在するエッジロケーションから実

行されることがある。 

2.4 Amazon CloudFrontの Geo Restriction機能は、第三者のジオロケーションデータ

ベースを利用する可能性があり、すべての状況において正確であるとは限らない。 

3. Amazon Simple Queue サービス (Amazon SQS) 

3.1 サービス利用者は、知りながら、非アクティブキューを作成し、維持してはならない。

アマゾンは、ユーザードキュメンテーションで指定された日数を超えて Amazon SQSキュー

に存在するサービス利用者コンテンツ、または当該日数を超えて非アクティブである

Amazon SQSキューを、何らの責任も負うことなしに、削除することができるものとする。 

4. Amazon Elastic Compute Cloud  

4.1. サービス利用者による Amazon Elastic Compute Cloud（占有、リザーブドまたはオン

デマンドのすべてのインスタンスおよびインスタンスの種類、ホストおよびその他のリソース

を含む。総称して「Amazon EC2」という）および本サービスの利用に関連して、サービス



 

利用者は、自らが実行するソフトウェアのライセンスを維持し、適用されるライセンス条件を

遵守する責任を負う。 

4.2. Microsoftのソフトウェアの使用 本サービスに関連して、サービス利用者は、

Microsoft Corporationまたはそのライセンサーが開発し所有するソフトウェア（総称して

「Microsoftソフトウェア」といい、関連のドキュメンテーションを含む）の使用が許可され

る場合がある。 

4.2.1. サービス利用者がMicrosoftソフトウェアの使用を選択する場合、サービス利用者

は、Microsoftおよびそのライセンサーによって、以下の追加条件に同意することが必要とさ

れている。 

• Microsoftソフトウェアは、サービス利用者に対して販売または配布されるものではな

く、本サービスに関連してのみ使用できるものである。  

• サービス利用者は、Microsoftソフトウェアを本サービス以外に移転または使用してはな

らず、また本サービス以外で使用してはならない。 

• サービス利用者は、Microsoftソフトウェアに含まれるいずれの著作権、商標またはその

他の財産権に関する表示も、削除、改変または不明瞭にしてはならない。  

• サービス利用者は、Microsoftソフトウェアをリバースエンジニアリングし、逆コンパイ

ルし、または逆アセンブルしてはならない。ただし、適用される法律で明示に許容される

限度においてはこれに限らない。  

• Microsoftは、適用される法律で許容される範囲内に限り、本サービスから生じる、直接

的、間接的、結果的損害を含みこれに限定されない、いかなる種類の損害についても、保

証せず、また、Microsoftまたはそのサプライヤーの責任を否認する。  

• Microsoftは、本サービスに関連していかなるサポートを提供する責任も負うものではな

い。サービス利用者は、Microsoftに対してサポートを要請してはならないものとする。  

• サービス利用者は、航空機もしくはその他の乗客大量輸送手段、核もしくは化学物質を用

いる施設、生命維持システム、移植可能医療機器、自動車、もしくは兵器システムの制御

用アプリケーション、またはあらゆる類似するシナリオに Microsoftソフトウェアを使用

すること（総称して｢ハイリスク使用｣という）については、いかなる権利も付与されな



 

い。Microsoftおよびそのサプライヤーは、ハイリスク使用への適合性についてのいかな

る明示または黙示の保証も行わない。ハイリスク使用には、Microsoftソフトウェアの管

理目的での使用における、コンフィギュレーション・データ、エンジニアリングおよび/

もしくはコンフィギュレーション・ツールまたはその他の非制御型アプリケーションの記

憶装置への格納であって、その失敗によって死亡、身体損傷、または重大な物理的もしく

は環境上の損害がもたらされることのないものは含まれない。ここにいう非制御型アプリ

ケーションとは、制御機能を有するアプリケーションとの通信は可能であるが、当該制御

機能について直接的または間接的に関与しないものをいう。  

• Microsoftは、本第 4.2.1項の第三者受益者であって、本項の規定を実施する権利を有す

る。 

4.2.2. Microsoftソフトウェアを実行するいずれかのインスタンス（個別に「Microsoftイン

スタンス」という）において、(a)サービス利用者が Microsoftインスタンスの最終的なエン

ドユーザーであるか、(b)サービス利用者が自身のアプリケーションでMicrosoftインスタン

スを補完したか、または(c)サービス利用者がMicrosoftインスタンスに主要かつ重要な機能

を追加した場合を除き、Microsoftインスタンス内で実行するマルチプル インスタンス、イン

スタンスの一部またはコンテナを販売もしくは再販売するためにネスティング、コンテナまた

は同様の技術を使用してはならない。 

4.3. 第三者ソフトウェアの使用 本サービスと併せて、サービス利用者は、第三者またはそ

のライセンサーが開発、所有、または提供するソフトウェア（関連のサポート、メンテナンス

およびドキュメンテーションを含む）の使用を許可される場合がある。第三者ソフトウェアの

使用は、以下の追加条件に従わなければならない。  

• NVIDIA Corporationの GRIDソフトウェアを使用することにより、 サービス利用者は、

http://aws-nvidia-license-

agreement.s3.amazonaws.com/NvidiaGridAWSUserLicenseAgreement.DOCX  に掲

載されている NVIDIA GRIDクラウドエンドユーザーライセンスアグリーメントの条件に

拘束されることに同意したものとみなされる。 

• Red Hat, Inc. のソフトウェアを使用することにより、サービス利用者は、

www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/ に掲載されている Red Hat クラウドソフト

ウェアサブスクリプションアグリーメントの条件に拘束されることに同意したものとみな

http://aws-nvidia-license-agreement.s3.amazonaws.com/NvidiaGridAWSUserLicenseAgreement.DOCX%20 
http://aws-nvidia-license-agreement.s3.amazonaws.com/NvidiaGridAWSUserLicenseAgreement.DOCX%20 
http://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/


 

される。また、Red Hatは、(i)Red Hat, Inc. ソフトウェアに関して保証せず、また、

(ii)Red Hat, Inc. ソフトウェアの使用から生じる、直接的、間接的、付随的、特別、懲罰

的、結果的損害を含みこれに限定されない、いかなる種類の損害に対しても、また、いか

なる種類の利益、収入、データまたはデータ使用の喪失に対しても、責任を負わない。  

• SUSE LLCのソフトウェアを使用することにより、サービス利用者は、

https://www.suse.com/licensing/eula  に掲載されている SUSEエンドユーザーライセ

ンスアグリーメント の条件およ

び https://www.suse.com/products/terms_and_conditions.pdf に掲載されている

SUSE使用条件に拘束されることに同意したものとみなされる 

4.4. スポット インスタンス価格条件 サービス利用者は、ＡＷＳサイトの Amazon EC2製

品詳細ページに記載されたスポット インスタンスの価格および支払条件（「スポット インス

タンス価格条件」）に従い、一定の Amazon EC2インスタンスの実行をリクエストすること

ができる（リクエストされた各インスタンスを「スポット インスタンス」という）。サービ

ス利用者は、ＡＷＳ Management Consoleを通じて、または APIツールを使用して、ス

ポット インスタンスをリクエストするものとする（「スポット インスタンス リクエス

ト」）。スポット インスタント リクエストにおいて、サービス利用者は、リクエストしたス

ポット インスタンスを実行するためにサービス利用者が支払を希望する 1時間当たりの最大

価格（「サービス利用者最大価格」）を指定しなければならない。サービス利用者が別段の終

了日を指定しない限り、サービス利用者のスポット インスタンス リクエストは、アマゾンが

それを受けるか、サービス利用者がそれを取り消すまでアクティブなものとして継続する。ア

マゾンはスポット インスタンスの価格（「スポット価格」）を設定するが、これは、アマゾ

ンが提供することが可能なコンピュータ処理能力や、サービス利用者と他の利用者がスポット 

インスタンスに対して支払を希望する価格（需要と供給等）を含む、多数の要因に基づくもの

であって、その時々によって変わることがある。リクエストされたスポット インスタンスの

実行が継続する間、サービス利用者には、各インスタンスの利用時間の開始の時点で有効なス

ポット価格が適用される。サービス利用者に対して、サービス利用者最大価格を超える価格が

請求されることはないものとする。アマゾンがその時点で現行のスポット価格がサービス利用

者最大価格と同額かそれ以上であると判断する場合または AWSの処理能力要件を理由とし

て、アマゾンは、スポット インスタンスを、いつでも通知することなく、終了させることが

できるものとする。アマゾンがサービス利用者のスポット インスタンスを終了する場合に

https://www.suse.com/licensing/eula
https://www.suse.com/products/terms_and_conditions.pdf


 

は、サービス利用者にはスポット インスタンスが実行された 1時間単位の請求のみが発生す

る。AWSは、サービス利用者に対し、一定の期間、スポット インスタンスのスポット価格が

一定となる（「ブロック価格」）場合には当該期間のスポット インスタンス（個々に「ス

ポット ブロック」という）の購入を許可することがあり、その場合、サービス利用者には、

サービス利用者のスポットブロックの継続期間に対するブロック価格が請求される。スポット

ブロックとして購入されたスポット インスタンスは、スポット価格とは無関係に実行され、

スポット価格がサービス利用者最大価格と同額かそれ以上であることを理由として終了されな

い。スポット ブロックとして購入されたスポット インスタンスは、引き続き AWSの処理能

力要件を理由として終了されることがあり、固定継続期間の終了時に終了となる。スポットブ

ロックとして購入されたスポット インスタンスが AWSの処理能力要件を理由として終了す

る場合、サービス利用者に対し、当該スポット インスタンスに関する請求は行われない。

サービス利用者がスポット インスタンス リクエストを持続リクエストとして指定しない限

り、終了したスポット インスタンスは自動的には再開されない。サービス利用者は、自らの

作業を頻繁に保存し、サービス利用者のアプリケーションが耐障害性があり、障害に適切に対

処できるものであることを確認するために、アプリケーションをテストするものとする。アマ

ゾンは、アマゾンによるスポット インスタンスの終了によって生じるいかなる損害、責任、

損失（データもしくはアプリケーションの破損、削除、破棄、損失および利益の喪失を含

む）、その他の結果について、いかなる責任も負うものではない。スポット インスタンス

は、Amazon DevPay、IBM ソフトウェア パッケージ、または Microsoft SQL Serverを含

む、アマゾンが指定する一定の本サービス、機能または第三者ソフトウェアと共に使用できな

い場合がある。サービス利用者は、直接間接を問わず、単独であると第三者と協力してである

かを問わず、スポット インスタンスの価格を、管理し、支配しまたは操作しようとしてはな

らない。前記を制限することなく、サービス利用者は、第三者を通じて（例えば、「プロキシ

入札」）、スポット インスタンス リクエストを提出したり、サービス利用者のスポット イン

スタンス リクエストに指定された最大価格に関する情報を第三者と共有したりしてはならな

い。アマゾンは、スポット インスタンス価格条件のプログラムをいつでも変更または終了す

ることができる。スポット インスタンス価格条件のほか、スポット インスタンスは、本契約

に基づいて適用されるすべてのデータ転送料金その他の利用料金の適用対象となる。 

4.5. EC2リザーブド インスタンス価格条件 サービス利用者は、ＡＷＳサイトの Amazon 

EC2詳細ページに記載されたリザーブド価格および支払条件（「EC2 リザーブド インスタン

ス価格条件」）に従い、Amazon EC2インスタンスを指定することができる（指定された各



 

インスタンスを「EC2リザーブド インスタンス」という）。スケジュールド EC2リザーブ

ド インスタンス（「スケジュールド インスタンス」）は、予定されたリザベーションの完了

をもって終了する。サービス利用者は、購入 APIへの提供要求により、または AWS コン

ソール中の EC2リザーブドインスタンスオプションを選択することによって、インスタンス

を EC2リザーブド インスタンスと指定することができる。EC2リザーブド インスタンス

は、適用ある AWS地域に限り利用することができる。アマゾンは EC2リザーブド インスタ

ンス価格条件をいつでも変更することができるが、価格変更は、本第 4.5項に定める場合を除

き、価格変更以前に指定された EC2リザーブド インスタンスには適用されないものとする。

MicrosoftがWindowsに関して請求するライセンス料を値上げする場合には、または、Red 

Hatが Red Hat Enterprise Linux (「RHEL」)に関して請求するライセンス料を値上げする

場合には、アマゾンは、かかる値上げに対応して、Windowsまたは RHELでの EC2リザー

ブド インスタンスの 1時間当たりの利用料金を値上げ（または新たな 1時間当たりの利用料

金を設定）することができるものとする。Windowsでの EC2リザーブド インスタンスの 1

時間当たりの利用料金の値上げ（または設定）は、12月 1日から 1月 31日の間に行われる

ものとし、アマゾンは、30日前までに通知する。RHELでの EC2リザーブド インスタンスの

１時間当たりの利用料金の値上げ（または設定）が行われる場合には、アマゾンは 30日前ま

でに通知する。この場合、サービス利用者は、(a)新たな 1時間当たりの利用料金で、

Windowsまたは RHELでの EC2リザーブド インスタンスの利用を継続すること、

(b)Windowsまたは RHELでの EC2リザーブド インスタンスの利用を、Linuxでの EC2リ

ザーブド インスタンスに変換すること、または(c)Windowsまたは RHELでの EC2リザーブ

ド インスタンスを解除し、解除されたWindowsまたは RHELでの EC2リザーブド インス

タンスについてサービス利用者が前払いした料金を比例按分した金額の払戻しを受けることが

できる。アマゾンは、EC2リザーブド インスタンス価格条件のプログラムをいつでも終了す

ることができる。EC2リザーブド インスタンスは R I Marketplaceの要件に従った場合を除

き譲渡不可であるが、スケジュールド インスタンスおよびコンバーチブル リザーブド インス

タンス（AWSサイトの Amazon EC2詳細ページに定義する）は、R I Marketplaceの対象

ではない。EC2リザーブド インスタンスは取消不能であり、サービス利用者は、本契約が解

除された場合であっても、自らが選択した期間中、EC2リザーブド インスタンス価格条件の

支払い義務を負う。EC2リザーブド インスタンスに関して支払われた一切の金額は払戻しの

対象とはされない。ただし、アマゾンが本契約を無理由解除する場合、個別の EC2リザーブ

ド インスタンスの種類を終了する場合、または EC2リザーブド インスタンス価格条件のプロ



 

グラムを終了する場合には、アマゾンは、それまでに指定された EC2リザーブド インスタン

スに関して前払いされた料金を比例按分した金額を払い戻すものとする。R I Marketplace で

再販売することを目的として EC2リザーブド インスタンスを購入してはならず、かかる行為

を行っていると疑う場合には、アマゾンは、当該サービス利用者の購入を拒否またはキャンセ

ルする権利を留保するものとする。EC2リザーブド インスタンスの期間が終了あるいは解除

された場合には、EC2リザーブド インスタンスの料金は失効し、標準のオンデマンド料金が

インスタンスに適用される。EC2リザーブド インスタンス価格条件のほか、EC2リザーブド 

インスタンスは、本契約に基づいて適用されるすべてのデータ転送料金その他の料金の適用対

象となる。 

4.6. EC2リザーブド インスタンス（R I）Marketplace 

4.6.1. 適格性 アクティブな EC2リザーブド インスタンスに対する権利は、（1）リザーブ

ドインスタンスの残存期間が 1ヶ月超であり、（2）それについて前払料金が受領され、処理

済みである（クレジットカードによる購入の場合は前払料金の支払後 30日、請求書による購

入の場合は、該当する請求書が支払済みである）限り、R I Marketplaceを通じた販売のため

に提供することができる（「販売可能 EC2 リザーブド インスタンス」）。販売可能 EC2リ

ザーブド インスタンスの特徴（例えば、インスタンスタイプ、プラットフォーム、リージョ

ン、Availability Zone、テナンシー（Tenancy）、ハイパーバイザ、リザーブド インスタン

スタイプ、デュレーション、および 1時間当たりの料金）は、当初指定されたとおりとす

る。販売可能 EC2リザーブド インスタンスの期間は、元の EC2リザーブド インスタンスの

残存期間の 1ヶ月未満を切り捨てた期間とする（例えば、残存期間 9ヶ月と 16日の EC2リ

ザーブド インスタンスは、9ヶ月の販売可能 EC2リザーブド インスタンスとして掲載され、

販売される。）現在優良なＡＷＳの利用者であり、ＡＷＳアカウントに付随する販売可能

EC2リザーブド インスタンスがあり、ＡＷＳアカウントを通じて登録手続きを完了したサー

ビス利用者は、「セラー」となることができる。米国外に拠点を置く主体は、米国人でないこ

とを証明する Form W-8BEN（米国源泉徴収税に関する受益者の非居住者資格証明書）を提

出しなければ、セラーとなることができない。現在優良なＡＷＳの利用者であるサービス利用

者は、「バイヤー」になることができる。また、サービス利用者は、先に R I Marketplace

を通じて購入した EC2リザーブド インスタンスを再販売することができる。ただし、割引プ

ログラム（リザーブドインスタンス・ボリューム・ディスカウントその他）を通じて購入した



 

EC2リザーブド インスタンスについては、アマゾンの事前承認を得なければ、再販売できな

い。 

4.6.2. 販売のための販売可能 EC2リザーブド インスタンスの提出 サービス利用者は、セ

ラーとして、自らの販売可能 EC2リザーブド インスタンスに 1回限りの価格を設定する。1

時間当たりの価格は、同種の EC2リザーブド インスタンスの当該時点の 1時間当たりの価格

とし、サービス利用者は、1時間当たりの価格に関連した支払の徴収金を受領しない。サービ

ス利用者の販売可能 EC2リザーブド インスタンスが売却された場合、サービス利用者はＡＷ

Ｓサイトに特定される当該時点の料金をアマゾンに支払う。サービス利用者の販売可能 EC2

リザーブド インスタンスは、R I Marketplaceに掲載された後に販売可能となるが、売却さ

れるまではサービス利用者のものであり、サービス利用者はこれを利用することができる。

サービス利用者は、バイヤーが購入するまで、いつでも R I Marketplaceから販売可能 EC2

リザーブド インスタンスを削除することができる。アマゾンは、理由を問わず、いつでも R I 

Marketplaceから販売可能 EC2リザーブド インスタンスを削除することができる。売却さ

れ、バイヤーに移転された後は、セラーは当該販売可能 EC2リザーブド インスタンスに対す

る権利を有しない。 

4.6.3. アマゾンの役割 サービス利用者は、セラーとして、販売可能 EC2リザーブド イン

スタンスに対する自らの権利の記録の販売者となる。本サービス条件に明示的に定める場合を

除き、アマゾンはサービス利用者とバイヤーとの間の原取引に一切関与しない。アマゾンまた

はその関連会社は、セラーまたはバイヤーとしてマーケットに参加する場合がある。 

4.6.4. 販売取引処理、販売代金の回収 アマゾンは、セラーのために、販売取引に関するす

べての支払処理および該当する販売代金の回収を行う。「販売取引」とは、R I Marketplace

を通じた販売可能 EC2リザーブド インスタンスの販売をいい、「販売代金」とは、販売取引

からアマゾンが受領する総販売代金をいう。サービス利用者は、販売可能 EC2リザーブド イ

ンスタンスのバイヤーが支払うあらゆる費用および料金は、アマゾンを通じて請求および回収

され、サービス利用者は、代わりの支払手段を提供または開設しない。アマゾンは、販売取引

もしくは支払の額、一定期間中のすべての販売取引もしくは支払の累積額、または一定期間内

にアマゾンが処理する販売取引数に関して、全部または一部のバイヤーおよびセラーに取引制

限を課すことができる。アマゾンが不正、違法その他本サービス条件、本契約または適正利用

規約に違反する疑いがあるとみなす販売取引については、調査のために保留し、または処理を

拒絶することができる。アマゾンは、各販売取引につき、当該取引についてバイヤーからの支



 

払を問題なく処理するまで、セラーに販売代金を送金せず、バイヤーに販売可能 EC2リザー

ブド インスタンスを提供しない。 

4.6.5. 販売代金のセラーへの送金 アマゾンは、各営業日終了時に、支払日の 2営業日前に

回収した支払期限の到来したすべての販売代金をサービス利用者に支払う。支払額からは、販

売可能 EC2リザーブド インスタンスに関してアマゾンに支払うべき費用および料金が差し引

かれる。適用される費用および料金はＡＷＳサイトに掲載され、随時変更される。アマゾン

は、販売代金から、アマゾンまたはアマゾンの関連会社に支払われる金額を留保、控除または

相殺することができる。支払いは、サービス利用者がアマゾンに登録する米国内に所在する自

動決済可能銀行口座（ACH-enabled bank account）に対してのみ行われる。販売取引の処

理にエラーがあった場合、サービス利用者はアマゾンに対して、かかるエラーを訂正するため

に指定する銀行口座の引き落としまたは振込を承認するが、かかる訂正は適用法令および規制

に従って行われることを条件とする。理由を問わず指定された銀行口座から引き落としができ

ない場合、サービス利用者は、アマゾンに対して、アマゾンに届け出ている他の銀行口座また

は支払手段から、該当する料金を加算した金額を再度引き落とすか、将来の販売代金から請求

額に当該料金を加算した金額を控除することを承認する。 

4.6.6. 税金等 セラーは、販売取引および販売可能 EC2リザーブド インスタンスに関連し

て、その理由を問わず、課税され、発生し、あらゆる売上税、使用税、消費税、輸入税、輸出

税、付加価値税、源泉徴収税の他の租税公課（「税金等」）の計算、検証および支払に責任を

負う。アマゾンは、どの税金等がどの販売取引に適用されるか判断する義務を負わず、いずれ

の販売取引に関しても、税務当局への税金等の送金、販売取引に関する（税金等の支払を含

む）情報の報告に責任を負わない。各セラーは、販売取引に関連して課される税金等の支払請

求もしくは要求、セラーが販売取引に関連して税金等の回収、送金もしくは報告を行わなかっ

た結果課される科料、罰金もしくはこれらに類する料金について、アマゾンおよびアマゾンの

関連会社を補償する。  

4.6.7. データの収集および共有 アマゾンは、各セラーについて、適用税法を遵守するため

に必要なデータおよび納税申告書を収集する。例えば、米国に拠点を置くセラーについては、

セラーの氏名・名称および住所を収集、保有し、From 1099Kの報告要件の遵守に必要な納

税者番号その他のデータを収集する場合がある。米国外に拠点を置くセラーについては、

From 1099Kの報告が免除されていることの証明として、Form W-8BEN（氏名・名称、住

所および署名を含む）を収集し、保有する。各バイヤーについては、バイヤーの氏名・名称お



 

よび住所を収集し、保有する。バイヤーおよびセラーは、販売取引が完了するまで、当該販売

取引の相手方の氏名・名称を知らされない。アマゾンは、販売取引の完了時に、セラーが、

（該当する場合）適切な税金を計算し、適宜政府機関に送金できるよう、バイヤーの都市、州

および郵便番号をセラーと共有する。セラーの正式名称については、バイヤーの請求書上で共

有する。バイヤーおよびセラーは、販売取引に関係しない目的で、販売取引または販売取引に

関連して入手した相手方に関する情報（「取引情報」）を利用してはならない。例えば、サー

ビス利用者は、直接または間接的に、(1)納税義務または本サービス条件に基づくその他の義

務の履行に必要な場合、および情報の受領者がかかる目的に限り当該情報を利用し、当該制限

を遵守することを確認した場合を除き、いかなる第三者に対しても取引情報を開示してはなら

ず、(2)取引情報を、いかなるものであれマーケティングまたは販売促進目的で利用してはな

らず、(3)取引情報を、適用法に反する方法で利用してはならず、(4)代替となる売買を行うよ

う促すために当事者に接触してはならず、(5)アマゾン、アマゾン関連会社、またはこれらの

製品を誹謗してはならず、(6)その種類を問わず、R I Marketplaceのバイヤーまたはセラー

を受領者として企図した通信を行ってはならない。 

4.7. サービス利用者は、サービス利用者が所有し、または支配するコンピュータ装置上で、

サービス利用者の内部的業務目的で、本サービスに関連して使用するサービス利用者コンテン

ツにアクセスする場合にのみ、システムセンター向け AWSマネジメントパックを利用するこ

とができる。サービス利用者による AWSマネジメントパックの利用は、

http://aws/amazon.com/windows/system-center/aws-mp-licenseに掲載されているシ

ステムセンター向け AWSマネジメントパック・ライセンス契約に準拠するものとする。 

4.8. ハードウェア占有インスタンス サービス利用者は、ＡＷＳサイトの Amazon EC2ハー

ドウェア占有インスタンス詳細ページに記載されたプロセスを使用し、一定の Amazon EC2

インスタンスを単一の顧客アカウントのホストハードウェアで実行することをリクエストする

ことができる（リクエストされた各インスタンスを「ハードウェア占有インスタンス」とい

う）。 

4.9. ハードウェア占有ホスト 

4.9.1. サービス利用者は、AWSサイトに記載されたプロセスを使用し、アマゾンが、単一の

顧客アカウントで物理的に専有できるホストハードウェア（それぞれ「ハードウェア占有ホス

ト」という）で Amazon EC2サービスを提供することをリクエストすることができる。 

http://aws/amazon.com/windows/system-center/aws-mp-license


 

4.9.2. サービス利用者は、AWSサイトの Amazon EC2詳細ページに記載されたリザベー

ション価格および支払条件（「EC2ハードウェア占有ホスト リザベーション価格条件」）に

従い、Amazon EC2ハードウェア占有ホストを指定することができる（リザベーションに関

連する各ホストを「EC2ハードウェア占有ホスト リザベーション」という）。サービス利用

者は、APIをコールすることにより、または EC2ハードウェア占有ホスト リザベーション コ

ンソールを利用することにより、EC2ハードウェア占有ホストリザベーションをハードウェ

ア占有ホストに関連付けることができる。EC2ハードウェア占有ホストおよび関連付けられ

た EC2ハードウェア占有ホスト リザベーションは、指定された Availability Zoneに限り利

用することができる。アマゾンは、EC2ハードウェア占有ホスト リザベーション価格条件を

いつでも変更することができるが、価格変更は、本第 4.9.2項に定める場合を除き、価格変更

以前に指定された EC2ハードウェア占有ホスト リザベーションには適用されないものとす

る。アマゾンは、EC2ハードウェア占有ホスト リザベーション価格条件のプログラムをいつ

でも終了することができる。EC2ハードウェア占有ホスト リザベーションは譲渡不可であ

る。EC2ハードウェア占有ホスト リザベーションは取消不能であり、サービス利用者は、本

契約が解除された場合であっても、自らが選択した期間中、EC2ハードウェア占有ホスト リ

ザベーション価格条件の支払い義務を負う。アクティブな EC2ハードウェア占有ホスト リザ

ベーションに関連付けられたハードウェア占有ホストは、サービス利用者のアカウントの割り

当てを解除することはできず、サービス利用者は、EC2ハードウェア占有ホスト リザベー

ションと関連付られている間は引き続き、ハードウェア占有ホストに対する支払いをするもの

とする。EC2ハードウェア占有ホスト リザベーションに関して支払われた一切の金額は払戻

しの対象とはされない。ただし、アマゾンが本契約を無理由解除する場合、個別の EC2ハー

ドウェア占有ホストのタイプを終了する場合、または EC2ハードウェア占有ホスト リザベー

ション価格条件のプログラムを終了する場合には、アマゾンは、それまでに指定された EC2

ハードウェア占有ホスト リザベーションに関して前払いされた料金を比例按分した金額を払

い戻すものとする。EC2ハードウェア占有ホスト リザベーションの期間が終了あるいは解除

された場合には、EC2ハードウェア占有ホスト リザベーション価格条件は失効し、標準のオ

ンデマンド ハードウェア占有ホスト料金がハードウェア占有ホストに適用される。EC2ハー

ドウェア占有ホスト リザベーション価格条件に従うほか、EC2ハードウェア占有ホスト リザ

ベーションは、本契約に基づいて適用されるすべてのデータ転送料金その他の料金の適用対象

となる。 



 

4.10. Microsoft BYOLライセンシング このオプションを利用した場合、Amazon EC2

は、サービス利用者のMicrosoftソフトウェアおよび Microsoftライセンスを使用した、サー

ビス利用者による Amazon EC2インスタンスのプロビジョニングを可能にする（「BYOLプ

ログラム」）。サービス利用者の Microsoftとの契約に別段の定めがない限り、このベネ

フィットを活用できるのは、サービス利用者がここに記載の要件を満たす場合に限られ、ま

た、サービス利用者は、(a) ハードウェア占有インスタンスまたはハードウェア占有ホストを

利用し、(b) サービス利用者が提供するソフトウェア バイナリーを源とするバーチャルマシ

ン（VMｓ）から開始し、及び、(c) サービス利用者が指定した AWS地域内でインスタンスを

実行する。 

サービス利用者は、サービス利用者の Microsoftとの契約に基づき、該当するMicrosoftソフ

トウェアに関して BYOLプログラムを利用する資格を有していなければならない。サービス

利用者は、必要なすべてのライセンスの取得および適用されるすべてのMicrosoftのライセン

シング要件（製品使用権/製品条件を含む）の遵守について単独で責任を負う。さらに、サー

ビス利用者は、Microsoftのエンドユーザー ライセンス契約（Microsoft EULA）を承認して

いるはずであり、BYOLプログラムに基づきMicrosoftソフトウェアを使用することにより、

サービス利用者は、Microsoft EULAに同意したものとみなされる。 

サービス利用者は、自らによる BYOLプログラムの使用が、適用される Microsoftライセンシ

ング要件を遵守するものであると判断したことに同意する。サービス利用者のMicrosoftとの

契約に違反した本サービスの利用は、承認または許可されない。 

4.11. Amazon EC2を利用することの一環として、サービス利用者は、Amazon EC2リソー

スが、故障、リタイアメントまたはその他の AWS要件を理由として終了または交換される場

合があることに同意する。アマゾンは、上記から生じる損害、債務、損失（破損、削除または

データ、アプリケーションもしくは利益の破壊もしくは損失を含む）またはその他の結果につ

いて一切責任を負わない。AMAZON EC2の利用は、AWSのサーバー、装置、不動産、動

産、またはその他の財産への物理的アクセス、またはそれらの物理的所有に関する権利をサー

ビス利用者に与えるものではなく、また、サービス利用者は、ここに、かかる権利を放棄す

る。 

5. Alexa® Webサービス  

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html


 

5.1. サービス利用者は、アプリケーションやウェブサイトの作成および改良、検索ウェブサ

イトや検索サービスの作成、ウェブサイトに関する情報の取出し、ウェブのトラフィックおよ

び構造に関するデータの検索や分析のために、Alexa® Webサービスを利用することができ

る。 

5.2. サービス利用者は、Alexa® Webサービス経由で受領するデータのうち、24時間を超え

てキャッシュされたものを表示してはならない。 

5.3. サービス利用者は、Alexa® Webサービスまたは Alexa® Webサービス経由でサービス

利用者がアクセスするデータを再販売または再配信してはならない。 

5.4. サービス利用者は、サービス利用者のアプリケーションまたはウェブサイトの改良のた

めに、ウェブサイトのトラフィックデータなどの Alexa® Webサービスから受領するデータ

を使用できるが、これを、その主たる目的が同一または関連するデータを表示することにある

アプリケーション、またはその主たる目的が www.alexa.com と競合することにあるアプリ

ケーションで使用してはならない。 

6. Amazon Flexible Paymentsサービス (Amazon FPS) 

6.1. 本第 6条の条件は、第三者が開始した支払取引の処理を可能にするものであって、クレ

ジットカード取引の処理および決済、銀行振込、または前払いもしくは後払いの残高管理を含

む、Amazon Payments, Inc.（「Amazon Payments」）が提供する、Amazon FPSおよ

びウェブベースの支払サービスに関連するサービス利用者コンテンツの使用（「支払サービ

ス」）についてのみ適用される。 

6.2. サービス利用者は以下を行うことができる。  

• 適用される FPS仕様（以下に定義する）に従い、サービス利用者コンテンツを通じて、適

切な支払サービス アカウントを有するユーザー（それぞれを、「Amazon Payments

ユーザー」という）による支払サービスの利用を可能にするため、Amazon FPSにアクセ

スし、これを利用すること。  

• Amazon FPSの一部としてアマゾンが提供するソフトウェア開発キット（関連する開発ガ

イドおよび技術ドキュメンテーションを含み、総称して、「FPS SDK」という）を、イ

ンストールし、コピーし、利用すること、およびアマゾンが提供するオンラインテスト環

http://www.alexa.com/


 

境（「FPS Sandbox」）にアクセスし、これを利用すること。ただし、いずれの場合

も、支払サービスに関連して使用するためにサービス利用者コンテンツを社内で開発し、

テストするために必要な限りとする。  

• Amazon Paymentsユーザーが支払サービスを利用するために必要な限りにおいて、機械

的に読取可能なバイナリー形式またはオブジェクトコード形式での配信のために、サービ

ス利用者コンテンツの一部として、サービス利用者コンテンツの開発およびテストの目的

でアマゾンが提供するサンプル コンピュータ プログラミング コード（「FPS サンプル

コード」）の二次的著作物を作成し、統合し、コンパイルし、および複写すること。FPS

サンプルコードの使用も、当該 FPSサンプルコードに含まれる追加ライセンス条件に従う

ものとする。かかる追加条件と本契約との間に矛盾または齟齬がある場合には、追加条件

が優先するものとする。  

6.3. FPS SDK、FPSサンプルコードおよび FPS仕様（以下に定義する）は、Amazonプロ

パティを構成する。本第 6条において明示的に許可される場合を除き、サービス利用者は、

Amazon FPS、FPS SDK、FPS Sandboxおよび支払サービスのいずれに関しても、いかなる

個人にも、団体にも、サブライセンスし、貸付し、売却し、譲渡し、リースし、貸与し、移転

し、サービスビューロとして行為し、販売せず、かつ、これらに関する権利の付与をしないも

のとする。 

6.4. サービス利用者およびサービス利用者コンテンツは、Amazon FPSまたは支払サービス

のそれぞれに関して、アマゾンまたは Amazon Paymentsが提供する技術上および運用上の

仕様その他のドキュメンテーションや規約（「FPS 仕様」）を遵守するものとする。アマゾ

ンは、FPS仕様をいつでも更新または変更する権利を留保する。サービス利用者コンテンツの

商業目的での一般への提供に先立ち、サービス利用者は、サービス利用者コンテンツが、FPS

仕様を遵守することを含み、Amazon FPSとともに正しく作動することを確認するため、十

分にテストを行うものとする。 

6.5. アマゾンは、サービス利用者コンテンツが Amazon FPSとともに正しく作動すること、

および FPS仕様を遵守していることを確認するために、アマゾンが単独の裁量で決定する検

討およびテストのプロセスを用いて、サービス利用者コンテンツの検討およびテストを行うこ

とができるものとする。サービス利用者は、アマゾンが提供する検討およびテストの結果によ

るものを含めて、サービス利用者が認識した重大なエラー、瑕疵その他の不遵守を修正するこ



 

とに同意する。アマゾンは、Amazon FPS、FPS SDKまたは FPS仕様の変更、アップデート

またはアップグレードを行う場合がある。この場合、サービス利用者は、サービス利用者コン

テンツが、その時点で最新の Amazon FPS、FPS SDKおよび FPS仕様とともに、引き続き正

しく作動することを確保するために、サービス利用者コンテンツをテストし、必要であれば変

更するものとする。 

6.6. サービス利用者は、サービス利用者コンテンツを Amazon FPSとともに商業的に利用

し、支払サービスにアクセスするためには、Amazon Paymentsとの間で支払アカウントを

設定し、維持しなければならない。支払サービスの利用には Amazon Paymentsの規約、手

続およびユーザー契約が適用され、これらのいずれかの違反も、本契約の違反となる。本契約

に定める制限のほか、Amazon Paymentsのロゴおよび商標の使用は、Amazon Payments

が公表する商標利用ガイドラインに従って行わなければならないものとする。 

6.7. サービス利用者は、(a)サービス利用者コンテンツを含む、サービス利用者の製品もしく

はサービスの提供もしくは販売に関連して、その理由を問わず、課税され、発生し、徴収され

もしくは支払が要求される、あらゆる売上税、使用税、消費税、輸入税、輸出税、付加価値税

その他の租税公課の徴収および支払、ならびに(b)サービス利用者コンテンツを使用して開始

された支払取引で、払戻しまたは支払取消（「チャージバック」）のうち、当該チャージバッ

クがサービス利用者またはサービス利用者コンテンツのエラー、作為または不作為に帰因する

ものであって、Amazon Paymentsが Amazon Paymentsユーザーから回収することのでき

ないものにつき、責任を負うものとする。サービス利用者は、かかる租税公課またはチャージ

バックの支払請求または要求につき、Amazon Paymentsおよびその関連会社を補償し、こ

れらの者に弁済するものとする。 

6.8. サービス利用者は、常に、以下のとおりであることを表明し、保証し、および約束す

る。  

• 支払サービスの能力および機能が、アマゾンが説明する能力および機能に合致するもので

あることを表明し、アマゾンまたは Amazon Payments、支払サービス、Amazon 

Paymentsユーザー、または第三者にとって有害となるような、虚偽、詐欺的、誤解を招

く、または非倫理的な履行をしないこと。 

• 支払サービスに関して、保証や免責を提供しないこと。  



 

• Amazon FPSおよび支払サービスに関してサービス利用者が受領する一切の苦情を速やか

に調査し、かつ、アマゾンに報告し、かかる苦情の処理において、アマゾンの良好なイ

メージ、社会関係の維持と推進のために、あらゆる合理的な努力をすること。  

• サービス利用者と Amazon Paymentsユーザーとの間の合意条件が、本契約および本

サービス条件の規定に合致することを確保すること。  

7. Amazon DevPayサービス (Amazon DevPay) 

7.1. サービス利用者は、以下の目的で Amazon DevPayを利用することができる。(a)サー

ビス利用者が開発するマシンイメージを含む、サービス利用者が開発し、本サービスとともに

提供するサービス利用者コンテンツ（「バンドルアプリケーション」）の利用を、エンドユー

ザー（「DevPay 顧客」）に対して販売すること、(b)バンドルアプリケーションを利用する

DevPay顧客のためにアカウント（「DevPay 顧客アカウント」）を設定すること、(c) 

DevPay顧客アカウントのプロフィールを管理すること、および(d) DevPay顧客からバンド

ルアプリケーションの購入代金を受領すること（サービス利用者の「DevPay取引」）。 

7.2. サービス利用者は、バンドルアプリケーションの利用につき DevPay顧客に適用される

価格を設定するものとする。アマゾンは、完全に開示され、DevPayサービスの範囲で適切に

設定されている料金のみを集金する責任を負う。サービス利用者のバンドルアプリケーション

に関して、DevPayサービス（詳細は本サービス条件第 7.6項に定める）を通じてサービス利

用者が DevPay顧客に請求する料金は、当該バンドルアプリケーションに関してサービス利

用者が DevPay顧客に請求する料金の全てであるものとする。サービス利用者は、DevPay

サービスを通じて開示された料金以外には、バンドルアプリケーションに関していかなる追加

料金も請求または課金してはならない。DevPayサービスの利用中は、サービス利用者は、当

該バンドルアプリケーションにつき、別の支払手段を設定しないものとする。前記は、サービ

ス利用者が販売するバンドルアプリケーション以外の商品およびサービスの代金の請求および

支払受領を DevPayサービスを通じて行うことを制限するものではない。 

7.3. サービス利用者は、バンドルアプリケーションの利用に適用されるすべての条件を指定

する責任を負う。ただし、基本となる本サービスの利用は、本契約の条件に従うものとし、齟

齬がある場合には本契約の条件が優先されるものとする。アマゾンは、バンドルアプリケー

ションに関連づけられる Amazon EC2その他の本サービスを利用するために、ユーザーにＡ



 

ＷＳアカウントを登録すること（本契約の条件に同意することを含む）を要求することができ

るものとする。サービス利用者は、アマゾンの事前の書面による同意なく、本サービスに関し

て、アマゾンを代理して、書面または口頭で、保証をせず、いかなる表明も主張もしないもの

とする。その理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、アマゾンは、DevPay顧客に

よるサービス利用者のバンドルアプリケーションへの一切のアクセスを停止することができる

ものとする。 

7.4. 支払い条件 

a. DevPay取引処理；DevPay取引代金の回収 サービス利用者は、自身の DevPay取引の

支払、払戻しおよび調整の処理の目的に限定して、アマゾンをサービス利用者の支払処理

代行者としてここに任命する。アマゾンは、全ての DevPay取引の支払、払戻しおよび調

整を処理し、サービス利用者に代わり DevPay取引からアマゾンが受領する該当する総販

売代金（DevPay「販売代金」）を回収する。アマゾンは、DevPay顧客に代わって支払

いを保証するものではない。アマゾンは、アマゾンが不正、違法その他本契約もしくは本

サービス条件の条件に違反すると疑うサービス利用者のいずれかの DevPay取引につい

て、調査のため保留し、または処理を拒絶することができる。 

DevPay顧客が DevPay取引を締結することにより、サービス利用者は、アマゾンに対

し、DevPay顧客のサービス利用者への支払から適用される手数料または、これらの条件

に基づきアマゾンが回収できるその他の金額（「正味販売代金」）を差引くことにつき授

権する。サービス利用者は、アマゾンが DevPay販売代金を受領する際、DevPay顧客が

サービス利用者による DevPay取引に関してサービス利用者に対する義務を充足している

ことに同意する。アマゾンは、本契約および本サービス条件に従い、正味販売代金をサー

ビス利用者に送金する。 

b. サービス利用者への正味販売代金の送金 月に一度、アマゾンは、支払日の 2営業日前ま

でに回収したもののうちサービス利用者へ未払いとなっている全ての正味販売代金をサー

ビス利用者に支払う。ただし、アマゾンは、サービス利用者がアマゾンから受けた指示に

従い自身の銀行口座を適切に開設するまで、サービス利用者への支払を留保することがで

きる。アマゾンは、AWSサイト上の DevPay詳細ページに掲載されている処理手数料を

各販売代金から差し引く。アマゾンはまた、DevPay販売代金から、アマゾンまたはアマ

ゾンの関連会社に支払われる金額を留保、控除または相殺することができる。サービス利



 

用者への支払は全額、自動決済可能機関（「ACH」）のシステムをとおしてサービス利用

者の指定する米国の銀行口座へ送金される。DevPay取引の処理にエラーがあった場合、

サービス利用者はアマゾンに対して、かかるエラーを訂正するために指定する銀行口座の

引き落としまたは振込を開始することを承認するが、かかる訂正は適用法令および規制に

従って行われることを条件とする。理由を問わず指定された銀行口座から引き落としがで

きない場合、サービス利用者は、アマゾンに対して、アマゾンに届け出ている他の銀行口

座または支払手段から、適用ある手数料を加算した金額を再度引き落とすか、将来の

DevPay販売代金から請求額に適用ある手数料を加算した金額を控除することを承認す

る。 

c. DevPay税金 サービス利用者は、DevPay取引およびバンドルアプリケーションに関連

して、その理由を問わず、課税され、発生し、徴収または支払われるあらゆる売上税、使

用税、消費税、輸入税、輸出税、付加価値税、源泉徴収税の他の租税公課（「DevPay税

金等」）の計算、請求（必要な場合）、検証および支払に責任を負う。アマゾンは、どの

DevPay税金等がどの DevPay取引またはサービス利用者のバンドルアプリケーションに

適用されるか判断する義務を負わず、いずれの DevPay取引またはサービス利用者のバン

ドルアプリケーションに関しても、税務当局への DevPay税金等の送金、DevPay取引ま

たはサービス利用者のバンドルアプリケーションに関する情報（DevPay税金等の支払を

含む）の報告に責任を負わない。前記にかかわらず、アマゾンが有効な税務当局により法

的に義務付けられた場合、アマゾンは、DevPay税金等を集金し、必要あれば準拠する

タックスインボイスを DevPay顧客に提供する。 

d. アマゾンが DevPay販売代金を集金できない場合、または当該 DevPay販売代金にかかる

従前の取引が取り消された場合には、サービス利用者は、サービス利用者およびその

DevPay顧客が利用した本サービスの料金（「本サービス料金」）を支払う責任を負わ

ず、ＡＷＳは、DevPay販売代金の送金またはその他の集金の義務を負わない。ただし、

支払がなされない理由が以下のいずれかによる場合に限る。  

o ＡＷＳが DevPay販売代金を DevPay顧客のクレジットカードに対して請求できない

場合、または  

o 取引が承認されず、または取引に不正があったためにチャージバックされた結果、取

引が取り消された場合。  



 

さらに、該当する月において、請求される DevPay販売代金は、本サービス料金を超えて

いなければならないものとする。かかる支払不能の場合、アマゾンは、DevPay販売代金

が本サービス料金を超えない範囲内で、サービス利用者から回収するか、アマゾンが当該

月において集金した DevPay販売代金と相殺することができるものとする。サービス利用

者またはＡＷＳが、その後、DevPay販売代金を集金することができた場合には、サービ

ス利用者は、本契約に定める対応する本サービス料金をＡＷＳに対して支払うものとす

る。 

e. 取消しおよび払戻し サービス利用者は、自身のバンドルアプリケーションに関する購入

情報（以下に定義する）に取消および払戻ポリシーを掲載できる。少なくとも、取消およ

び払戻ポリシーは、(a)DevPay取引を通してサービス利用者のバンドルアプリケーション

を購入する DevPay顧客に対し、AWSサイト上の DevPay詳細ページにおいて、購入中

のサービス利用者のバンドルアプリケーションの取消しを許容し、また(b)本サービス条

件を遵守するものでなければならない。サービス利用者は、該当する DevPay取引の際に

掲載されている取消および払戻ポリシーに従い、サービス利用者のバンドルアプリケー

ションの取消しの受諾および処理、払戻しおよび調整を行う。サービス利用者は、アマゾ

ン経由で、全ての DevPay取引払戻金（調整金）の支払を行うことができる。アマゾンは

該当する口座に支払い、サービス利用者は、かかる支払額の全額をアマゾンに弁済する。 

7.5. 本サービス条件第 7.4項に定める場合を除き、サービス利用者は、サービス利用者のア

カウント識別子またはサービス利用者のバンドルアプリケーションのためにサービス利用者の

DevPay顧客に割り当てられたアカウントに基づき本サービスに関して生じた一切の請求につ

き、全面的に責任を負うものとする。全ての本サービスの請求は、本契約に基づいて、かかる

本サービスに適用されるその時点の最新の価格によってなされるものとする。支払は、AWS.

によって処理され、チャージバックに対するサービス利用者の責任を含めて、本契約および本

サービス条件の条件が適用されるものとする。 

7.6. アマゾンは、DevPay顧客に対して、顧客インターフェイス（「顧客ＵＩ」）をホスト

し、提供することにより、以下を可能するものとする。(a)サービス利用者のバンドルアプリ

ケーションに関してサービス利用者がアマゾンに提供する、一定の価格、条件およびその他の

情報（「購入情報」）を DevPay顧客に対し表示すること、および(b)アカウント設定、アカ

ウント解除、支払承認および解除権など、サービス利用者のバンドルアプリケーションに関し

て、一定の機能を DevPay顧客が使用できるようにすること。アマゾンは、顧客ＵＩおよび



 

購入情報のフィールドおよびフォーマットを定義し、管理する。アマゾンは、顧客ＵＩの外観

の印象および操作感を含めて、顧客 UIに関する一切の権利を留保するものとし、サービス利

用者は方法の如何を問わず、顧客ＵＩを複写し、または模倣してはならない。 

7.7. サービス利用者は、サービス利用者がアマゾンに対して提供し、最終的に顧客ＵＩ上で

表示されるすべての購入情報が、以下のとおりであることを確保する責任を負い、また、これ

を確保するものとする。(a)十分であり、正確であって、完全であること、(b)誤解を招くもの

でないこと、および(c)全ての点において、適用される法律を遵守していること。サービス利

用者は、データ入力フィールドや顧客ＵＩに対してアマゾンが行う変更の結果必要となる場合

であっても、購入情報が前記の要件を継続して遵守することを確保するために必要な場合に

は、速やかに購入情報をアップデートしなければならない。 

7.8. サービス利用者は、サービス利用者のバンドルアプリケーションに関し、DevPay顧客

に対して、顧客サービス（ある場合）を提供する責任を負う。アマゾンは、バンドルアプリ

ケーションに関して DevPay顧客に顧客サポートや技術サポートを提供する義務を負わな

い。ただし、請求および支払に関する質問については、DevPay顧客にサポートを提供するも

のとする。 

7.9. サービス利用者は、DevPay顧客アカウントの解除または価格変更に関する連絡を含む

DevPay顧客アカウントの管理のために、アマゾンが定める DevPayサービス経由の連絡方法

を使用するものとする。 

7.10. サービス利用者は、アマゾンの単独の裁量で、(a)法律遵守のため、(b)本契約、本サー

ビス条件ならびに本サービスや DevPayサービスに適用されるその他の合意および規約の執

行および適用のため、または(c)アマゾンの事業、DevPay顧客もしくは第三者の権利、財産

もしくは安全を保護するために、アマゾンが必要または適切であるとみなす、DevPay顧客ア

カウントに関する是正措置をアマゾンがとることができることを確認し、これに同意する。か

かる是正措置には、(i) DevPay顧客アカウントの停止、取消しまたは閉鎖、(ii) DevPay顧客

アカウントの再設定、および(iii) DevPay顧客アカウントに対する料金の免除または払戻しが

含まれる。アマゾンは、かかる措置をとることにつき、サービス利用者に対して一切の責任を

負わない。サービス利用者は、DevPay顧客アカウントに関してアマゾンがとる措置または

サービス利用者に対して要求する措置に速やかに従うものとする。かかる措置には、アマゾン

が行う DevPay顧客への払戻しをアマゾンに弁済すること、アマゾンが取り消した DevPay



 

顧客アカウントへのサービス提供を中止すること、およびアマゾンが再設定する DevPay顧

客アカウントへのサービスを再開することなどが含まれる。アマゾンがかかる目的で提供する

方法によってサービス利用者が DevPay顧客アカウントの閉鎖をアマゾンに依頼する場合

は、アマゾンは、合理的に速やかに当該 DevPay顧客アカウントを閉鎖する努力をするが、

その実施の時期や、アマゾンが実施できないことについて、サービス利用者に対していかなる

責任も負わないものとする。DevPay顧客アカウントの閉鎖を含む、サービス利用者の指示に

従って DevPay顧客アカウントに関してアマゾンがとる措置に基づき、またはかかる措置に

関するあらゆる請求から生じ、またはかかる請求に関連する、すべての請求、損失、損害、責

任、判決、罰金、科料、費用および支出（合理的な弁護士費用を含む）について、サービス利

用者は、アマゾンならびにアマゾンの従業員、役員、取締役および代表者を補償し、これらに

損害を被らせないものとする。 

7.11. サービス利用者は、以下を確認し、同意する。(a)サービス利用者は、サービス利用者

とアマゾンの取引関係が、本契約期間（または早期解除される場合には、解除されるまでの期

間）を超えて継続すること、バンドルアプリケーションの販売促進のためのサービス利用者に

よる投資が回収でき、もしくは取り戻せること、または予測される金額の利益を取得できるこ

とについて、何らの期待も有さず、これらに関して何らの保証もされていないこと、および

(b)サービス利用者は、DevPayサービスその他を理由として、本サービスの推進に関し、ま

た、サービス利用者の努力によって生じた関連するのれんに関し、いかなる所有権その他の権

利も有さず、また、かかる権利を取得するものでもないこと。 

8. Amazon SimpleDBサービス (Amazon SimpleDB) 

8.1. 過去 6ヶ月間において、サービス利用者について Amazon SimpleDBの料金が発生せ

ず、Amazon SimpleDBに保存されたサービス利用者コンテンツの利用が記録されない場合

には、アマゾンは、サービス利用者に 30日前までに通知することにより、Simple DBに保存

されたサービス利用者コンテンツを、いかなる責任も負うことなく、削除することができるも

のとする。 

9. Amazon Fulfillment Webサービス (Amazon FWS) 

9.1. サービス利用者は、Amazon Services LLC（「Amazon Services」）が販売および提

供する、Fulfillment by Amazonサービス（「FBA サービス」）のサービス利用者による利



 

用に関する製品および出荷の情報を、適用される FBA仕様（以下に定義する）に従い、照会

し、アクセスし、送信し、受領するために限り、Amazon FWSにアクセスし、これを利用す

ることができる。 

9.2. Amazon FWSを利用するには、サービス利用者は、FBAサービスの利用のために登録

された現在優良な Amazonセラーアカウント（サービス利用者の「セラーアカウント」）を

保有していなければならない。サービス利用者による FBAサービスおよびサービス利用者の

セラーアカウントの利用は、Amazon Servicesの規約、手続、Amazon Business Services

契約またはその他の適用されるユーザー契約に従う場合に限り行うことができる。Amazon 

FWSは、サービス利用者が、サービス利用者のセラーアカウントに関する一定の情報にアク

セスして処理できるようにするための、技術的なインターフェイスにすぎない。ＡＷＳは、

サービス利用者のセラーアカウントに関して、サービス利用者または第三者に対していかなる

責任も負わないものとする。 

9.3. サービス利用者は、Amazon FWSを、サービス利用者のセラーアカウントに関連づけ

られる製品および出荷情報を管理する目的に限り利用することができる。Amazon FWSの登

録の際には、サービス利用者はサービス利用者のセラーアカウントに関連づけられているのと

同じユーザー名およびパスワードを使用しなければならない。サービス利用者は、ＡＷＳまた

はその関連会社と関連のある第三者のアカウント識別子やその他の本人確認手段（ユーザー名

およびパスワードを含む）を収集し、処理しまたは保存する、Amazon FWSにアクセスする

ためのアプリケーションを開発したり使用してはならない。 

9.4. サービス利用者およびサービス利用者コンテンツは、Amazon FWSに関して、アマゾ

ンが提供する技術上および運用上の仕様、セキュリティ プロトコルおよびその他のドキュメ

ンテーションや規約（「FBA 仕様」）を遵守するものとする。アマゾンは、随時 FBA仕様を

更新または変更する権利を留保する。サービス利用者コンテンツの商業利用での提供に先立

ち、サービス利用者は、サービス利用者コンテンツが、FBA仕様を遵守することを含み、

Amazon FWSとともに正しく作動することを確認するため、十分にテストを行うものとす

る。 

10. Amazon Elastic MapReduce 



 

10.1. アマゾンは、CPU稼働率、メモリー利用、ＩＯパフォーマンス、エラーおよび情報

メッセージを含む、サービス利用者が Amazon Elastic MapReduceを使用して実行する演算

ジョブに関する一定の情報を収集することができるものとする。 

10.2. サービス利用者は、得られた結果、結果としてのデータの品質、または演算ジョブが正

しく実行できたか否かにかかわらず、サービス利用者による Amazon Elastic MapReduceの

利用により生じるすべての料金を負担するものとする。Amazon Elastic MapReduceの利用

には、Amazon EC2および Amazon S3の使用が必要であり、一定の機能は Amazon 

SimpleDBの使用を必要とする。サービス利用者は、Amazon EC2、Amazon S3および

Amazon SimpleDBに関して発生する料金をそれぞれ負担するものとする。 

10.3. サービス利用者は、サービス利用者の演算ジョブのステータスを監視する単独の責任を

負う。アマゾンは、Amazon Elastic MapReduce、本サービスまたは本サービスのいずれか

の部分のパフォーマンスを低下させるとアマゾンが判断する演算ジョブを、抑制し、または停

止することができるものとする。アマゾンは、サービス利用者の演算ジョブの一部として生じ

るデータの紛失またはデータの破壊につき、いかなる責任も負わない。 

11. Amazon CloudWatchおよび Auto Scaling  

11.1. サービス利用者は、サポート対象の本サービスに関連してモニターおよび自動スケーリ

ング機能を実行するために、Amazon CloudWatchを利用することができる。Amazon 

CloudWatchは、Amazon EC2に関連して Auto Scalingを実行可能にする。Auto Scaling

の利用には、Amazon CloudWatchおよび Amazon EC2の両方の使用が必要である。 

11.2. アマゾンは、Auto Scalingに関連して、サービス利用者が設定する条件に基づき、追

加的な Amazon EC2インスタンスを開始したり、Amazon EC2インスタンスを終了する場

合がある。サービス利用者は、Amazon EC2に関して発生する料金を、別途負担するものと

する。サービス利用者は、得られた結果、または結果の品質もしくは適時性にかかわらず、

Amazon CloudWatchおよび Auto Scalingの利用により生じるすべての料金を負担するもの

とする。Amazon CloudWatchの料金は、サービス利用者が、Amazon CloudWatchまたは

Auto Scalingの機能の利用を開始したときから発生する。 

11.3. Amazon CloudWatchは、CPU稼働率、データ転送、およびディスクの使用および活

動を含む、サービス利用者がモニターする本サービスに関する一定の情報を収集し、保存す



 

る。Amazon CloudWatchのメトリックデータは、AWSサイトに記載の該当する保存期間中

はサービス利用者に提供されるが、アマゾンは、該当する保存期間の終了後はいつでも、責任

を一切負うことなく CloudWatchのメトリックデータを削除できる。 

12. Elastic Load Balancing  

12.1. サービス利用者は、Amazon EC2に関連して負荷調整機能を提供する目的に限り、

Elastic Load Balancingを利用することができる。サービス利用者は、Elastic Load 

Balancingによって負荷調整を行いたい全ての Availability Zoneにおいて、インスタンスを

実行していなければならない。 

12.2. Elastic Load Balancingの利用には、Amazon EC2の使用が必要である。サービス利

用者は、Amazon EC2に関して発生する料金を、別途負担するものとする。サービス利用者

は、得られた結果、または結果の品質もしくは適時性にかかわらず、Elastic Load Balancing

の利用により生じるすべての料金を負担するものとする。Elastic Load Balancingの料金は、

Elastic Load Balancingの機能の利用をサービス利用者が開始したときから発生する。 

13. AWS Import/Export Disk、AWS Snowball、および AWS 

Snowmobile 

13.1. AWS Import/Export Diskの一部として、サービス利用者は、物理的保存メディア

（「メディア」）をアマゾンに対し送付することができ、アマゾンは、(a)メディアに含まれ

るデータをサービス利用者コンテンツとして提供する AWSサービスに転送し、または(b)

サービス利用者コンテンツをメディアに転送（転送の前後を問わず、メディアに含まれるかか

るデータを、「本件データ」という）し、かかるメディアをサービス利用者に対して提供す

る。 

サービス利用者は、損傷もしくは瑕疵のある、または読み取り不可能なメディアや、本契約に

従って出荷されないメディア（総称して、「不適合メディア」という）をアマゾンへ送付して

はならないものとし、アマゾンはこれらの受領を拒絶することができる。アマゾンは、不適合

メディアを処分または当該不適合メディア上の本件データを消去することができ、サービス利

用者は、不適合メディアに関連してアマゾンに発生した費用をアマゾンに償還するものとす

る。サービス利用者の申し出によりアマゾンが不適合メディアをサービス利用者に返却する場



 

合、サービス利用者は、アマゾンが単独の裁量により当該不適合メディアの返却のための出荷

運送業者および取扱い基準を選択し、その運送業者および基準がアマゾンが AWS 

Import/Exportに関連するメディアの出荷に一般的に使用するものと異なる可能性があるこ

と（また、より費用がかかる可能性があること）に合意する。疑義を避けるために述べると、

「メディア」には「不適合メディア」が含まれる。 

13.2. AWS Snowballの一部として、アマゾンは、サービス利用者に対し、合意された数の

「Snowball」ハードウェアアプライアンス（個別に「アプライアンス」という）を出荷し

AWS Snowball Clientへのアクセス権を（アプライアンスに含まれるソフトウェアおよびそ

のアップデート版またはアップグレード版（「「Snowballソフトウェア」）と併せて）提供

する。サービス利用者は、アプライアンスが、サービス利用者によりアマゾンへの再配送を目

的として運送業者に（同一の米国州内または米国以外の国内で）引き渡される時点まで、アプ

ライアンスの仕向地である米国州または米国以外の国から離れることを許可しないことに同意

する。サービス利用者は、アプライアンスの受領後、(a)サービス利用者がアプライアンスを

返送した後にサービス利用者コンテンツとしてサポート対象の AWSサービスにアマゾンが

アップロードすることを目的として、アプライアンス上にデータを転送する、(b)サービス利

用者がアマゾンに対しアプライアンスにコピーするよう要求したデータをサービス利用者自身

のシステムに転送し、アマゾンへの返送のため運送業者にアプライアンスを引き渡す（転送の

前後または途中を問わず、アプライアンス上に含まれる(a)又は(b)のデータを「本件データ」

という）、または(c)AWSサイト上に記載されている「Snowball Edge」アプライアンスを利

用している場合、アプライアンス上に本件データを転送し、ドキュメンテーションに記載され

ているコンピュータ処理のワークロードにアプライアンスを利用することができる。アマゾン

は、随時、いかなる理由によってもアプライアンスを返送するよう要求することができ、サー

ビス利用者はそのアプライアンスを速やかにアマゾンに返送する。アプライアンスは、起動時

間、転送ファイルのサイズ、転送に要する時間およびエラーまたは中断を含むがこれに限定さ

れないアプライアンスの利用に関するメトリックを収集し、アマゾンに提供する。これらのメ

トリックはサービス利用者のアカウント IDに付随する場合があり、アマゾンは提供される本

サービス内容の品質および機能設定を提供、維持、および改善するために利用する場合があ

る。 

13.3. AWS Snowmobileの一部として、アマゾンは、コンテナ型データセンターおよびネッ

トワーク装置（総称して、「Snowmobile」という」）ならびに場合によっては補助電源およ



 

び冷却装置を指定の移転場所（「移転場所」という）に搬送する。Snowmobile、発電機、冷

却装置、関連ビークルおよび上記に関連して提供された全てのソフトウェアを総称して

「Snowmobileマテリアル」という。サービス利用者は、移転場所の調査、確保および維持

を含めた Snowmobileマテリアルの展開、移転場所での Snowmobileマテリアルのオペレー

ションに必要な全ての許認可の取得ならびにアマゾンおよびアマゾンの関連会社の従業員、業

務委託先および代理人（総称して、「Snowmobile人員」）が Snowmobileマテリアルの設

定、維持、点検、修理、オペレーションおよび撤去を行うためのアクセスを許可するための要

件を全て満たすようアマゾンに協力する。Snowmobileマテリアルが展開された後、サービ

ス利用者はデータを Snowmobileに転送することができる（転送の前後または途中を問わ

ず、Snowmobile上に含まれるかかるデータを「本件データ」という）。権限のある

Snowmobile人員は、転送が完了した時点で、サービス利用者コンテンツとしてサポート対

象の AWSサービスに本件データをアップロードすることを目的として、選択した AWS地域

に Snowmobileを搬送する。 

13.4. サービス利用者は、アマゾンが随時提供し更新する AWS Import/Exportのすべての

仕様およびドキュメンテーション（出荷および暗号化の要件、AWS Import/Export Disk 

Pack and Ship Check List、AWS Snowball User Guideおよび AWSサイトまたはアプライ

アンス上のあらゆるドキュメンテーションを含む）を遵守する。 

13.5. サービス利用者は、アマゾンへのまたはアマゾンからのメディアおよびアプライアンス

の出荷について出荷・取扱い費用（貨物および運送保険の費用を含むことがある）の全額につ

いて単独で責任を負う。AWS Import/Export Diskについて、アマゾンは、AWSサイトの

AWS Import/Export Diskのセクションに記載のとおり、一部の合理的な返品出荷料金を支

払うことがある。サービス利用者は、アマゾンへのまたはアマゾンからのメディアおよびアプ

ライアンスの出荷に関し、通関、関税、税金およびその他の料金のすべての支払いに対し責任

を負う。AWS Import/Exportの利用は、本契約の適用条件に従い、サポート対象の AWS

サービスの利用を要件とするまたは利用を許可する場合がある。サービス利用者は、AWS

サービスについてサービス利用者に生じる別個の費用について責任を負う。 

13.6. AWS Import/Export Diskの場合、サービス利用者は、運送中に発生したメディアの

紛失または損傷の全リスクを負い、サービス利用者の費用負担にて保険に加入する責任を単独

で負う。AWS Snowballの場合、サービス利用者は、一旦、運送業者がアプライアンスを

サービス利用者の住所に届けた時点から、運送業者が当該アプライアンスをアマゾンへの返送

http://awsimportexport.s3.amazonaws.com/AWS_Import_Export_Pack_and_Ship_Checklist.pdf
http://awsimportexport.s3.amazonaws.com/AWS_Import_Export_Pack_and_Ship_Checklist.pdf


 

を目的として受け入れるまで、当該アプライアンスの紛失または損傷の全リスクについて責任

を負う。Snowball Edgeアプライアンスを除くアプライアンスの場合、アプライアンスが

サービス利用者に引き渡されてから、運送業者が当該アプライアンスをアマゾンへの返送を目

的として受け入れるまでの間に、当該アプライアンスを紛失もしくはこれが修復不可能なまで

に損傷した場合またはサービス利用者が、アプライアンスが配送された日から 90日以内にア

マゾンへの返送を目的として運送業者に当該アプライアンスを託していない場合、アマゾン

は、サービス利用者に対しデバイス紛失料として 7,500米ドルを請求できる。Snowball 

Edgeアプライアンスの場合、アプライアンスがサービス利用者に引き渡されてから、運送業

者が当該アプライアンスをアマゾンへの返送を目的として受け入れるまでの間に、当該アプラ

イアンスを紛失またはこれが修復不可能なまでに損傷した場合またはサービス利用者が、アマ

ゾンからの要求を受けて、当該アプライアンスをアマゾンへの返送目的のために配送業者に託

していない場合、アマゾンは、サービス利用者に対しデバイス紛失料として 15,000米ドルを

請求できる。アマゾンがサービス利用者からアプライアンスを受領し、アマゾンが当該アプラ

イアンスをサービス利用者に送付した時点ではなかった損傷が発生している場合、サービス利

用者は、当該損傷の修復費を、または当該損傷が合理的に修復不能である場合には適用あるデ

バイス紛失料を、アマゾンから請求されることがある。疑義を避けるために述べると、デバイ

ス紛失料は、本契約上のサービス利用者の責任を限定するものではない。AWS Snowmobile

の場合、Snowmobileマテリアルが移転場所に届いた時点から、権限のある Snowmobile人

員の監督の下、移転場所を出るまで、サービス利用者は当該 Snowmobileマテリアルの紛失

または損傷の全リスクを負う。サービス利用者は、権限のある Snowmobile人員の監督がな

い限り、Snowmobileマテリアルが移転場所を離れることを許してはならない。 

13.7. サービス利用者は、AWS Import/Exportの一部としてアマゾンがサービス利用者から

受領し AWSサービスにおいて保存する（またはサービス利用者の要求に応じてサービス利用

者に提供する）メディアおよび本件データに関する権利を保有する。サービス利用者は、メ

ディアおよび本件データを、サービス利用者自身のみの危険負担で、アマゾンに提供し、メ

ディア、アプライアンス、Snowballソフトウェアおよび Snowmobileマテリアルを利用する

ものとする。サービス利用者は、アプライアンス、Snowmobileまたはメディアへの転送の

前およびアマゾンへの納入の前に本件データのバックアップを作成すべきであり、また、サー

ビス利用者は、AWSサービス上のサービス利用者コンテンツをアプライアンス、

Snowmobileまたはメディアからサービス利用者自身のシステムに転送する前に、当該コン

テンツを削除してはならない。サービス利用者データには、ライブデータまたはプロダクショ



 

ンデータまたはサービス利用者が失う訳にはいかないその他一切のデータを含めるべきではな

い。アマゾンは、AWS Import/Exportに関連して使用するあらゆる本件データまたはシステ

ムもしくは機器の紛失、損傷もしくは誤用を含むがこれに限定されない AWS Import/Export

に関連して発生した遅延、損傷または紛失につき、いかなる責任も負わない。アマゾンが受領

を確認したことまたは出荷もしくは搬送の通知は、(a)メディア、アプライアンス、

Snowmobileマテリアルもしくは本件データが紛失、損傷もしくは破壊なく納入されたもし

くは将来納入されるもしくは受領されたこと、または後に発見されたメディア、アプライアン

ス、Snowmobileマテリアルもしくはデータの紛失、損傷もしくは破壊についてサービス利

用者は責任を負わないことを明示もしくは黙示するものではなく、(b)当該出荷に関してサー

ビス利用者が特定したメディアもしくはアプライアンスの数量をアマゾンが実際に受領したこ

とを明示もしくは黙示するものではなく、また、(c)本契約に基づくアマゾンの権利を放棄

し、限定し、もしくは減少させるものではない。アマゾンは、サービス利用者のメディアもし

くは本件データの出荷に対する限度を課し、随時それを変更する権利を留保するものとし、

サービス利用者はかかる制限または限度を遵守するものとする。 

13.8. サービス利用者は、(a)メディアおよび/または本件データ（アプライアンス、メディア

または Snowmobile上に含まれているかを問わない）を、提供する AWSサービスへのアッ

プロードのためにアマゾンに対して提供すること、および(b)アマゾンが許可する通り、アプ

ライアンスおよび/または Snowmobileを受領し、利用すること、(c)本件データをメディ

ア、アプライアンスまたは Snowmobileに転送することおよび（d）サービス利用者が指定す

る本件データのメディア、アプライアンスまたは Snowmobileへの、及び、サービス利用者

へのアマゾンによる転送を許可することについて、必要な一切の権利を有することを表明す

る。上記を限定することなく、本件データが、個人情報、個人を特定できる情報、個人デー

タ、適用法令もしくは規則の対象である個人もしくはその他のデータに関する情報を含む場

合、サービス利用者は、自らが、サービス利用者が選択する AWS地域に向けてまたは同地域

から、かかる本件データを転送するために必要な全ての権利を得ていること、および、自ら

が、適用法令および規則により要求される、かかる本件データに関するサービス利用者の全て

の義務を遵守すること（かかる本件データの主体の同意を得ることを含む場合がある）を表明

する。アマゾンは、メディア、アプライアンスまたは Snowmobileとサポート対象の AWS

サービスとの間で本件データを転送するために必要となる場合、本件データを複製することが

できる。 



 

13.9. 本契約に定める免責条項に加えて、アマゾンは、受託者または保管者の義務をここに否

認し、サービス利用者は、アマゾンもしくはアマゾンの関連会社、またはこれらの業務委託先

もしくは代理人による、メディアまたは本件データの保有、保管もしくは出荷に関連し、また

はこれらによって生じる、委託者としての一切の権利および救済（それがコモンロー上のもの

であると、制定法上のものであるとを問わない）を、ここに放棄するものとする。サービス利

用者は、秘密データの暗号化を行うことや、メディア、アプライアンスおよび Snowmobile

への無断アクセスを許可しないことを含め、サービス利用者の本件データに適切なセキュリ

ティ手段を講じること及びメディア、アプライアンスおよび Snowmobileマテリアルを利用

することについて、単独で責任を負う。 

13.10. 本契約に基づくサービス利用者の補償義務に加えて、サービス利用者は、以下を原因

とする請求から生じ、またはそれに関連する、あらゆる請求、損害、損失、責任、判決、罰

金、科料、費用および支出（合理的な弁護士費用を含む）について、アマゾン、アマゾンの関

連会社およびライセンサー、これらのそれぞれの事業パートナー（アマゾンにより、またはア

マゾンを代理して運営されるウェブサイト上の第三者セラーを含む）、ならびにアマゾンおよ

びこれらの者の従業員、役員、取締役および代表者を補償し、防禦し、これらの者に損害を与

えないことに同意する。(a)メディア、本件データおよびサービス利用者によるアプライアン

ス、Snowballソフトウェアまたは Snowmobileマテリアルの使用に関連した人身損害、死亡

または財産的損害（有形または無形を問わない）、(b) サービス利用者もしくはアマゾンが、

サービス利用者の AWS Import/Exportの利用に関して行う保管、出荷その他の行為に関連

し、またはその結果として、アマゾンまたはアマゾンの関連会社に対し課される、売上税、物

品サービス税、使用税、消費税、輸入税、輸出税、財産税、付加価値税その他の税金もしくは

賦課金、(c)サービス利用者の AWS Import/Exportに関する、いずれかの国の法律または規

則（プライバシー規則を含むがこれに限定されない）の違反を含む、メディア、本件データお

よびサービス利用者によるアプライアンス、Snowballソフトウェアまたは Snowmobileマテ

リアルの使用。 

13.11. AWS Import/Exportサービスが完了した場合、アマゾンは、該当する場合は、メ

ディアをサービス利用者に返却、不適合メディアを破壊、アプライアンスから本件データを削

除または Snowmobileから本件データを削除する。アマゾンは、本契約または AWS 

Import/Exportの終了を含み、その理由の如何を問わず、メディアをサービス利用者に返却

することができるものとする。返却されるメディアは、サービス利用者が指定する出荷先住所



 

に送付される。ＥＵ（アイルランド）地域(Region)における提供する AWSサービスへのイン

ポート/エクスポートのためにアマゾンに出荷されたメディアは、欧州連合または欧州経済領

域内の住所から出荷され、および欧州連合または欧州経済領域内の住所に返送されるものとす

る。アマゾンが、サービス利用者の住所またはメディアの問題により、メディアをサービス利

用者に返却できない場合には、アマゾンはサービス利用者にその旨通知するものとし、サービ

ス利用者は、アマゾンの通知から 30日以内に当該問題を解決しなければならないものとす

る。当該問題が解決されない場合には、メディアは不適合メディアとみなされ、処分の対象と

なり、アマゾンは、メディアをいかなる方法でも処分することができ、アマゾンの処分につい

て、アマゾンはサービス利用者に対して、何らの弁済または弁償の義務も負わない。 

13.12. 本契約における別段の規定にかかわらず、サービス利用者は、(a)AWS 

Import/Exportを利用しての本件データのインポート、エクスポートもしくは処理の準備、

または(b)AWS Import/Exportを利用してのインポート、エクスポートもしくは処理された

データの完全性の確認の目的に限り、サービス利用者の AWSのアカウントに関連づけられる

プライベートキーへのアクセスを、サービス利用者が選択する代理人および業務委託先に許可

することができる。サービス利用者は、サービス利用者のアカウントに基づいてこれらの第三

者が行う一切の活動につき、全面的に責任を追い、アマゾンを補償するものとする。本項に特

に定める事項を除き、本契約のすべての条件は、引き続きサービス利用者による本サービスの

利用に適用される。 

13.13. アプライアンス、Snowmobileマテリアル、Snowballソフトウェアおよびアマゾン

またはアマゾンの代理人もしくは業務委託先が提供または作成したその他すべての専有の情

報、ノウハウ、プログラミング、ソフトウェア、商標、企業秘密、計画図面、要件、仕様、設

計図およびひな型ならびに上記にて具体化されるすべての財産権は、現在および将来において

常に、アマゾンが独占的に所有する財産である。明記されている場合を除き、いかなる点で

も、アマゾンは、サービス利用者に対しアプライアンスまたは Snowmobileマテリアルに係

る所有権その他の権利の一切を売却、貸与、リースまたは移転しない。サービス利用者は、本

契約に明示的に許可されていない方法でアプライアンスまたは Snowmobileマテリアルを使

用することはできない。上記を限定することなく、サービス利用者は、(a)アプライアンス、

Snowballソフトウェアまたは Snowmobileマテリアルのリバースエンジニアリング、逆アセ

ンブルまたは逆コンパイルを行うこと、またはアプライアンス、Snowballソフトウェアまた

は Snowmobileマテリアルのソースコードを引き出すためのその他の処理もしくは処置を行



 

うこと、(b)アプライアンスまたは Snowmobileマテリアルのスキャン、Ｘ線検査、開封、修

正、変更、逆アセンブルその他内部を閲覧する試みまたは改ざん、(c)何らかの方法で

Snowmobileマテリアルにアクセスし、これを移動しもしくは移転すること、または (d)アプ

ライアンス、Snowballソフトウェアまたは Snowmobileマテリアルの機能または対策の迂回

または無効化（または上記の試み）を行わず、第三者に対し上記（または上記の試み）を許可

または授権しない。アプライアンス上に含まれる Snowballソフトウェアは、「提供される本

サービス内容」となり、サービス利用者による当該 Snowballソフトウェアの利用は本契約の

適用条件に準拠する。サービス利用者による AWS Snowballクライアントおよびダウンロー

ド可能な Snowballソフトウェアの使用は、当該 Snowballソフトウェアに含まれるライセン

スに準拠する。 

13.14. アプライアンスの外的状況にかかわらず、また、サービス利用者が、アプライアンス

が損傷しているまたは機能していない可能性があると考える場合であっても、サービス利用者

はアマゾンに対して、全てのアプライアンスを返却するものとする。アプライアンスは廃電

気・電子機器ではなく、また、サービス利用者はアプライアンスの最終ユーザーとはならない

が、疑義を避けるために付言すると、サービス利用者は、アプライアンスが廃電気・電子機器

として（未分類市町村廃棄物とされる場合を含む）、またはその他の廃棄物収集過程において

処分されるものではないこと、本契約の条項に従ったサービス利用者による使用されたアプラ

イアンスのアマゾンへの返却が、アプライアンスの耐用年数の延長およびアプライアンスが耐

用年数に達したときのアマゾンによるその責任ある取扱およびリサイクルに貢献すること、ま

た、その他の電子・電気機器と同様、かかる機器における有害物質の存在の結果、アプライア

ンスの処分または不適切な取扱が、環境および人の健康に悪影響を与える可能性があることを

了解するものとする。疑義を避けるために述べると、本項の条件はアプライアンスに含まれる

内蔵バッテリーにも適用される。サービス利用者は、アプライアンスの内蔵バッテリーにアク

セスしまたはこれを移動もしくは移転してはならない。アプライアンスは、かかる要件を反映

するため、および一定の管轄地域における廃棄物関連の規制要件に従って、クロスドアウト・

ホイール・ビンのシンボルマークが付されている。 

13.15. AWS Import/Export Diskについて、アマゾンは、メディアまたは本件データのサー

ビス利用者による出荷に関して、記録上の輸入者とはならないものとする。アマゾンが、サー

ビス利用者が出荷したメディアまたは本件データをアジア太平洋(シンガポール)地域に輸入ま

たは輸出する場合には、サービス利用者は記録上の輸入者とはならないものとし、かつ、サー



 

ビス利用者は、(a)サービス利用者がシンガポール居住者ではないこと、(b)サービス利用者が

シンガポール国外の事業者またはシンガポール国外に事業所を有する者であって、シンガポー

ル国内の事業者にも、シンガポール国内に事業所を有する者にも該当しないこと、(c)サービ

ス利用者がいずれかの国の事業者でもなく、また、いずれかの国に事業所を有する者にも該当

しない場合、サービス利用者がシンガポールを本籍地とする者ではないこと、および(d)サー

ビス利用者がシンガポールにおいて物品サービス税(GST)に関する登録をしておらず、登録す

ることが必要とされている者にも該 当しないことを、それぞれ表明し、および保証する。 

サービス利用者は、アジア太平洋(シンガポール)地域にメディアまたは本件データを出荷する

ために AWS Import/Export Diskサービスを利用し、かつ、サービス利用者が記録上の輸入

者とならない場合、および、上記のいずれかの表明または保証ができなくなった場合には、常

にアマゾンに通知するものとする。 

サービス利用者によるアジア太平洋(シンガポール)地域へのメディアまたは本件データの出荷

についてサービス利用者が記録上の輸入者とならない場合、(i)当該メディアまたは本件デー

タはシンガポール以外の場所に返送され、(ii)当該メディアまたは本件データは FCA条件で輸

出され、かつ、(iii)サービス利用者が当該メディアまたは本件データが返送される国において

記録上の輸入者にならなければならない。 

13.16. サービス利用者は、適用されるライセンス要件を含む、適用されるすべてのデータ保

護、輸入、再輸入、輸出および再輸出管理法、ならびに、各国固有の制裁措置プログラムの遵

守について責任を負う。上記を制限することなく、サービス利用者は、サービス利用者のデー

タ、商品、ソフトウェア、または技術のサービス利用者による転送、アップロードおよびダウ

ンロードを含む、サービス利用者がアプライアンス、メディア、Snowballソフトウェアまた

は Snowmobileマテリアルを使用する方法ならびにサービス利用者のデータ、商品、ソフト

ウェア、または技術のエンドユーザーに対する提供に関連する遵守について単独責任を負う。

サービス利用者は、自らのメディア、データ、商品、ソフトウェア、または技術に関する記録

上の輸出者および輸入者（該当する場合）としての役割を果たす責任を負い、また、サービス

利用者は、AWSが、輸出または輸入手続に関与しないことを認めるものとする。サービス利

用者が欧州連合においてアプライアンス、メディア、Snowballソフトウェアまたは

Snowmobileマテリアルを軍民両用事項のために使用している場合、サービス利用者は、自

らが、またはサービス利用者が代表する法人が、欧州連合において「設立」されていることを

表明する。または、サービス利用者が欧州連合において「設立」されていない場合には、サー



 

ビス利用者は、軍民両用事項をアップロードせず、アマゾンがダウンロードすることを要求せ

ず、またはこれを欧州連合域外に輸出しないことを表明する。サービス利用者が欧州連合にお

いてアプライアンス、メディア、Snowballソフトウェアまたは Snowmobileマテリアルを軍

事的事項のために使用している場合、サービス利用者は、自身またはサービス利用者が代表す

る法人が当該軍事的事項をアップロードし、アマゾンがこれをダウンロードすることを要求

し、またはこれをサービス利用者の設立国である加盟国から輸出することについて加盟国が許

可していることを表明するものとし、そしてサービス利用者が上記の許可を得ていることが本

契約の条件であるとともにサービス利用者の AWS Import/Export利用の条件である。 

13.17. アマゾンは、サービス利用者に、アプライアンスに使用するためのカスタムエアフィ

ルター（「本件フィルター」）を提供することがある。本件フィルターは「現状」のままで提

供されるものであり、アマゾンは本件フィルターに関し一切の表明保証を行わない。アマゾン

は、法令により禁止されている場合を除き、商品性、品質または特定目的への適合性に関する

黙示的保証を含め、本件フィルターについての一切の保証を明示的に否認する。サービス利用

者は、自身のみの危険負担で本件フィルターを使用する。アマゾンは、アプライアンスを含む

がこれに限定されない、本件フィルターに関してサービス利用者が使用するシステムまたは機

器の損失、損傷、破壊もしくは誤用に対して、現在および将来において一切責任を負わない。 

14. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 

14.1. サービス利用者は、サービス利用者のコンピュータ処理リソースを Virtual Private 

Network (VPN)接続でＡＷＳのコンピュータ処理リソースに接続する目的に限り、Amazon 

VPCを利用することができる。 

14.2. Amazon VPCの利用には、他の本サービスの使用が必要である。サービス利用者は、

Amazon VPCに関連して他の本サービスを利用することに伴う一切の適用ある料金を負担す

るものとする。Amazon VPC内で実行されるＡＷＳのコンピュータ処理リソースと、

Amazon VPC外で実行されるＡＷＳのコンピュータ処理リソースとの間でデータ転送をする

場合には、サービス利用者には、適用されるインターネットデータ転送料金に加えて、VPN

データ転送料金が請求される。VPN接続料金は、サービス利用者による VPN接続が「使用可

能」の状態である間は常に発生する。 



 

14.3. サービス利用者は、サービス利用者が Amazon VPCに接続するために使用するゲート

ウェイその他のデバイスを含め、Amazon VPCと共に使用するすべての機器およびコン

ピュータ処理リソースの構成、運用、パフォーマンスおよびセキュリティについて、単独で責

任を負うものとする。 

15. AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) 

15.1. サービス利用者は、サービス利用者のＡＷＳアカウントにアクセスすることに関連して

のみ、AWS MFAを利用することができる。 

15.2. AWS MFAの利用には、その他の本サービスの使用が必要である。サービス利用者は、

AWS MFAに関連して他の本サービスを利用することに伴う一切の適用ある料金を負担するも

のとする。 

15.3. サービス利用者は、互換性のある認証デバイスを含め、AWS MFAに関連して使用する

ハードウェアまたは AWS以外のソフトウェアの調達ならびにその構成、運用、パフォーマン

スおよびセキュリティについて、単独で責任を負うものとする。 

16. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 

16.1. サービス利用者は、自らが所有し、許諾され、または適法に取得したデータおよびその

他のコンテンツの保存、照会、取出しおよびサーブの目的に限り、Amazon RDSを利用する

ことができる。サービス利用者は、Amazon RDSに関連するデータベースのセキュリティグ

ループおよびその他のセキュリティ設定の適正な構成について、アマゾンおよびアマゾンのラ

イセンサーはいかなる責任も負わないこと、およびサービス利用者が単独で責任を負うもので

あることを確認する。 

16.2. サービス利用者は、サービス利用者の Amazon RDSコンテンツのスナップショット

を、Amazon RDSにおける後の利用のために保存することができるが、スナップショット

は、本サービスの範囲外でダウンロードすることはできない。 

16.3. サービス利用者が、データベース インスタンス上で実行されるオペレーティング シス

テム ソフトウェアを含め、アマゾンが予めデータベース インスタンス上にロードしたソフト

ウェアへのアクセスやその改ざんを試みた場合には、アマゾンはサービス利用者の Amazon 

RDSデータベース インスタンスを終了させることができる。 



 

16.4. サービス利用者は、バックアップ保存期間を設定し、ハードウェアまたはファイルシス

テムに機能障害が生じた場合に、自己のバックアップからデータ回復を行うための時間が十分

にあるようにすることにつき責任を負う。 

16.5. リザーブド DBインスタンス価格条件 サービス利用者は、ＡＷＳサイトの Amazon 

RDS詳細ページに記載されたリザーブド価格および支払条件（「リザーブド DBインスタン

ス価格条件」）に従い、Amazon RDSデータベース インスタンスを指定することができる

（指定された各インスタンスを「リザーブド DBインスタンス」という）。サービス利用者

は、購入 APIへの提供要求により、またはＡＷＳ コンソール中のリザーブド DBインスタン

スのオプションを選択することにより、インスタンスをリザーブド DBインスタンスと指定す

ることができる。サービス利用者が、データベースインスタンスを、リザーブド DBインスタ

ンスと指定した場合には、サービス利用者は、該当するリザーブド DBインスタンスの地域

（Region）、インスタンスタイプおよび利用量を指定するものとする。リザーブド DBイン

スタンスは、指定された地域（Region）に限り使用することができる。アマゾンはリザーブ

ド DBインスタンス価格条件をいつでも変更することができるが、価格変更は、価格変更以前

に指定されたリザーブド DBインスタンスには適用されないものとする。アマゾンは、リザー

ブド DBインスタンス価格条件のプログラムをいつでも終了することができる。リザーブド

DBインスタンスは取消不能であり、サービス利用者は、本契約が解除された場合であって

も、自らが選択した期間中、リザーブド DBインスタンス価格条件の支払い義務を負う。リ

ザーブド DBインスタンスは譲渡不可であり、リザーブド DBインスタンスに関連して支払わ

れた一切の金額は払戻し不可である。ただし、アマゾンが解除理由のある場合以外に本契約を

解除する場合、個別のリザーブド DBインスタンスの種類を終了する場合、またはリザーブド

DBインスタンス価格条件のプログラムを終了する場合には、アマゾンは、それまでに指定さ

れたリザーブド DBインスタンスに関して前払いされた料金の比例按分した金額を払い戻すも

のとする。リザーブド DBインスタンスの期間の満了または終了により、リザーブ DBドイン

スタンス価格条件は、満了し、当該データベースインスタンスに対しては、標準のオンデマン

ド料金が適用される。リザーブド DBインスタンス価格条件のほか、リザーブド DBインスタ

ンスは、本契約に基づいて適用されるすべてのデータ転送料金その他の料金の適用対象とな

る。 

16.6. Oracleのソフトウェアの使用 



 

16.6.1.「ライセンス込み」の場合 本サービスの一部として、サービス利用者は、Oracle 

America, Inc.またはその関連会社（「Oracle」）および Oracleのライセンサーが開発し所

有する、AWSサイトに記載するソフトウェア（総称して「Oracle ソフトウェア」といい、

関連のドキュメンテーションを含む）の使用が許可される場合がある。サービス利用者が

Oracleソフトウェアの使用を選択し、Oracleから Oracleソフトウェアのライセンスを取得

済みではない場合、サービス利用者は、Oracleおよびそのライセンサーによって、以下の追

加条件に同意することが必要とされている。  

• Oracleおよびそのライセンサーは、Oracleソフトウェアに関する一切の所有権および知

的財産権を留保し、本契約を理由として、Oracleソフトウェアに関するいかなる権利も

サービス利用者には移転しない。  

• Oracleソフトウェアは、限定的なライセンスの対象であり、提供される本サービス内容と

の関連においてのみ、本契約を締結した個人または法人のみが、使用できる。  

• サービス利用者は、サービス利用者の社内使用に限定して、かつ、本契約に従ってのみ、

Oracleソフトウェアを使用することができる。サービス利用者は、本契約に定める目的

で、本契約の定めに従って、代理人または業務委託先(アウトソース先を含む)に、自らの

ために Oracleソフトウェアを使用させることができる。ただし、サービス利用者は、代

理人、業務委託先およびアウトソース先がかかる使用について本契約を遵守することにつ

いて責任を負うものとする。  

• サービス利用者は、以下のような使用をしてはならない。  

o Oracleソフトウェアまたは Oracleソフトウェアに関する利益を、いずれかの個人ま

たは団体に、譲渡し、権利を付与し、または移転すること。サービス利用者が Oracle

ソフトウェアへの担保設定を主張する場合であっても、担保権者は、Oracleソフト

ウェアを使用または移転する権利を有さない。  

o Oracleソフトウェアを、貸与、タイムシェアリング、サービス加入、ホスティングま

たはアウトソーシングの目的で使用すること。  

o Oracleまたはそのライセンサーの財産権に関する表示を削除または改変すること。  

o その態様の如何にかかわらず、第三者に、かかる第三者の事業運営に供する目的で

Oracleソフトウェアを使用させること。  



 

o Oracleソフトウェアを複製し、リバースエンジニアリングし（ただし、インターオペ

ラビリティのために、法令によって必要とされている場合を除く）、逆アセンブル

し、または逆コンパイルすること(データの構造その他同様の Oracleソフトウェアに

よって作成される資料の精査による場合も含む)。  

o Oracleソフトウェア上で行ったベンチマークテストの結果を公表すること。  

• Oracleソフトウェアとともに使用することが適切または必要である第三者の技術がある場

合には、関連するドキュメンテーションで特定される。かかる第三者の技術は、サービス

利用者に対して、提供される本サービス内容と共にする使用についてのみ許諾されるもの

であって、また、本契約ではなく、ドキュメンテーションで特定される第三者とのライセ

ンス契約に定める条件に従ってのみ使用許諾されるものである。  

• 適用される法律で許容される範囲内に限り、Oracleは、本サービス利用者による Oracle

ソフトウェアの使用から生じる、直接的、間接的、付随的、特別、懲罰的、結果的損害を

含みこれに限定されない、いかなる種類の損害に対しても、また、いかなる種類の利益、

収入、データまたはデータ使用の喪失に対しても、責任を負わない。  

• 本契約における別段の規定にかかわらず、Oracleは、本サービス条件第 16.6.1項との関

係においてのみ、本契約の第三者受益者とされる。  

• Uniform Computer Information Transaction Actは、サービス利用者による Oracleソ

フトウェアの使用には適用されない。  

• その終了の理由の如何にかかわらず、本契約が終了した場合には、サービス利用者は、

Oracleソフトウェアおよび関連ドキュメンテーションの使用を中止しなければならない。  

16.6.2.「取得済みライセンス有り」（BYOL）の場合 BYOLオプションにおいては、

Amazon RDSによって、サービス利用者による Oracleソフトウェアの Amazon EC2インス

タンスでのセットアップおよびサービス利用者による Oracleソフトウェア用の Amazon 

RDSの管理機能の使用が可能となる。以下の条件を満たす場合には、サービス利用者は、

Amazon RDSと共に Oracleソフトウェアを使用することができる。  

• サービス利用者は、使用を希望する Oracleソフトウェアについて、有効な「ソフトウェ

ア アップデート ライセンス アンド サポート」のライセンスを有していなければならな



 

い。サービス利用者と Oracleとの間の既存のライセンスおよびサポート契約の条件が、

サービス利用者による Oracleソフトウェアの使用に引き続き適用される。  

• サービス利用者は、クラウドコンピューティング環境における Oracleのデータベースソ

フトウェアのライセンスに関する Oracleの最新のポリシーを遵守しなければならない。

Amazon RDSと共に Oracleソフトウェアを使用するデータベースインスタンスは、

Amazon EC2環境に存在している。  

16.7. Microsoftのソフトウェアの使用 

16.7.1. ｢License Included｣ 本サービスと併せて、サービス利用者は、Microsoft 

Corporationまたはそのライセンサーが開発し所有する特定のソフトウェア（総称して

「Microsoftソフトウェア」といい、関連のドキュメンテーションを含む）の使用を許可さ

れる場合がある。サービス利用者が Microsoftソフトウェアの使用を選択する場合、サービス

利用者は、Microsoftおよびそのライセンサーによって、以下の追加条件に同意することを要

求される。  

• Microsoftソフトウェアは、サービス利用者に対して販売または配布されるものではな

く、本サービスと併せてのみ使用できるものである。  

• サービス利用者は、Microsoftソフトウェアを本サービス外に移転してはならず、また本

サービス外で使用してはならない。 

• サービス利用者は、Microsoftソフトウェアに含まれるかまたは Microsoftソフトウェア

上のいずれの著作権、商標またはその他の財産権に関する表示も、削除、改変または不明

瞭にしてはならない。  

• サービス利用者は、Microsoftソフトウェアをリバースエンジニアリングし、逆コンパイ

ルし、または逆アセンブルしてはならない。ただし、適用される法律で明示に許容される

場合は除く。  

• Microsoftは、適用される法律で許容される限りにおいて、本サービスから生じるいかな

る種類の損害(直接的、間接的、または結果的であるかは問わない。)についても、保証せ

ず、また、Microsoftまたはそのサプライヤーの責任を否認する。 



 

• Microsoftは、本サービスに関連していかなるサポートを提供する責任も負うものではな

い。サービス利用者は、Microsoftに対してサポートを要請してはならないものとする。  

• サービス利用者は、航空機もしくはその他の乗客大量輸送手段、核もしくは化学物質を用

いる施設、生命維持システム、移植可能医療機器、自動車、または兵器システムの制御用

アプリケーション、またはあらゆる類似する状況において Microsoftソフトウェアを使用

すること（総称して｢ハイリスク使用｣という）については、いかなる権利も付与されな

い。Microsoftおよびそのサプライヤーは、ハイリスク使用への適合性についてのいかな

る明示または黙示の保証も行わない。ハイリスク使用には、Microsoftソフトウェアの管

理目的での使用における、コンフィギュレーションデータ、エンジニアリングおよび/も

しくはコンフィギュレーションツールまたはその他の非制御型アプリケーションの記憶装

置への格納であって、その失敗によって死亡、身体損傷、または重大な物理的もしくは環

境上の損害がもたらされることのないものは含まれない。ここにいう非制御型アプリケー

ションは、制御機能を有するアプリケーションとの通信は可能であるが、当該制御機能に

ついて直接的または間接的に責任を負わない。  

• SQL Server Webエディションは、またインターネットでアクセス可能なウェブページ、

ウェブサイト、ウェブアプリケーションまたはウェブサービスをサポートするためにのみ

使用できる。一連のビジネスアプリケーション(例えば、Customer Relationship 

Management、Enterprise Resources Management、およびその他類似のアプリケー

ション)をサポートするためにこれを使用してはならない。  

16.7.2. ソフトウェアアシュアランスによるライセンスモビリティ（Bring Your Own 

License または BYOL）このオプションにおいては、Amazon RDSによって、サービス利

用者によるMicrosoft SQLソフトウェアの Amazon EC2インスタンスへの提供およびサー

ビス利用者による SQL Serverソフトウェア用の Amazon RDSの管理機能の使用が可能と

なる。サービス利用者は、こちらに記載する条件を満たし、記載のとおりに登録した場合

にのみ、この便益を使用することができる。  

16.7.3. Microsoftは、第 16.7 項の第三者受益者であって、本項の規定を実施する権利

を有する。 

17. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 

https://agreements.amazon.com/windows/mslicensemobility/


 

17.1. アジア太平洋（東京）地域からの Amazon SNSは、本契約の条項により別途定めら

れていない限り、AMCS LLC(「AMCS」)により販売され、提供されるものであり、AWS

により販売され、提供されるものではない。 

17.2. サービス利用者は、サービス利用者から通知を受け取ることに同意した当事者に対

してのみ Amazon SNSを使用して通知を送付することができる。 

17.3. アマゾンは、アマゾンの単独の裁量で、サービス利用者の活動がＡＷＳ適正利用規

約または本契約に違反すると判断する場合には、通知を抑制し、または制限することがで

きる。 

17.4. サービス利用者が Amazon SNSを通じて送信した通知は、送信先サーバおよびその

他アマゾンの支配を超える理由により送信がブロックされ、遅延され、または阻止される

場合がある。当該サービスもしくはコンテンツが中断されないこと、安全であること、ま

たはこれらにエラーのないこと、または当該通知が定められた期間内に意図された送信先

に届くことについては保証されない。さらに、サービス利用者は、ショートメッセージ

サービス(SMS)によって Amazon SNSの通知を送信するワイヤレスキャリアがそのサービ

スを終了または中止した場合には、アマゾンは Amazon SNSを提供できなくなる場合があ

ることを了承する。サービス利用者の通知の送信が阻止され、遅延され、またはブロック

された場合であっても、サービス利用者の支払義務は継続する場合がある。 

17.5. サービス利用者は、プレミアムコンテンツ(Mobile Marketing Association 

Guidelinesで定義される)を含む SMSメッセージを送信するために Amazon SNSを利用

してはならない。サービス利用者は、SMSによって Amazon SNSの通知を受信したこと

につき受信者に請求を行ってはならない。ただし、受信者の明示の承諾がある場合は除

く。サービス利用者は、SMSによって Amazon SNS通知を受信する受信者に、ワイヤレ

スキャリアが、SMSによって Amazon SNS通知を受信することにつき当該受信者に対し

て請求を行う場合があることを知らせなければならない。サービス利用者は、以下を目的

として SMSメッセージを送信するために Amazon SNSを利用する前に、アマゾンの事前

の書面同意を得なければならない。  

• 金融取引または支払サービス(例えば、モバイルバンキング、請求書提示、支払い、送

金、ピアツーピア(会員間)支払い、または信用貸し、デビット、もしくはストアドバ

リュー支払いサービス)  



 

• 慈善プログラム(例えば、非営利組織への寄付勧誘)  

• 抽選またはコンテスト  

• 商業用製品、物品またはサービスの宣伝または販売促進  

• ロケーションベースのサービス(例えば、受信者のワイヤレスデバイスの地理的所在地を

元に、メッセージを受信する場合)  

17.6. Amazon SNSに関連してサービス利用者が使用する第三者のプッシュ通知プラット

フォームは、本契約上第三者コンテンツであり、当該プラットフォームに依存している

Amazon SNSの機能は、安全であり、中断されず、またはエラーがないとは限らない。

サービス利用者による当該プッシュ通知プラットフォームの利用はプラットフォームの条

件に従うものとし、サービス利用者は、それらの条件の遵守について単独の責任を負う。

アマゾンは、いかなる理由によってもプッシュ通知プラットフォームのサポートを随時変

更、中止又は非推奨にすることができる。 

17.7. サービス利用者および Amazon SNSを使用しているサービス利用者のアプリケー

ションは、サービス利用者のアプリケーションが使用される管轄地において適用される法

律、規則および規制を遵守するものとする。 

17.8. サービス利用者は、Amazon SNSの利用を通じて、以下を行わない。 

• ウィルス、トロイの木馬、ワームまたはその他の悪意ある、害を及ぼすもしくは有害なプ

ログラムを含むマテリアルを送信すること。 

• エマージェンシーサービスをオファーするまたはオファーを意図すること。「エマージェ

ンシーサービス」とは、ユーザーに対し、911または E911のサービス等、救急隊員また

は緊急応答機関への接続を可能とするサービスをいう。 

• 現地のまたは海外の法律、規則、規制または命令（データまたはソフトウェアの送信に関

する法律を含む）を重大に違反することまたは重大違反を促すこと。 

• 性描写が露骨な、「アダルトサービス」に関係する、または慎重に扱うべき財務のもしく

は身元を特定する情報（ソーシャルセキュリティナンバー等）を含むマテリアルを送信す

ること。 



 

• 本サービスの転売、サブライセンス許諾もしくはタイムシェア方式による利用または匿名

のもしくはその他の第三者のために本サービスを利用すること。 

• 本サービスを危険な環境で利用すること（稼動する核施設、航空機航行その他負傷、死亡

または財産の破壊が予測できるリスクをもたらし得る利用等） 

18. Consolidated Billing 

Consolidated Billingは AWS Organizationsに統合された（第 63条参照）。 

19. AWS Identity and Access Management (IAM) 

19.1. サービス利用者は、サービス利用者のＡＷＳアカウントに基づき、ユーザー名およ

びパスワード、役割、ポリシー、許可、アクセスキーおよび/またはセキュリティー・トー

クンなどのフォーマットによる、セキュリティ上の本人確認手段（「ユーザー確認手

段」）を追加で設定するために IAMを使用することができる。ユーザー確認手段は、(a) 

IAM API経由でサービス利用者によって変更されるほか、(b)アマゾンの合理的な裁量によ

り変更が必要であると判断した場合に変更される。アマゾンがユーザー確認手段を変更し

た場合、アマゾンは、速やかにサービス利用者に通知するものとする。 

19.2. サービス利用者は、ユーザー確認手段に基づく本サービスのすべての利用が、サー

ビス利用者による本サービスの利用に適用される、サービス利用者とアマゾンとの間のカ

スタマーアグリーメントの条件を遵守するものであることを確保する。 

19.3. サービス利用者は、IAMに関連して本サービスを利用することに伴う一切の適用あ

る料金（ユーザー確認手段に基づいた本サービスの利用により生じた料金を含む）を負担

するものとする。サービス利用者は、ユーザー確認手段（アマゾンが公開キーとして使用

することを明示的に許可するキーを除く）の秘密性およびセキュリティを維持する責任を

負う。サービス利用者は、それがサービス利用者、サービス利用者の従業員、代理人、業

務委託先、もしくはその顧客、またはその他の第三者によってなされるかどうかにかかわ

らず、ユーザー確認手段に基づいて行われる一切の活動について、一切の責任を単独で負

うものとし、アマゾンは責任を有さないものとする。サービス利用者は、サービス利用者

の AWSアカウントに基づき設定された、他の者への設定、開示をするためにユーザー確認



 

手段を用いた確認手段を含む、すべてのユーザー確認手段の設定、配布、およびセキュリ

ティ（アクセスを可能にすることを含む）について、責任を負うものとする。 

19.4. AWSに別段の規定がある場合を除き、サービス利用者は、ユーザー確認手段を、

サービス利用者における社内使用のみを目的として使用することができ、ユーザー確認手

段を公表してはならない。サービス利用者は、ユーザー確認手段（アマゾンが公開キーと

して使用することを明示的に許可するキーの公開使用を除く）を、第三者に売却し、譲

渡、再使用許諾または設定の許可をしてはならない。ただし、サービス利用者による本

サービスの利用に適用されるサービス利用者とアマゾンとの間の契約に従い、代理人また

は業務委託先が、サービス利用者を代理して本サービスを利用できるようにする目的に限

り、サービス利用者は、自らのために業務を履行する代理人または業務委託先に対して、

ユーザー確認手段を開示、または開示するよう指示することができる。 

19.5. 提供される本サービスに関連してサービス利用者が使用する第三者 IDプロバイダー

は、本契約上第三者コンテンツであり、第三者からサービス利用者に対して別途条件に従

い直接提供できるものとする。サービス利用者は、それらの条件の遵守について単独の責

任を負う。アマゾンは、IDプロバイダーの継続的使用が(a)セキュリティ又は知的財産の問

題をもたらす、(b)経済的又は技術的に負担が大きい、または(c)法律の遵守又は政府機関の

要請により終了しなくてはならない場合を含む、いかなる理由によっても IDプロバイダー

のサポートを変更、中止又は非推奨にすることができる。 

20. Amazon Route 53  

20.1. サービス利用者は、サービス利用者のアプリケーションに対するドメイン名システ

ム（DNS)の照会への応答のために、Amazon Route 53を利用することができる。 

20.2. サービス利用者は、自らが所有するものではなく、また、権限を有するものでもな

いドメインの hosted zoneを作成してはならないものとする。 

20.3. Amazon Route 53に関連して使用される（プライベート DNSの記録以外の）全て

の DNS記録は一般に入手可能であり、ＡＷＳはかかる DNS記録の開示につき責任を負わ

ない。 

20.4. ドメイン名の登録サービスは、アマゾンの Domain Name Registration  

Agreementに基づき提供される。 

https://aws.amazon.com/route53/domain-registration-agreement
https://aws.amazon.com/route53/domain-registration-agreement


 

21. AWS Elastic Beanstalk 

21.1. AWS Elastic Beanstalk環境に関連して使用される URLは、

[myapp].elasticbeanstalk.com.という構成とする。サービス利用者は、URLの[myapp]

の部分を選択できるが、以下に掲げるものは選択することはできない。  

• アマゾンもしくはその関連会社の商標を含むもの、または Amazonもしくはその関連会

社の商標を変形させたものやスペルミスを含むもの。例えば”endlessboots”, “amaozn”, 

“smallpartsstore”, “amazonauctions”, “kindlemagazines”, “kindlewirelessreader”な

どは使用できない。  

• 第三者の知的財産権を侵害するものや、ＡＷＳ適正利用規約に違反するもの（不快、有

害、または違法なコンテンツを含むものを含む）。  

ＡＷＳは本項を遵守していない URLを拒絶することができる。さらに、ＡＷＳは、URLが

本項に遵守したものとなるように変更することができる。また、ＡＷＳは、本項を遵守し

ていない URLを、禁止コンテンツとして取り扱うことができる。  

21.2. URLの[myapp]部分は、サービス利用者のアプリケーション環境が実行されている

間に限り、サービス利用者のために保留される。その時期および理由の如何にかかわら

ず、サービス利用者がサービス利用者のアプリケーション環境の実行を停止した場合に

は、サービス利用者は、そのアプリケーション環境を実行するために使用している URLの

［myapp]部分をその後使用することはできず、他のＡＷＳの利用者が当該［myapp]部分

をその選択に従い使用できるようになるものとなる。 

21.3. ＡＷＳは、AWS Elastic Beanstalkに関して使用できる参考用またはサンプルのア

プリケーション（「Elastic Beanstalk Sample Apps」）をサービス利用者に提供する

場合がある。Elastic Beanstalk Sample Appsは「現状」のままで提供されるものであ

り、Elastic Beanstalk Sample Appsの実行について、サービス利用者が自らのアプリ

ケーションを実行する場合に請求されるのと同じ料金がサービス利用者に対して請求され

る。 

21.4. AWS Elastic Beanstalkは追加料金なしに提供されるが、他のＡＷＳサービスの使

用が必要である。AWS Elastic Beanstalkに関連して使用するＡＷＳサービスにつき発生

する一切の料金はサービス利用者が負担する。 



 

22. Amazon Simple Email Service (SES) 

22.1. アマゾンは、サービス利用者が SESを使用して送付し、送付しようとし、または受

信する電子メール（「SES Email」）のセキュリティおよび信頼性を高める手段を講じ

る。多くの他の電子メールのサービスプロバイダーと同様に、サービス利用者が電子メー

ルを送付し、送付しようとし、または受信する場合、アマゾン（またはアマゾンの外部プ

ロバイダー）は、サービス利用者の SES Emailおよび SES Emailに含まれるサービス利用

者コンテンツを保管し、スキャンすることができるものとする。「スパム」メール、ウィ

ルスおよびスパイウェア、その他の有害または不必要な事項が SESによって送受信される

のを防止し、遮断することによって、かかるスキャンは、アマゾンが、サービス利用者お

よび SESを保護することに資するものである。 

22.2. サービス利用者は、SESおよび全ての SES Emailの利用において、ＡＷＳ適正利用

規約および本契約を遵守しなければならない。アマゾンの単独の裁量により、以下の事由

が存在すると判断する場合には、アマゾンは、サービス利用者の SESへのアクセスを抑

制、中止もしくは停止することができ、または SES Emailの送受信を遮断もしくは拒絶す

ることができるものとする。 

• SES Emailまたは SES Emailに含まれるサービス利用者コンテンツのアマゾンによるス

キャンによって、電子メールが悪用されていること、または質の悪い電子メールであるこ

と（「スパム」など）が判明した場合。  

• SES Emailがアマゾンにバウンスバックされる場合、またはサービス利用者の SES Email

に関して悪用である旨の苦情（第三者からの苦情を含む）をアマゾンが受けた場合。  

• 「アドレスバウンス」または苦情の宛先としてサービス利用者がアマゾンに提供したソー

スまたはリターンパスの電子メールアドレスが、正常に電子メールを受領しない場合。  

• サービス利用者による SES Emailの利用が、ＡＷＳ適正利用規約および本契約を遵守して

いない場合。  

• サービス利用者の SES Emailまたはサービス利用者コンテンツに、アマゾンがサポートし

ていないフォーマットの添付ファイルが含まれている場合。  



 

22.3. サービス利用者の SES Emailは、宛先の電子メールサーバおよびアマゾンの支配の

及ばないその他の理由により、遮断され、遅延し、または配信されない場合がある。サー

ビス利用者の電子メールの配信が妨害、遅延または遮断されたか否かにかかわらず、サー

ビス利用者の支払義務は存続する。 

22.4. サービス利用者は、SESを使用して送受信する電子メールが、連邦 CAN-SPAM法

を遵守することを確保する単独の責任を負う。ＡＷＳは、連邦 CAN-SPAM Actに定義され

る「送信者」ではない。サービス利用者は、SMTPサーバ、無制限ウェブ形式またはその他

の形式によるオープンメールリレーを含む、オープンメールリレーに関連して SESを使用

してはならないものとする。 

22.5. サービス利用者の本サービスのコンフィギュレーションに起因して、サービス利用

者の SES Emailが遮断され、遅延し、または受信されない場合がある。サービス利用者

は、電子メールを確実に受信するための本サービスの適切なコンフィギュレーションにつ

き単独で責任を負う。 

23. AWS Cloud Formation 

23.1. サービス利用者は、ＡＷＳリソースを集約し、集約したＡＷＳリソースを使用可能

にするために、ＡＷＳ CloudFormationを利用することができる。 

23.2. ＡＷＳは、サービス利用者がＡＷＳ CloudFormationと関連して使用する目的で、

テンプレートのサンプルを提供することがある。全てのテンプレートのサンプルは「現

状」のままで提供されるものであり、テンプレートのサンプルの利用についてはサービス

利用者が単独で責任を負う。 

23.3. サービス利用者がＡＷＳ CloudFormationと関連して使用するテンプレートは、本

契約およびＡＷＳ適正利用規約を遵守したものでなければならず、テンプレートの利用に

ついてはサービス利用者が単独で責任を負う。 

23.4. ＡＷＳ CloudFormationは追加料金なしに提供されるが、他のＡＷＳサービスの使

用が必要である。ＡＷＳ CloudFormationに関連して使用するＡＷＳサービスにつき発生

する一切の料金はサービス利用者が負担する。 

24. AWS Direct Connect 



 

24.1. サービス利用者は、ＡＷＳがサポートする接続の種類およびロケーションを利用す

ることによって、サービス利用者のネットワークとＡＷＳリソース間の専用ネットワーク

回線による接続を確立するためにＡＷＳ Direct Connectを利用することができる。サービ

ス利用者が専用線による接続を確立する場合、それまでインターネット経由で行われてい

た、(i)Amazon.com, Inc.の他の関連会社から提供されるサービスまたは(ii)他のＡＷＳの

利用者のＡＷＳリソースとの間で送受信されるものを含む、サービス利用者のネットワー

クトラフィックは専用ネットワーク回線を経由することになる。 

24.2. サービス利用者がＡＷＳ Direct Connectと関連して使用するハードウェアおよび機

器は、ＡＷＳが提供するドキュメンテーションを遵守したものでなければならない。適切

な場合に物理的なセキュリティ、ファイアーウォール、その他の適切なネットワークセ

キュリティツールを利用することを含み、サービス利用者によるＡＷＳ Direct Connectを

利用した接続を保護することについてはサービス利用者が責任を負う。 

24.3. ＡＷＳは、データセンターのオペレーターその他のサービスプロバイダーに対し

て、サービス利用者のハードウェアと、サービス利用者が選択したＡＷＳ Direct Connect

のロケーションに設置されたＡＷＳのハードウェアを接続することを許可する。ＡＷＳ

は、データセンターのオペレーターその他のサービスプロバイダーがかかる接続を確立

し、モニターすることができるように、サービス利用者の氏名、電子メールアドレス、

ネットワーク構成、アクティビティ情報およびＡＷＳアカウント番号を含む必要な情報を

提供する。 

24.4. データセンターのオペレーターその他のサービスプロバイダーとの間の契約の遵

守、これらの者が定めるポリシーおよび手順の遵守、およびこれらの者に対する適用され

る料金の支払を含み、データセンターのオペレーターその他のサービスプロバイダーとの

関係についてサービス利用者は別途責任を負う。専用線による接続を確立するために必要

となる機器またはケーブル(ＡＷＳはかかる機器またはケーブルを保有しない。)を提供しま

たは調達することについてもサービス利用者が責任を負う。ＡＷＳも、その関連会社も、

データセンターのオペレーターその他のサービスプロバイダーの従業員または業務委託先

がサービス利用者またはＡＷＳの指示に従わなかった場合を含み、データセンターのオペ

レーターその他のサービスプロバイダーの従業員または業務委託先の作為、不作為または

過誤について何らの責任も負わない。 



 

24.5. アマゾンは、その理由の如何を問わず、いつでもサービス利用者のＡＷＳ Direct 

Connectによる接続を切断することができる。サービス利用者が確立したＡＷＳ Direct 

Connectの一部の接続が一時的に使用不能または切断された場合には、ＡＷＳは、サービ

ス利用者のＡＷＳリソースに向けられたトラフィックを、インターネット経由に振り分け

るものとし、ＡＷＳの標準データ転送料金が適用されるものとする。ただし、サービス利

用者が Amazon Virtual Private Cloud (VPC)を利用している場合には、サービス利用者の

Amazon VPCに向けられたトラフィックは IPsec VPN接続経由に振り分けるものとし、

IPsec VPN接続が使用不能の場合には、サービス利用者の Amazon VPCに向けられたトラ

フィックは配信されないものとする。 

25. Amazon ElastiCache 

25.1. サービス利用者は、サービス利用者コンテンツを保存し、検索し、取出し、および

提供する目的に限って、ＡＷＳ ElastiCacheを利用することができる。Amazon 

ElastiCacheに関連する全てのセキュリティ設定の適正な構成についてサービス利用者が単

独で責任を負う。 

25.2. サービス利用者は、アマゾンが Amazon ElastiCacheの一部としてキャッシュノー

ドにインストールしたソフトウェアにアクセスし、またはこれを改ざんしてはならない。 

25.3. Amazon ElastiCacheは、サービス利用者コンテンツの一時的な保存のためもので

ある。サービス利用者コンテンツの永続的な保存の維持およびサービス利用者コンテンツ

の喪失を防止するために定期的にアーカイブすることについてサービス利用者が責任を負

う。 

25.4. Amazon ElastiCacheによって自動的に生成される代替キャッシュノードは異なる

IPアドレスを有していることがあるため、サービス利用者のキャッシュノードが適切な IP

アドレスと関連づけられるようにサービス利用者のアプリケーション構成を確認すること

についてサービス利用者が責任を負う。 

25.5. アマゾンは、アマゾンが Amazon ElastiCacheの一部としてキャッシュノードにイ

ンストールしたシステムまたはソフトウェアにセキュリティの脆弱性があると判断した場

合、サービス利用者に代わってソフトウェアアップデートを適用することができる。 



 

25.6. リザーブドキャッシュノード価格条件 サービス利用者は、ＡＷＳサイトの

Amazon ElastiCache詳細ページに記載されたリザーブド価格および支払条件（「リザー

ブドキャッシュノード価格条件」）に従い、Amazon ElastiCacheキャッシュノードを指

定することができる（指定された各インスタンスを「リザーブドキャッシュノード」とい

う）。サービス利用者は、課金 APIへの提供要求または AWSコンソールにおいてリザー

ブドキャッシュノードのオプションを選択することにより、キャッシュノードをリザーブ

ド キャッシュノードと指定することができる。あるキャッシュノードをリザーブドキャッ

シュノードとして指定する場合、サービス利用者は、該当するリザーブドキャッシュノー

ドの地域(Region)、キャッシュノードのタイプ、リザーブドキャッシュノードのタイプお

よび利用量を指定しなければならない。リザーブドキャッシュノードは、指定された地域

(Region)内に限り利用することができる。アマゾンはリザーブドキャッシュノード価格条

件をいつでも変更することができるが、価格変更は、価格変更以前に指定されたリザーブ

ドキャッシュノードには適用されないものとする。アマゾンは、リザーブドキャッシュ

ノード価格条件のプログラムをいつでも終了することができる。リザーブドキャッシュ

ノードは譲渡不可であり、リザーブドキャッシュノードに関して支払われた一切の金額は

払戻しの対象とはされない。ただし、アマゾンが本契約を理由なく解除する場合、個別の

リザーブドキャッシュノードのタイプを終了する場合、またはリザーブドキャッシュノー

ド価格条件のプログラムを終了する場合には、アマゾンは、それまでに指定されたリザー

ブドキャッシュノードに関して前払いされた料金を比例按分した分の金額を払い戻すもの

とする。リザーブドキャッシュノードの期間が満了となったかまたは終了した場合には、

リザーブドキャッシュノード価格条件は失効し、標準のオンデマンド料金が当該キャッ

シュノードに適用される。リザーブドキャッシュノード価格条件のほか、リザーブド

キャッシュノードは、本契約に基づいて適用されるすべてのデータ転送料金その他の料金

の適用対象となる。 

26. AWS Support 

26.1. アマゾンは、http://aws.amazon.com/premiumsupport （「サポート ガイドラ

イン」）の AWS Support 特徴のページに記載された条件に従い「AWS Support」を提供

する。AWS Supportは、サポート ガイドラインに記載される方法に限って提供される。

サービス利用者による、サービス利用者自身およびＡＷＳ以外の第三者から提供された本

http://aws.amazon.com/premiumsupport


 

コンテンツの使用に関連して、本サービスに問題が生じた場合には、AWS Supportは利用

することはできない。 

26.2. ＡＷＳは、AWS Supportの提供において、(a)権限のある個人から正当に提出され

たすべての事例について、サポート ガイドラインに定める「応答時間」内に応答し、(b)提

出された問題の特定および解決に向けて作業するために、商業的に合理的な努力をする。

事例を提出する際に、サービス利用者は、問題の重度を指定することができる。ただし、

アマゾンは、アマゾンの合理的な意見に基づき、重度を再分類する権利を留保する。全て

の応答時間は、権限のある個人がアマゾンに対して適切に事例を提出した時点から計測さ

れる。事例は、サポート ガイドラインに定める方法に従って提出することができる。アマ

ゾンは、(i)事例を常に完全に解決できること、(ii)その後問題が生じないこと、(iii)特定さ

れた問題に関連してアマゾンがバグフィックス、パッチまたはその他のワークアラウンド

を提供すること、または(iv) いかなるサポートあるいは助言もパフォーマンス効率向上や

パフォーマンスの改善結果をもたらすことについて、何等の表明も保証もするものではな

い。サービス利用者は、提供されたサポートや助言の導入およびその結果について単独で

責任を負う。 

26.3. サポート ガイドラインにおいて別段の定めがない限り、AWS Supportの料金は、

(a)所定の最低月額料金、または(b)請求期間における、全ての本サービスの月額利用料金の

一定の割合の、いずれか多い方とする。サービス利用者による AWS Supportの申し込み

または解除の時期にかかわらず、サービス利用者は、サービスを受けるために登録するご

とに、最低 30日間分のサポート料金を支払う義務を負う。提案されたシステム構成（コン

フィギュレーション）や改善の導入には、追加の費用や料金を課される場合がある。アマ

ゾンは、頻繁にサービスへの申し込みと解除を繰り返す利用者に対する AWS Supportの

提供を拒絶する権利を留保する。 

27. AWS GovCloud (US) Service Terms <日本語参考訳省略＞ 

28. Amazon DynamoDB 

28.1. サービス利用者は、容量全てを活用しない場合でも、サービス利用者が自身の

Amazon Dynamo DBテーブルに提供したスループット設定（読み込み、書き込み）によ

り課金される。 



 

28.2. サービス利用者の Amazon DynamoDBテーブルの実際の読み込み、書き込みに関

するパフォーマンスは場合により、サービス利用者のスループット設定より低い場合もあ

る。 

28.3. リザーブドキャパシティ 価格条件 サービス利用者は、AWSサイトの Amazon 

DynamoDB詳細ページに記載された価格および支払条件（「Amazon DynamoDBリ

ザーブドキャパシティ」）に従い、リザーブドスループット設定（読み込み、書き込み）

を購入することができる。サービス利用者は、AWSコンソールを通じてリクエストを提出

することにより Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティを購入することができる。

Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティを購入する場合、サービス利用者は、地域

(Region)、利用量および期間を指定しなければならない。サービス利用者は、(1)一回限り

の前払料金、および(2) Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティの購入量に基づき期

間中 1時間毎に、1時間当たりの料金を課金される。Amazon DynamoDBリザーブド

キャパシティは、指定された地域(Region)内に限り、その Amazon DynamoDBリザーブ

ドキャパシティを購入したアカウントのみが利用することができる。アマゾンは Amazon 

DynamoDBリザーブドキャパシティの価格条件をいつでも変更することができるが、価格

変更は、価格変更以前に購入された Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティには適

用されないものとする。アマゾンは、Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティのプ

ログラムをいつでも終了することができる。Amazon DynamoDBリザーブドキャパシ

ティは譲渡不可であり、Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティに関して支払われ

た一切の金額は払戻しの対象とはされない。ただし、アマゾンが本契約を解除する場合(正

当事由による解除を除く)、または Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティのプログ

ラムを終了する場合には、アマゾンは、それまでに購入された Amazon DynamoDBリ

ザーブドキャパシティに関して前払いされた料金を比例按分した分の金額を払い戻すもの

とする。Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティの期間が満了となったかまたは終

了した場合には、標準のオンデマンド料金が Amazon DynamoDBの利用に適用される。

Amazon DynamoDBリザーブドキャパシティは、本契約に基づいて適用されるすべての

保管料金、データ転送料金その他の料金の適用対象となる。 

28.4. サービス利用者は、サービス利用者が所有または支配するコンピュータ装置上での

み DynamoDBのローカル版をインストールすることができ、(a)サービス利用者の内部的

業務目的および(b)本サービスに関連してのみ使用することができる。サービス利用者によ



 

る DynamoDB Localの使用は、DynamoDB Localライセンス契約に準拠するものとす

る。 

29. Amazon Storage Gateway 

29.1. サービス利用者は、サービス利用者が所有し、または支配するコンピュータ装置上

で、サービス利用者の内部的業務目的で、本サービスに関連して使用するサービス利用者

コンテンツにアクセスする場合にのみ、AWS Storage Gatewayを利用することができ

る。サービス利用者による AWS Storage Gatewayの利用は、AWS Storage Gateway 

License Agreementに準拠するものとする。 

30. AWSマーケットプレイス 

30.1. AWSマーケットプレイスは、コンテンツの提供、販売および購入を行うことが認め

られている、AWSが運営する市場である。コンテンツは AWSまたは第三者によって販売

される場合があり、コンテンツを提供または販売する第三者は、別途サービス利用者コン

テンツの利用のための条件およびプライバシーポリシーを指定できる。第三者がコンテン

ツを提供または販売する場合、当該第三者は、コンテンツの記録上の販売者となる。AWS

は、第三者が提供または販売するコンテンツに関する条件の当事者とはならない。AWS

マーケットプレイスを経由して提供された第三者のサービス利用者コンテンツは、本契約

に基づく｢第三者コンテンツ｣を構成する。AWSはサービス利用者と第三者との間の紛争解

決が進むよう支援することもあるが、AWSはいかなる第三者コンテンツについても責任を

負わない。また、宣伝された品目の品質、安全性もしくは適法性、第三者コンテンツもし

くはリスティングの真正性もしくは正確性、または販売者のコンテンツの提供能力につい

て支配権を有しておらず、またこれらを保証しない。 

30.2. コンテンツが、異なる規定を明示に含む別個のライセンスに基づいてサービス利用

者に提供されている場合を除き、サービス利用者も、エンドユーザーも、以下を行わず、

また行おうとしてはならない。 

(a) コンテンツの改変、改ざん、書換え、修理、またはその他同コンテンツの派生物の創作。  

https://agreements.amazon.com/dynamodblocallicense/
http://aws.amazon.com/jp/storagegatewaylicense/
http://aws.amazon.com/jp/storagegatewaylicense/


 

(b) コンテンツのリバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは逆コンパイルを行い、ま

たはその他コンテンツに含まれるソフトウェアのソースコードを引き出すための処理もしく

は処置を行うこと。  

(c) コンテンツの再販売またはサブライセンス。  

(d) コンテンツを無断で本サービス外に移転すること。  

(e) 管理を変更し、もしくはすり抜けること、またはコンテンツの無断コピーの作成。  

30.3. AWSは、サービス利用者に対する AWSマーケットプレイス(または AWSマーケッ

トプレイスの特徴もしくは同マーケットプレイス内のリスティング)の提供を、サービス利

用者に対して事前通知を行うことなく、自己の単独裁量により中止できる。さらに、AWS

は、AWSがその単独裁量により、コンテンツが AWSポリシーまたはその他の規制、方針

もしくは法律に違反したと判断した場合には、購入されたコンテンツを利用不可とし、ま

たは削除できる。 

30.4. サービス利用者は、AWS、その関係者、その第三者支払処理機関、およびサービス

提供者に対して、サービス利用者が AWSマーケットプレイスで購入するコンテンツのため

に、その AWSアカウント上で選択する支払方法にて請求を行う権限を付与する。前記に

は、一時的支払いのほか、継続的支払いも含まれる。｢継続的支払い｣とは、購入時に提示

される、特定の間隔および金額にて生じる支払いをいう(例えば、年次または月次の支払

い)。コンテンツについて適用される料金および請求期間は、サービス利用者が注文をした

際の確認画面に表示される。サービス利用者の権限は、取り消されるまで継続する。サー

ビス利用者は、AWSサイト上で｢サービス利用者のソフトウェア購入｣にログインすること

により、いつでも加入を取り消すことができる。アマゾンが別途指定する場合を除いて、

継続的支払いによる購入には、有効なクレジットカードのみを使用できる。 

30.5. サービス利用者が、サービス利用者による AWSにおける購入に適用されるようにす

るために、AWSに対して付加価値税（VAT）登録番号を提供した場合、サービス利用者が

自身の登録に際して提供する情報（サービス利用者の VAT登録番号ならびに当該 VAT登

録に関連する名前および住所を含む）は、サービス利用者が AWSマーケットプレイスでソ

フトウェアを購入した第三者にとって VAT請求の規制及び要件を遵守するために必要な範

囲で、当該第三者と共有される。 



 

31. AWS Data Pipeline 

31.1. サービス利用者は、本サービスに関連して利用するサービス利用者コンテンツにア

クセスするために限り、社内業務目的でサービス利用者が所有または支配するコンピュー

タ機器上で AWS Data Pipelineを利用することができる。 

31.2. サービス利用者の AWS Data Pipeline Remote Runnerの利用は、AWS Data 

Pipeline Remote Runnerライセンス契約の AWS Data Pipeline Remote Runnerライセ

ンスに準拠する。 

32. Amazon Elastic Transcoder 

32.1 Amazon Elastic Transcoderで作成されたファイルの配信には、一定の第三者オー

ディオ／ビデオ形式の所有者またはライセンサーを含む第三者からの使用許諾権の取得が

要求される場合がある。サービス利用者は、これらのライセンスを取得し、必要なロイヤ

ルティまたは料金を支払う責任を単独で負う。 

32.2 アマゾンは、サービス利用者が Amazon Elastic Transcoderを利用して作成した

ファイルの品質またはファイルが一定の忠実度を有しエラーのないことについて、表明保

証を行わない。 

33. AWS OpsWorks 

33.1.「AWS OpsWorks」とは、AWS OpsWorks Stacks、AWS OpsWorks for Chef 

Automateおよび AWS OpsWorksfor Puppet Enterpriseをいう。サービス利用者は、AWS

リソースを集約し、集約した AWSリソースを使用可能にするために、AWS OpsWorksを利

用することができる。 

33.2. サービス利用者は、AWS OpsWorksエージェントを AWS OpsWorksと併せる場

合に限りインストール及び使用することができる。サービス利用者の AWS OpsWorks

エージェントの利用は、こちらに掲載されている AWS OpsWorksクライアントライセン

ス契約書に準拠する。 

33.3. AWSは、サービス利用者が AWS OpsWorksと関連して使用する目的で、テンプ

レートのサンプルを提供することがある。テンプレートのサンプルには、Puppetモジュー

https://agreements.amazon.com/datapipelinelicense/
https://agreements.amazon.com/datapipelinelicense/
https://aws.amazon.com/opsworks-local-license
https://aws.amazon.com/opsworks-local-license


 

ル、Puppet Tasks、Chef recipesおよび／またはサンプルコードが含まれる場合がある。

全てのテンプレートのサンプルは「現状」のままで提供されるものであり、テンプレート

のサンプルの利用についてはサービス利用者が単独で責任を負う。 

サービス利用者が AWS OpsWorksと関連して使用するテンプレートは、本契約および

AWS適正利用規約を遵守したものでなければならず、テンプレートの利用についてはサー

ビス利用者が単独で責任を負う。 

33.4. AWS OpsWorksの使用についてサービス利用者に発生する料金のほか、AWS 

OpsWorksに関連して使用する AWSサービスにつき発生する一切の料金はサービス利用

者が負担する。 

33.5. AWS OpsWorks for Chef Automate 

33.5.1. サービス利用者は、AWS OpsWorks for Chef Automateを使用して、管理され

た Chefサーバを作成し、その管理された Chefサーバを実行するために使用する Amazon 

EC2インスタンスの料金を負担する。 

33.5.2. サービス利用者による AWS OpsWorks for Chef Automateの利用は、AWS 

OpsWorks for Chef Automateの条件に加えて、現在 https://www.chef.io/aws_eulaに

掲載されている Chef Software Inc.のエンドユーザーライセンス契約にも従わなければな

らない。 

33.6. AWS OpsWorks for Puppet Enterprise 

33.6.1. サービス利用者は、AWS OpsWorks for Puppet Enterpriseを使用して、管理さ

れた Puppetサーバを作成し、そのサーバを実行するために使用する Amazon EC2インス

タンスの料金を負担する。 

33.6.2. サービス利用者による AWS OpsWorks for Puppet Enterpriseの利用は、AWS 

OpsWorks for Puppet Enterpriseの条件に加えて、現在 AWS OpsWorks Client License 

Agreement に掲載されている Puppet, Inc.のエンドユーザーライセンス契約にも従わなけ

ればならない。 

34. AWS CloudHSM 

https://d1.awsstatic.com/legal/aws-opsworks/Puppet%20End%20User%20License%20Agreement.pdf
https://d1.awsstatic.com/legal/aws-opsworks/Puppet%20End%20User%20License%20Agreement.pdf


 

34.1. サービス利用者は、アマゾンが明示的に許可する場合を除き、HSMにインストール

されたソフトウェアにアクセスし、これを修正、更新または改ざんしてはならず、アクセ

ス、修正、更新もしくは改ざんを試みてもならない。 

34.2. AWS CloudHSMサービスの一部として、AWSはその選択する HSMへのアクセス

を提供する。サービス利用者は、アマゾンが AWS CloudHSMサービスの提供においてア

クセスを提供する特定の HSMの所有権または貸与権を有しない。 

34.3. AWS CloudHSMと併せて、サービス利用者は、SafeNet, Inc.またはそのライセン

サー（総称して「SafeNet ソフトウェア」という）が開発し所有する一定のソフトウェア

（関連のドキュメンテーションを含む）の使用を許可される場合がある。サービス利用者

は、SafeNetソフトウェアを使用する場合、SafeNetおよびそのライセンサーによって、

こちらの追加条件に同意することを要求される。 

34.4. HSMの機能障害によって、回復不能なデータの紛失が生じる場合がある。アマゾン

がサービス利用者のために耐障害性のあるコンフィギュレーションの実装を行うことはな

い。サービス利用者は、自身の HSMを適切な耐障害性のあるコンフィギュレーションで設

定する責任を単独で負う。 

35. Amazon AppStreamおよび Amazon AppStream 2.0 

35.1. サービス利用者が Amazon AppStreamおよび Amazon AppStream 2.0（総称して

「AppStream」という）を利用する場合、Amazon EC2、CloudWatch、AutoScaling、S3 

および DynamoDBも利用することとなるため、サービス利用者による AppStreamの利用

は、これらのサービスに適用されるすべてのサービス条件に従わなければならない。 

35.2. AppStream上で実行するためにアップロードするソフトウェアその他のコンテンツ

（AppStreamのホステッドアプリケーション、ディペンデンシー、インストーラーを含

む）、サービス利用者の AppStreamのエンタイトルメントサービス、およびサービス利用者

の AppStreamクライアント ソフトウェアはサービス利用者コンテンツとなる。インター

ネットビデオの伝送およびサービス利用者の AppStreamクライアント ソフトウェアにおけ

るビデオデコーダーの配信を含む、サービス利用者コンテンツの AppStreamでの利用には、

第三者からの使用許諾権の取得を必要とする場合がある。サービス利用者は、必要なライセン

http://cloudhsm-software.s3.amazonaws.com/008-010005-001_053110_sw_license_agreement.pdf


 

スを取得し、サービス利用者コンテンツに適用されるロイヤルティまたは料金を支払う責任を

単独で負う。 

35.3. 第三者ソフトウェアの使用 本サービスと併せて、サービス利用者は、第三者またはそ

のライセンサーが開発、所有、または提供するソフトウェア（関連のサポート、メンテナンス

およびドキュメンテーションを含む）の使用を許可される場合がある。第三者ソフトウェアの

使用は、以下の追加条件に従わなければならない。 

• NVIDIA ソフトウェア サービス利用者のアプリケーションが AppStreamインスタンス

上で NVIDIAグラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）を使用する場合、

NVIDIA Corporationおよびそのライセンサーは、サービス利用者が以下の追加条件に同

意することを要求する。 

AppStreamインスタンスで NVIDIA GPUを使用する場合、サービス利用者は、

NVIDIA Corporationまたはそのライセンサーが開発し所有するドライバーソフ

トウェアを使用する必要がある。サービス利用者による NVIDIAドライバーソフ

トウェアの使用は、現在 http://www.nvidia.com/content/DriverDownload-

March2009/licence.php?lang=usに掲載されている「NVIDIAドライバーソフ

トウェアの顧客利用のためのライセンス」（「NVIDIAライセンス」）の条件に

従わなければならない。NVIDIAソフトウェアを使用することにより、サービス

利用者は NVIDIAライセンスの条件に拘束されることに同意したものとみなされ

る。 

AppStreamインスタンスで NVIDIA GPUを使用することにより、サービス利用者は、

NVIDIA Corporationの GRID ソフトウェアを使用しており、http://aws-nvidia-license-

agreement.s3.amazonaws.com/NvidiaGridAWSUserLicenseAgreement.DOCX に掲載さ

れている NVIDIA GRIDクラウドエンドユーザーライセンスアグリーメントの条件に拘束され

ることに同意したものとみなされる。 

35.4. アマゾンは、CPUおよび GPUの稼働率、メモリー利用、IOパフォーマンス、クライ

アントのタイプ、クライアントのセッションの長さ、送信待ち時間、クライアントの地理的お

よびネットワークの位置、画質・音質、エラーならびに情報メッセージを含む、サービス利用

者コンテンツの AppStreamの利用に関する情報を収集することができる。 

http://www.nvidia.com/content/DriverDownload-March2009/licence.php?lang=us
http://www.nvidia.com/content/DriverDownload-March2009/licence.php?lang=us
http://aws-nvidia-license-agreement.s3.amazonaws.com/NvidiaGridAWSUserLicenseAgreement.DOCX
http://aws-nvidia-license-agreement.s3.amazonaws.com/NvidiaGridAWSUserLicenseAgreement.DOCX


 

35.5. AppStreamスタンドアローン、AppStreamマテリアル アマゾンはサービス利用者

に対し、サービス利用者自身の AWSアカウントでのインスタンス実行に AppStreamソフト

ウェア及びその他マテリアル（「AppStreamマテリアル」）を入手可能にすることができ

る（「AppStream スタンドアローン」）。サービス利用者は AppStreamスタンドアロー

ンをサービス利用者の評価、開発およびテスト目的にのみ使用することができ、サービス利用

者のアプリケーションを第三者エンドユーザーにストリーミングするために使用してはならな

い。サービス利用者は、AppStreamスタンドアローンによって、該当する CloudFormation

テンプレートを通したインスタンスにおいてアマゾンに一定の第三者ソフトウェアをプリイン

ストールするように指示することができる場合がある。その第三者ソフトウェアは別途ライセ

ンス条件の対象となる可能性があり、サービス利用者はそれらの条件を遵守する単独の責任を

負う。AppStreamスタンドアローンにおいて使用される AppStreamマテリアルは AWSコ

ンテンツであり、本契約に規定するライセンス制限の対象である。サービス利用者は

AppStreamマテリアルを AppStreamスタンドアローンのインスタンスにおいてのみ使用

し、AppStreamスタンドアローンのインスタンスから AppStreamマテリアルをダウンロー

ド、送信、その他除去してはならない。 

36. Amazon WorkSpaces 

36.1. サービス利用者またはエンドユーザーがサービス利用者のWorkSpaces上で実行し、

インターフェイスで接続し、アップロードするコンテンツは、サービス利用者コンテンツであ

る。サービス利用者は、WorkSpaces上のサービス利用者コンテンツのライセンスを維持

し、ライセンス条件を遵守する責任を負う。 

36.2. Microsoftソフトウェアの使用 本サービスに関連して、サービス利用者およびサービ

ス利用者のエンドユーザーによる Microsoftソフトウェアの使用が許可される場合がある。

サービス利用者がMicrosoftソフトウェアの使用を選択する場合、サービス利用者は、

Microsoftおよびそのライセンサーによって、上記 4.2に記載される追加条件への同意を要求

される。 

36.3. サービス利用者およびエンドユーザーは、WorkSpacesサービスを、エンドユーザー

の個人または職場の生産性のために限り、利用することができる。WorkSpacesは、ネット

ワークの着信接続、サーバーインスタンスとしての利用、またはウェブトラフィックもしくは

ネットワークトラフィックに資することを意図するものではない。サービス利用者は、自らの



 

WorkSpacesのネットワーク着信接続を再設定してはならない。アマゾンは、サービス利用

者が本項または本契約のその他の規定に違反してWorkSpacesを利用した場合、これを閉鎖

することができる。 

36.4. サービス利用者およびエンドユーザーは、本サービスに関連して利用するサービス利用

者コンテンツにアクセスするために限り、社内業務目的でサービス利用者またはそのエンド

ユーザーが所有または支配するコンピュータ機器上でのみWorkSpacesを利用することがで

きる。サービス利用者のWorkSpacesクライアント ソフトウェアの利用は、

http://help.amazonworkspaces.com/app-terms.htmlに掲載されている Amazon 

WorkSpacesアプリケーションライセンス契約に準拠する。 

36.5. 通常の運営の一部として、本サービスはコンフィギュレーション、ヘルスチェックおよ

び診断を定期的に実行することができる。これらのタスクを完了するため、本サービスは

WorkSpacesの設定の一部とされるプログラムによるアクセスを使用する。これらのタスク

の実行中、本サービスは、本サービスの運営および管理に関連したパフォーマンスおよびログ

情報の取出しのみを行うことができる。 

36.6. 本サービスの料金は月次ベースで適用される。WorkSpacesが月初後に立ち上げられ

た場合、その月の料金は、開始初日から月末までの日割りベースで調整される。WorkSpaces

が月末前に終了した場合は、月額料金が適用される。 

36.7. 本サービスの料金には、サービス利用者のWorkSpacesとエンドユーザーの機器との

間のデータ ストリーム コストが含まれる。ただし、VPN経由の場合はこの限りではなく、そ

の場合、サービス利用者は、適用されるインターネットデータ転送料金に加えて、VPNの

データ転送料金を請求される。その他のWorkSpaceのデータ転送は、Amazon EC2データ

転送価格で請求される。 

36.8. サービス利用者は、アマゾンが予めWorkSpaceインスタンスにアップロードしたソフ

トウェア（WorkSpace上で実行されるオペレーティング システム ソフトウェアを含む）の

改ざんを試みてはならず、通常の操作の一部ではない操作又は本サービスの料金の回避を試み

てはならない。本サービスの通常の運営において、サービス利用者のWorkSpacesのいずれ

かにインストールされたソフトウェアは、AWSが提供するライセンス アクティベーション 

サーバに対して有効化することができる。サービス利用者は、このライセンス アクティベー

ション サーバを改ざんし、または通常の操作の一部ではない操作又は本サービスの料金の回



 

避を試みる方法で利用しようとしてはならない。アマゾンは、サービス利用者が本項に違反し

たと判断した場合、本サービスへのアクセスを遮断し、サービス利用者のアカウントを停止す

ることができる。 

36.9. サービスの通常の運営の一部として、WorkSpacesは最新のオペレーティングシステ

ムおよびソフトウェアパッチでアップデートを行うことができる。かかるアップデート中、

WorkSpaceまたはユーザーのプロフィール(WorkSpaceの Dドライブ)に使用される OSイ

メージの一部であるソフトウェア、文書および設定のみが存続する。 

36.10. Microsoft BYOLライセンシング このオプションを利用した場合、Amazon 

WorkSpacesは、サービス利用者の Microsoftソフトウェアおよび Microsoftライセンスを使

用した、サービス利用者によるWorkSpacesのプロビジョニングを可能にする

（「WorkSpaces BYOLプログラム」）。サービス利用者は、サービス利用者の Microsoftと

の契約に基づき、該当する Microsoftソフトウェアに関してWorkSpaces BYOLプログラム

を利用する資格を有していなければならない。サービス利用者は、必要なすべてのライセンス

の取得および適用されるすべての Microsoftのライセンシング要件（製品使用権/製品条件を

含む）の遵守について単独で責任を負う。さらに、サービス利用者は、Microsoftのエンド

ユーザー ライセンス契約（Microsoft EULA）を承認しているはずであり、WorkSpaces 

BYOLプログラムに基づき Microsoftソフトウェアを使用することによって、サービス利用者

は、Microsoft EULAに同意したものとみなされる。サービス利用者は、自らによる

WorkSpaces BYOLプログラムの使用が、適用される Microsoftライセンシング要件を遵守す

るものであると判断したことに同意する。サービス利用者の Microsoftとの契約に違反した本

サービスの利用は、承認または許可されない。AWSは、サービス利用者が、適用される

Microsoftライセンシング要件を理解し、それを遵守するために、自らのアドバイザーに相談

することを推奨する。 

36.11. サービス利用者は、エンドユーザーによるサービス利用者のWorkSpacesの利用に

責任を有する。サービス利用者は、WorkSpacesに関するエンドユーザーの方針の決定およ

びそれによる管理の設定に責任を負う。 

37. Amazon Cognito 



 

37.1. サービス利用者が Amazon Cognitoに関連して使用する第三者 IDプロバイダーは、

本契約上第三者コンテンツであり、当該第三者 IDプロバイダーに依存している Amazon 

Cognitoの機能は、安全であり、中断されず、またはエラーがないとは限らない。サービス利

用者による当該 IDプロバイダーの利用は当該プロバイダーの条件に従うものとし、サービス

利用者は、それらの条件の遵守について単独の責任を負う。アマゾンは、いかなる理由によっ

ても IDプロバイダーのサポートを随時変更、中止又は非推奨にすることができる。 

37.2. サービス利用者は、(a)法律上適切なプライバシーに関する通知をそのエンドユーザー

に提供すること、(b)サービス利用者（又はサービス利用者が使用する第三者プラグイン若し

くはサービスプロバイダー）がアクセスすることのできるエンドユーザーの氏名、パスワー

ド、他のログイン情報、又は個人の特定を可能とする情報若しくは個人データの収集、使用、

移転及び保存について、エンドユーザーから必要な同意を取得すること、(c)あくまでエンド

ユーザーが許可する目的に限り情報を使用し並びに他に対してそのアクセス及び使用を許可す

ること、及び、(d)サービス利用者のアプリケーションが使用される法域において適用のある

全ての法令及び規則に従い情報の収集、使用、移転及び保存が行われることを確保することに

ついて責任を負う。 

37.3. Cognitoユーザープール 

37.3.1. サービス利用者は、自らの Cognitoユーザープールの利用に起因する活動につい

て、かかる活動がサービス利用者、サービス利用者の従業員、代理人、および/または下請業

者により行われたか否かにかかわらず単独で責任を負い、アマゾンはかかる活動について一切

責任を負わない。 

37.3.2. サービス利用者は、本契約の条件に従って、自らの AWSアカウントに関連して

Cognitoユーザープールを作成することができる。サービス利用者は、自らの AWSアカウン

トにより実行可能にされた Cognitoユーザープールの作成および安全（アクセスを実行可能

にすることを含む）について責任を負う。合理的な期間内に、特定の Cognitoユーザープー

ルにアクティブユーザーが存在しなかった場合、アマゾンは、その単独裁量において、いかな

る種類の責任も負うことなく、サービス利用者に対する 30日前の事前通知に基づき、かかる

Cognitoユーザープールを削除することができる。サービス利用者が、削除前にサービス利用

者のユーザーデータがファイルにエクスポートされることを望む場合、サービス利用者は、

AWS Supportに連絡することができる。 



 

37.3.3. サービス利用者は、Cognitoユーザープールに関連する本サービスの利用に関して適

用される料金すべてについて責任を負う。Cognitoユーザープールは、電子メールメッセージ

を送信するために SESを、また、SMSメッセージを送信するために Amazon SNSを利用す

る。サービス利用者による Cognitoユーザープールの利用には、Amazon SNSおよび SMS

サービス条件が適用される。 

38. Amazon WorkDocs 

38.1. アジア太平洋（東京）地域からの Amazon WorkDocsは、本契約の条項により別途

定められていない限り、AMCS により販売され、提供されるものであり、AWSにより販売

され、提供されるものではない。 

38.2. サービス利用者は、本サービス内容の使用を開始する上で AWSアカウントが必要とな

る。サービス利用者が、そのアカウントで Amazon WorkDocsを実行可能にした場合、エン

ドユーザーは、個別の AWSアカウントを有することなく、サービス利用者のアカウントでの

本サービス内容の参加、加入及び利用開始の勧誘を受けることができる。 

38.3. サービス利用者は、サービス利用者およびそのエンドユーザーによるサービス利用者の

AWSアカウントに関連する本サービス内容の使用にかかる料金の支払について責任を負う。 

38.4. 本サービス内容の範囲内で、サービス利用者のエンドユーザーのアカウントは、管理権

限のあるエンドユーザーが管理する（「WorkDocs 管理者」）。これらのWorkDocs管理者

は、最後のログイン日時、その閲覧した文書等、他のエンドユーザーのアカウント関連情報に

アクセスすることができる。また、これらのWorkDocs管理者は、他のエンドユーザーのア

カウントを無効化すること、並びに外部ドメインとのファイル共有能力を制限すること又はそ

の最大保存容量を変更する等、一定の機能へのアクセスを制限することもできる。 

38.5. アマゾンは、サービス利用者が各ファイルについて保存できるバージョン数を制限する

ことがある。アマゾンは、サービス利用者が保存できるバージョン数の制限に変更を行う場合

には、事前に公表する。 

38.6. アマゾンは、エンドユーザーが 60日を超えて Amazon WorkDocsの管理者ダッシュ

ボードにおいて「非アクティブ」と記され、請求もされていない場合は、Amazon 

WorkDocsにアップロードされている当該エンドユーザーのデータ及びコンテンツを、何ら

の責任も負うことなしに、削除することができるものとする。アマゾンは、60日を超えて



 

Amazon WorkDocs管理者ダッシュボードにおいて「アクティブ」と記されたエンドユー

ザーが存在しないサービス利用者の Amazon WorkDocsサイト及びコンテンツも削除できる

ものとする。 

38.7. サービス利用者の AWSアカウントに関連するエンドユーザーのアカウントのいずれも

が、数ヶ月間、本サービス内容の利用登録を実施しなかった場合には、アマゾンは、30日前

に通知した後、エンドユーザーのアカウントを削除することができる。 

38.8. サービス利用者及びサービス利用者のエンドユーザーは、AWS適正利用規約に違反し

たファイルをホストするために本サービス内容を使用してはならない。アマゾンは、サービス

利用者による本サービス内容の使用が、AWS 適正利用規約又は本契約に違反している可能性

があるとその単独の裁量で判断した場合には、アマゾンは、これらのファイルを削除すること

がある。 

38.9. サービス利用者による Amazon WorkDocs Sync Softwareの使用は、Amazon 

WorkDocs Sync License Agreement（参照：Amazon WorkDocs Sync License 

Agreement）に規律される。 

38.10 サービス利用者による Amazon WorkDocs Applicationの使用は、Amazon 

WorkDocs Application License Agreement（参照：Amazon WorkDocs Application 

License Agreement）に規律される。 

38.11 サービス利用者による Amazon WorkDocs Web Clipperの使用は、Amazon 

WorkDocs Web Clipper License Agreement（参照：Amazon WorkDocs Web Clipper 

License Agreement）に規律される。 

39. Mobile Analytics 

39.1. サービス利用者のデータ・プライバシー サービス利用者は、サービス利用者が

Mobile Analyticsを使用して収集または保存する情報（「サービス利用者データ」）の全部に

ついて、単独で責任を負う。サービス利用者データは、サービス利用者コンテンツの定義に含

まれる。本契約第 4条及び第 9条に基づくサービス利用者の義務を制限することなく、サー

ビス利用者は、(a)サービス利用者データの収集、使用、移転及び保存（アマゾンによるもの

を含む。）につき、エンドユーザーに対して必要な通知を交付するとともにエンドユーザーか

http://aws.amazon.com/aup
http://amazonzocalo.com/sync-terms
http://amazonzocalo.com/sync-terms
http://amazonzocalo.com/terms
http://amazonzocalo.com/terms
http://amazonzocalo.com/clipper-terms
http://amazonzocalo.com/clipper-terms


 

ら必要な同意を取得し、並びに(b)サービス利用者が交付するプライバシー通知及び全ての適

用法に従いサービス利用者データを収集、使用、移転及び保存しなければならない。 

40. AWS Config 

40.1. AWS Configに関連して使用する Amazon SNS、Amazon S3等の本サービスにつき

発生する一切の料金はサービス利用者が負担する。 

41. AWS CodeDeploy  

41.1. Amazon EC2インスタンスに対する AWS CodeDeployは追加料金なしに提供される

が、他の AWSサービスの使用が必要である。オンプレミスのインスタンスに対する AWS 

CodeDeployは、AWSサイトの AWS CodeDeploy詳細ページに掲載されているその時点の

料金及び手数料にて提供され、他の AWSサービスと共に使用することもできる。AWS 

CodeDeployに関連して使用する本サービスにつき発生する一切の料金はサービス利用者が負

担する。 

41.2. ＡＷＳは、AWS CodeDeployに関して使用できる参考用またはサンプルの AppSpec

コンフィギュレーションファイル及びアプリケーションをサービス利用者に提供する場合があ

る。これらのファイル及びアプリケーションは「現状」のままで提供されるものであり、その

サービス利用者による使用についてはサービス利用者が単独で責任を負い、また、その実行に

ついては、サービス利用者が自らのアプリケーションを実行する場合に請求されるのと同じ料

金がサービス利用者に対して請求される。 

42. AWS Lambda 

42.1. (a)サービス利用者が AWS Lambdaと併用するソフトウェアおよびアマゾンが提供す

る参照ライブラリの性能、並びに(b)サービス利用者が実行するソフトウェアにかかるライセ

ンスの維持及びライセンス条件の遵守を含め、サービス利用者コンテンツについてはサービス

利用者が責任を負う。 

42.2. AWS Lambdaに関連して使用する本サービスにつき発生する一切の料金はサービス利

用者が負担する。 



 

42.3. アマゾンは、30日前にサービス利用者に通知することで、AWS Lambdaにアップ

ロードされたが 3ヶ月超にわたり実行されていないサービス利用者コンテンツを、何ら責任

を負うことなく削除することができる。 

43. Amazon WorkMail 

43.1. 本サービスの利用料金は月額ベースで適用される。エンドユーザーがある月の 1日の

後にアカウントを開設した場合には、そのメールボックスについての月額料金は、最初にそれ

が起動された日から当該月の末日までの日割計算により調整される。エンドユーザーのアカウ

ントがある月の末日の前に終了または削除された場合には、当該エンドユーザーのアカウント

にかかる月額料金は引き続き適用される。サービス利用者の AWSアカウントに関連する全て

のエンドユーザーのアカウントにかかる料金の支払については、サービス利用者が責任を負

う。 

43.2. Amazon WorkMailは、サービス利用者がテストメールドメイン（例：<サービス利用

者の氏名>.awsapps.com）を登録することを可能にしている。テストメールドメインは、

Amazon WorkMailを使用する限り使用することができる。サービス利用者が Amazon 

WorkMailの使用を停止した場合には、前記のテストメールドメインは他の顧客が登録および

使用できるようになることがある。サービス利用者は、Amazon WorkMail以外の目的でテス

トメールドメインを使用することはできない。 

43.3. サービス利用者が Amazon WorkMailの使用を終了する場合には、アマゾンは、サー

ビス利用者のデータおよびサービス利用者のエンドユーザーのメールボックスを削除すること

ができる。 

43.4. サービス利用者が Amazon WorkMailを使用する場合、サービス利用者は AWS Key 

Management Service, AWS IAMおよび Amazon SESも使用することになり、サービス利

用者による Amazon WorkMailの使用は、これらの各サービスを規律する条件に服すること

になる。サービス利用者は、AWS Key Management Serviceの使用についてサービス利用

者に別途発生する料金について責任を負う。 

43.5. Amazon WorkMailは、スパムメール、フィッシングメールおよびウィルス感染メール

等の迷惑メールをフィルタリングするためのフィルタリングサービスを提供している。サービ

ス利用者は、フィルタリングサービスの技術的な限界から、一部の合法的な電子メールを捉え



 

てしまうこと、およびウィルス感染メール等、一部の迷惑メールを捉えきれないことになる可

能性があることを確認する。 

43.6. 送信先サーバおよびその他アマゾンの支配を超える理由により、サービス利用者のメー

ルドメインおよびエンドユーザーのアカウントが、ブロックされ、遅延され、または送信が阻

止される場合がある。サービス利用者の支払義務は、サービス利用者の電子メールの送信が阻

止され、遅延されまたは阻止されたかどうかによらず継続する。 

43.7. サービス利用者は、以下を送信するために Amazon WorkMailを使用しないことに同

意する。 

• マスマーケティング電子メール等のバルクメール 

• 未承諾の迷惑メール 

• フィッシングメール 

43.8. Amazon WorkMailのサービス利用者による使用およびサービス利用者のエンドユー

ザーによる使用は、AWS適正利用規約、適用法、および本契約を遵守したものでなければな

らない。サービス利用者は、サービス利用者の業務に適用のある法律上および規制関連の要件

を理解し、遵守することについて、単独で責任を負う。サービス利用者は、サービス利用者ま

たはサービス利用者のエンドユーザーが Amazon WorkMailを使用して送信する電子メール

が米国の連邦未承諾ポルノグラフィーおよびマーケティング攻撃に対する規制法およびその他

の全ての適用法を遵守することを確保することについて、単独で責任を負う。サービス利用者

は、AWSが、サービス利用者またはサービス利用者のエンドユーザーが Amazon WorkMail

を使用して送信する電子メールについて、連邦未承諾ポルノグラフィーおよびマーケティング

攻撃に対する規制法およびその他の全ての適用法に定義される「送信者」ではないことに同意

する。 

43.9. Amazon WorkMailは、Amazon WorkMailのトラブルシューティングまたはサービス

向上のために、サーバーのホスト名、IPアドレス、タイムスタンプ、メールキューファイル

の識別子、およびスパムフィルタリング情報等の情報を記録および使用することがある。 

44. Amazon Machine Learning 



 

44.1. サービス利用者は、サービス利用者コンテンツを処理する目的に限って、Amazon 

Machine Learning（「Amazon ML」）を利用することができる。Amazon MLに関係する

全てのセキュリティ設定の適切なコンフィギュレーションについて、サービス利用者は、単独

で責任を負うものとする。 

44.2. アマゾンは、Amazon MLがサービス利用者コンテンツを処理することから生じる又は

それに関連するすべての改良を含めて、アマゾンのウェブサイトまたは技術に対してアマゾン

が行うすべての改良に対する一切の権利を保有する。 

44.3. アマゾンは、ユーザードキュメンテーションで指定された日数を超えて非アクティブで

ある Amazon MLのオブジェクトを、何らの責任も負うことなしに、削除することができる

ものとする。 

44.4. サービス利用者は、得られた結果の品質にかかわらず、サービス利用者による

Amazon MLの利用から発生するすべての料金を負担するものとする。サービス利用者による

Amazon MLの利用には、その他の本サービスの使用が必要となる。サービス利用者は、

Amazon MLに関連して他の本サービスを使用することに伴う一切の料金を負担するものとす

る。 

45. Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon 

WAM)   

45.1. サービス利用者またはエンドユーザーが Amazon WAM Admin Studio を通じて

Amazon WorkSpaces Application Manager（Amazon WAM）上で実行し、インターフェ

イスで接続し、アップロードするコンテンツは、サービス利用者コンテンツである。 

45.2. サービス利用者は、Amazon WAMを通じてサービス利用者のWorkSpacesに配信さ

れるサービス利用者コンテンツのライセンスを維持し、ライセンス条件を遵守する責任を負

う。 

45.3. Amazon WAMの通常の運営の一環として、本サービスは、コンフィギュレーション、

ヘルスチェックおよび診断を定期的に実行することができる。これらのタスクを完了するた

め、本サービスは Amazon WAMの一部としてプロビジョニングされるプログラムによるア



 

クセスを使用する。これらのタスクの実行中、本サービスは、本サービスの運営および管理に

関連したパフォーマンスおよびログ情報の取出しのみを行うことができる。 

45.4. Amazon WAMの通常の運営の一環として、本サービスは、エンドユーザーが利用でき

るコンテンツについてチェックするため、サービス利用者の AWS Directory Services環境の

一部であるエンドユーザーおよびマシンのアイデンティティを利用する。また、サービス利用

者のWorkSpacesのいずれかにインストールされたコンテンツは、AWSが提供するライセン

ス アクティベーション サーバに対して有効化することができる。サービス利用者は、このラ

イセンス アクティベーション サーバを改ざんし、または通常の操作の一部ではないもしくは

本サービスの回避を試みる方法で利用しようとしてはならない。アマゾンは、サービス利用者

が本項に違反していると判断した場合、本サービスへのアクセスを遮断し、サービス利用者の

アカウントを停止することができる。 

45.5. 本サービスの料金は月次ベースで適用される。Amazon WAMがあるエンドユーザーに

ついて月初後に実行可能とされた場合、当該エンドユーザーの加入に係るその月の料金は、開

始初日から月末までの日割りベースで調整される。Amazon WAMがあるエンドユーザーにつ

いて月末前に実行不能とされた場合は、月額料金の全額が適用される。 

45.6. サービス利用者が Amazon WAM Admin Studioおよび Amazon WAM Admin Player

のアプリケーションを含む Amazon WAMを利用する場合、サービス利用者は、他の AWS 

サービスも利用することができるものとし、他の AWS サービスの利用は、当該サービスに適

用される条件に従う。サービス利用者による、Amazon WAM Admin Studio および

Amazon WAM Admin Playerのアプリケーションを含む Amazon WAMの利用について

サービス利用者に発生する料金のほか、Amazon WAM Admin Studio および Amazon WAM 

Admin Playerのアプリケーションを含む、Amazon WAMに関連して利用する AWS サービ

スにつき発生する一切の料金は、サービス利用者が負担する。 

45.7. Amazon WAM Admin Studio、 Amazon WAM Admin Playerおよび Amazon WAM

のデスクトップアプリケーションは、AWSコンテンツであり、手段を問わず、操作を加える

ことまたはリバースエンジニアリングを行ってはならない。  

45.8. サービス利用者は、Amazon WAM Admin Studioをアプリケーションのパッケージ目

的に限り利用し、また Amazon WAM Admin Playerについてはアプリケーションの認証目的

に限り利用することができる。いずれも Amazon WAMを通じてサービス利用者の



 

WorkSpacesに配信される。サービス利用者は、アマゾンが Amazon WAM Admin Studio

または Player、基本となる Amazon EC2 AMIの一部として予めアップロードするアプリ

ケーションを改ざんし、または通常の操作の一部ではないもしくは本サービスの回避を試みる

方法で Amazon WAM Admin Studioまたは Playerを利用してはならない。 

45.9. サービス利用者は、アマゾンが予めWorkSpaceインスタンスにアップロードした

Amazon WAMサービスの一部であるソフトウェアの改ざんを試みてはならず、または通常の

操作の一部ではないもしくは本サービスの回避を試みる方法で Amazon WAMサービスを利

用しようとしてはならない。 

45.10. 本サービスの通常の運営の一部として、アマゾンは Amazon WAMのデスクトップア

プリケーションをソフトウェアパッチでアップデートできる。 

45.11. サービス利用者は、エンドユーザーによる Amazon WAMの利用に責任を負う。サー

ビス利用者は、Amazon WAMを通じたアプリケーションの利用に関するエンドユーザーの方

針の決定およびそれによる管理の設定に責任を負う。 

46. AWS Marketplace for Desktop Apps 

46.1. AWS Marketplace for Desktop Appsは、コンテンツの提供、販売および購入が可能

な、AWSが運営するマーケットプレイスである。コンテンツは AWSまたは第三者によって

販売される場合があり、コンテンツを提供または販売する当事者は、別途当該コンテンツの利

用のための条件およびプライバシーポリシーを指定できる。 

46.2. コンテンツが、異なる規定を明示に含む別個のライセンスに基づいてサービス利用者に

提供されている場合を除き、サービス利用者も、エンドユーザーも、以下を行わず、また行お

うとしてはならない。 

(a) コンテンツの改変、改ざん、書換え、修理、またはその他同コンテンツの派生物の創作。  

(b) コンテンツのリバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは逆コンパイルを行い、ま

たはその他コンテンツに含まれるソフトウェアのソースコードを引き出すための処理もしくは

処置を行うこと。  

(c) コンテンツの再販売またはサブライセンス。  



 

(d) コンテンツを無断で本サービス外に移転すること。  

(e) 何らかの制限を変更し、もしくは回避ること、またはコンテンツの無断コピーの作成。 

46.3. AWSは、サービス利用者に対する AWS Marketplace for Desktop Apps (また

は AWS Marketplace for Desktop Appsのいずれの機能もしくは AWS Marketplace 

for Desktop Apps内のリスティング)の提供を、サービス利用者に対して事前通知を行

うことなく、自己の単独裁量により中止できる。さらに、AWSは、AWSがその単独裁

量により、コンテンツが AWSポリシーまたはその他の規制、方針もしくは法律に違反

している可能性があると判断した場合には、購入されたコンテンツを利用不可とし、ま

たは削除できる。 

46.4. サービス利用者は、AWS、その関連会社、その第三者支払処理機関、およびサー

ビス提供者に対して、サービス利用者が AWS Marketplace for Desktop Appsで購入す

るコンテンツのために、その AWSアカウント上で選択する支払方法にて請求を行う権

限を付与する。前記には、一度限りの支払いのほか、継続的支払いも含まれる。｢継続的

支払い｣とは、購入時に提示される、特定の間隔および金額にて生じる支払いをいう(例

えば、年次または月次の支払い)。コンテンツについて適用される料金は、サービス利用

者が注文をした際の確認画面に表示される。サービス利用者による権限の付与は、取り

消されるまで継続する。月初後に加入の購入が行われる場合、コンテンツの月額料金

は、開始初日から月末までの日割りベースで調整される。月末前に加入が取り消される

場合には、月額料金の全額が依然として適用される。アマゾンが別途指定する場合を除

いて、継続的支払いを伴う加入の購入には、有効なクレジットカードのみを使用でき

る。 

46.5. 加入毎の第三者サポート情報（ある場合）は、コンテンツの詳細ページに定め

る。AWSは、サービス利用者と第三者コンテンツ製作者との間のコンテンツについての

紛争解決が進むよう支援することもあるが、宣伝されたアイテムの品質、安全性または

適法性を保証せず、コンテンツのサポートについては、第三者コンテンツ製作者がその

義務を負う。 

46.6. AWSによるコンテンツの提供、販売または再販売は、コンテンツの詳細ページにおけ

る条件に従う。第三者がコンテンツを提供または販売する場合、当該第三者は、コンテンツの

記録上の販売者となる。AWSは、第三者が提供または販売するコンテンツに関する条件の当



 

事者とはならない。AWS Marketplace for Desktop Appsを経由して第三者により提供また

は販売されたコンテンツは、本契約に基づく｢第三者コンテンツ｣を構成する。AWSはサービ

ス利用者と第三者との間の紛争解決が進むよう支援することもあるが、AWSはいかなる第三

者コンテンツについても責任を負わない。また、宣伝されたアイテムの品質、安全性もしくは

適法性、第三者コンテンツもしくはリスティングの真正性もしくは正確性、または販売者のコ

ンテンツの提供能力について支配権を有しておらず、またこれらを保証しない。 

47. AWS Directory Service 

47.1. サービス利用者による AWS Directory Servicesの利用と関連して、サービス利用者お

よびサービス利用者のエンドユーザーによるMicrosoftソフトウェアの使用が許可される場合

がある。サービス利用者が Microsoftソフトウェアの使用を選択する場合、サービス利用者

は、Microsoftおよびそのライセンサーによって、上記 4.2に記載される追加条件への同意を

要求される。 

47.2. サービス利用者の AWSアカウントが 60日間以上停止された場合には、アマゾンは、

30日前に通知した後、何らの責任も負うことなしに、AWS Directory Servicesに保存され

たサービス利用者コンテンツおよびディレクトリを削除することができるものとする。 

47.3. サービス利用者が、Directory インスタンス上で実行されるオペレーティング システ

ム ソフトウェアを含め、アマゾンが予め Directory インスタンス上にロードしたソフトウェ

アまたはコンフィギュレーションへのアクセス、改ざんまたは変更を試みた場合には、アマゾ

ンはサービス利用者の AWS Directory Services インスタンスを終了させることができる。 

48. Amazon API Gateway 

48.1. サービス利用者は、トラフィック管理、権限付与およびアクセス制御、モニタリングお

よび APIバージョン管理を含め、同時に起こる APIコールを受け入れ、処理するために、そ

の規模を問わず、サービス利用者コンテンツを公表、維持、モニターおよび保護するための

Amazon API ゲートウェイを利用することができる。 

48.2. Amazon API ゲートウェイを利用することにより、サービス利用者は、調整して設定

された閾値が変化しうるものであり、アマゾンの単独の裁量によってキャッシュサービスが制

限されうること、各 APIのバージョン容量は、どんな場合であっても 300デプロイメントを



 

超えないことを確認し、同意する。本契約に基づくサービス利用者の義務を制限することなく

これに追加して、サービス利用者は、(i) アマゾンがサービス利用者に譲渡していないリソー

スへのアクセス、および/または、(ii) Amazon API ゲートウェイ内のサービス利用者コンテ

ンツに関するネットワーク探索の構築および/またはテストロードを実行したり、それを試み

ようとしたりしないことに同意する。 

48.3. サービス利用者は、Amazon APIゲートウェイと共に使用するサービス利用者コンテ

ンツへのアクセス、運用、パフォーマンスおよびセキュリティについて、単独で責任を負うも

のとする。 

49. AWS Device Farm 

49.1. AWSデバイスファームの一環として、サービス利用者は、AWSが指定する形式で、

ひとつまたは複数のモバイルデバイス、タブレットまたはその他の AWSデバイスファームを

通して入手可能なデバイス（それぞれ「デバイス」）でのテスト用に、サービス利用者によっ

てまたはサービス利用者に代わって開発された、アプリケーションパッケージ、テストパッ

ケージ（あらかじめコンパイルされたもの）、テストスクリプトソースコード、アプリケー

ションエクステンションファイルおよび/または補助データファイル（それぞれ「App」また

は「Apps」）をアマゾンに提供することができる。サービス利用者は、サービス利用者が選

択するデバイス上の Appに実行されるテストを、AWSデバイスファームよりひとつまたは複

数選択することができるものとする（それぞれ「テスト」または「テスティング」）。 

49.2. Appleデバイスについて実施されるテスト（それぞれ「Appleテスト」）について、

サービス利用者は、かかる Appleテストが実施される時に、Appleとの iOSディベロッパー

プログラムライセンス契約に基づく、アクティブかつ有効な Apple ディベロッパーアカウン

トを保有していることを表明し、保証する。サービス利用者は、Appleテストの期間中、サー

ビス利用者の権限を付与されたディベロッパー（iOSディベロッパープログラムライセンス契

約に定義されているとおり）としてアマゾンを指名し、それぞれの Appleテストに関連して

アマゾンが取るすべての行動について、Appleに対して責任を負うことを確認している。 

本契約に基づくサービス利用者の義務を制限することなく、サービス利用者は、以下を行わ

ず、また行おうとしないことに同意する。 



 

(i) AWSデバイスファーム内で、または、別途テストに関連して、ネットワーク検索を実

行すること； 

(ii) アマゾンがサービス利用者に譲渡していないリソース（あらゆるデバイスを含む）へ

のアクセス； 

(iii) アマゾンの承諾を得ずに、AWSデバイスファームの EC2インスタンスからインター

ネットトラフィックを生じさせること、インターネットトラフィックはデバイスのみに限定さ

れている； 

(iv) デバイスへの直接的な接続の確立、またはアマゾンが許可する場合を除いて、その他

のインフラストラクチャコンポーネントへのアクセスまたは接続を試みようとすること； 

(v) デバイスのルート、アンロックまたはジェイルブレイク； 

(vi) 本サービスを妨げるであろう方法で、AWSデバイスファームによって作成されたファ

イルを変更すること； 

(vii) デバイスまたは EC2インスタンスに、永続的なソフトウェアのインストールをするこ

と；および/または 

(viii) デバイスのファクトリーリセットまたは設定変更、または本サービスを妨げるであろ

う方法で、第三者のサーバーにコールおよび/またはアクセスすること。 

49.3. サービス利用者は、（Apple App Storeまたは Google Play Storeのような）あらゆ

る種類のアプリケーションリポジトリへの統合要件に App(s)が適合していることを含め、い

かなる目的でも、テスティングまたはレポートに依拠しないことに同意する。サービス利用者

は、アマゾンが、自動セキュリティ認証を実施するためだけに、第三者に Appsを開示する可

能性があることを確認し、これに同意する。 

49.4. アマゾンは、AWSデバイスファームの可用性について表明しない。アマゾンは、テス

ト、レポートもしくはデバイスの提供、または、その他 AWSデバイスファームの一部である

かそれを通じて入手可能なコンポーネントもしくはサービスをも随時変更することができる。 

50. Amazon Elasticsearch Service 



 

50.1. Amazon Elasticsearchサービスでは、サービス利用者の Amazon Elasticsearchサー

ビスのドメインの自動スナップショットを日次で作成する。アマゾンは、当該自動スナップ

ショットを作成後 14日間維持する。アマゾンは、当該 14日間の終了後はいつでも、いかな

る種類の責任も負うことなく、自動スナップショットを削除することができる。 

50.2. サービス利用者は、アマゾンが Amazon Elasticsearchサービスのドメイン内にイン

ストールしたソフトウェアにアクセスしまたは改ざんすることはできない。 

50.3. アマゾンは、アマゾンが Amazon Elasticsearchサービスのドメイン内にインストー

ルしたシステムまたはソフトウェア内にセキュリティ上の弱点があると判断した場合、サービ

ス利用者に代わりソフトウェアのアップデート版を適用することがある。 

51. AWS Database Migration Serviceおよび AWS Schema 

Conversion Tool 

51.1. AWS Database Migration Serviceは AWSコンテンツであり、データを Amazon 

DynamoDB（移行先のみ)、Amazon RDS、Amazon Redshift、Amazon S3または

Amazon EC2上に展開される関連データベース（AWSにより随時補完され、「DMS サポー

トサービス」と総称する）に移行させる、またはそこから移行する目的に限り、AWS 

Database Migration Serviceをインストールし、利用することができる。サービス利用者ま

たはエンドユーザーのいずれも、直接または間接的に、DMS サポートサービスに当たらない

ソースから DMS サポートサービスに当たらない移行先へのデータの移行を目的として AWS 

Database Migration Serviceを利用することはできない。 

51.2. AWS Database Migration Serviceおよび AWS Schema Conversion Toolは、使用

されるデータベースエンジンの種類、処理されるローの数、移行または転換タスクの期間、お

よび移行または転換タスクの障害状況をはじめ、本サービス内容のサービス利用者による利用

に関する個人の特定を可能としないメトリックを収集する。これらのメトリックは、本サービ

ス内容の品質および機能設定を提供、維持、および改善するために AWSにより利用される場

合がある。 

51.3. AWS Schema Conversion Toolは、AWSコンテンツであり、サービス利用者は、自

身のデータベーススキーマを Amazon RDS、Amazon Redshiftまたは Amazon EC2上に展

開される関連データベース（AWSにより随時補完され、「SCT サポートサービス」と総称す



 

る）に移行させる目的に限り、AWS Schema Conversion Toolをインストールし利用するこ

とができる。サービス利用者またはエンドユーザーのいずれも AWS Schema Conversion 

Toolを配布することまたは SCT サポートサービスに当たらない移行先へのデータベースス

キーマの移行を目的として利用することはできない。サービス利用者は、SCT サポートサー

ビスに当たらない移行先へのデータベーススキーマの移行のために AWS Schema 

Conversion Toolの利用を希望する場合、特別な価格設定となるためアマゾンに連絡のこと。 

52. Amazon Inspector 

52.1. Amazon Inspector、Amazon Inspector Agent、およびそれらのコンポーネントまた

はファイルは、本契約に規定されるライセンス制約が適用される AWSコンテンツである。

サービス利用者またはエンドユーザーのいすれも、Amazon Inspectorを配布してはなら

ず、試みてもならない。 

52.2. Amazon Inspectorのコンポーネントの一部は、Amazon Inspector Agentに伴う通

知ファイル内に特定されるオープンソースのソフトウェアライセンスに準拠する。当該各コン

ポーネントに関するサービス利用者のライセンスの権利は、適用するオープンソースのソフト

ウェアライセンスに定められる。 

52.3. サービス利用者による Amazon Inspectorの利用の一部として、サービス利用者は、

サービス利用者の EC2インスタンス上で Amazon Inspector Agentをインストールすること

が必要となる。ソフトウェアとホストとの間の相互作用と同様、このプロセスにより、サービ

ス利用者の Amazon EC2リソースが、故障、リタイアメントまたはその他の AWS要件を理

由とする終了または交換という結果となる場合がある。アマゾンは、上記から生じる損害、債

務、損失（破損、削除またはデータ、アプリケーションもしくは利益の滅失もしくは損失を含

む）またはその他の結果についていかなる責任も負わない。 

52.4. アマゾンは、アマゾンが Amazon Inspector Agentのためにインストールしたシステ

ムもしくはソフトウエアにセキュリティの脆弱性がある、または当該システムもしくはソフト

ウェアをアップデートする必要があると判断した場合、サービス利用者に代わってソフトウェ

アアップデートを適用することができる。 



 

52.5. Amazon Inspectorは、Amazon Inspectorのトラブルシューティングまたは改良の

ため、最大で 30日間、Amazon Inspector Agentが収集する情報を保有および使用すること

ができる。 

52.6. Amazon Inspectorがセキュリティに関する問題の特定を容易にする一方で、アマゾ

ンは、Amazon Inspectorを利用して評価される、または Amazon Inspectorにより為され

る推奨に基づき改変されるサービス利用者のリソースが、一定の忠実度を有し、エラーがない

こと、または特定のセキュリティ基準を遵守することについて何らの表明も保証もするもので

はない。 

53. AWS Mobile Hub 

53.1. AWS Mobile Hubは、AWSが単独の裁量において随時提供する AWS Service 

Offeringsに接続することを目的として、サービス利用者による利用が可能である。AWS 

Mobile Hubの利用は、AWS Service Offeringの条件および適用ある価格設定の適用対象で

ある。サービス利用者は、AWS Mobile Hubに関連してダウンロードし使用するソフトウェ

アのライセンスを維持し当該ライセンスの条件を遵守することについて責任を負う。 

54. AWS IoT  

54.1. サービス利用者が実行可能とする AWS IoT サービスは、AWS IoT Developer 

Guidelinesおよび本契約に準拠しなければならない。AWS IoT Developer Guidelinesは、

いつでも、通知なしで変更される可能性がある。 

54.2. 以下のデータに関するガイドラインは、現在、個々のデバイスに関し保管されている登

録データおよびシャドーデータ（AWS IoT Developer Guidelinesに記載される）に適用さ

れ、通知を要することなく随時変更されることがある。個々のデバイスに関するデバイスシャ

ドーデータは、1年（12ヶ月）以内に個々のデバイスに関する当該シャドーデータを更新し

ない限り、失効し削除される。個々のデバイスに関するデバイス登録データは、個々のデバイ

スに関する登録データを 7年（84ヶ月）以内に更新しない限り、失効し削除される。一旦、

登録データおよび／またはシャドーデータが個々のデバイスに関し更新されると、データ制限

期間は、リセットされ、個々のデバイスに関する登録データおよび／またはシャドーデータの

保管期間は、新たに開始となる。 



 

54.3. サービス利用者は、AWS IoTに関連する本サービスの利用に関係する、該当する料金

すべてについて責任を負う。サービス利用者は、アプリケーション内で行われたあらゆる活動

および/または AWS IoTの利用（かかる活動が、サービス利用者、サービス利用者の従業

員、代理人、業務委託先もしくは顧客、またはその他の第三者により行われたか否かを問わな

い）について単独で責任を負い、アマゾンはそれについて一切責任を負わない。サービス利用

者は、自らの AWSアカウントにより実行可能とされた AWS IoTデバイスの設定、配布およ

びセキュリティ（アクセスを可能にすることを含む）について、責任を負うものとする。 

55. Amazon QuickSight 

55.1. サービス利用者は、エンドユーザーに対し、サービス利用者のアカウントに基づき

Amazon QuickSightを利用させることができる。サービス利用者による Amazon 

QuickSightの利用が終了となる場合、当該エンドユーザーによる Amazon QuickSightの利

用も終了する。 

55.2. Amazon QuickSightのエンドユーザーのアカウントは、管理権限のあるエンドユー

ザー（「Amazon QuickSight管理者」）が管理する。Amazon QuickSight管理者は、(a)エ

ンドユーザーの Amazon QuickSightのアカウントを有効化または無効化し、(b)エンドユー

ザーのアクセスを Amazon QuickSightのデータのセットおよび一定の機能に制限し、(c)エ

ンドユーザーによる Amazon QuickSightの利用についての情報にアクセスすることができ

る。 

55.3. Amazon QuickSightは、サービス利用者の検索履歴に基づき、可視化の提案等、個々

のサービス利用者向けの推奨を行うためにサービス利用者コンテンツを使用することができ

る。 

55.4. 本契約および本サービス条件に従い、サービス利用者およびサービス利用者のエンド

ユーザーは、quicksight.aws.amazon.comにログインすることにより Amazon QuickSight

を利用することができる。 

56. AWS Certificate Manager 

56.1. AWS Certificate Manager（「ACM」）を利用することによって、サービス利用者

は、アマゾン、Amazon Trust Services, LLC （「ATS」）、またはアマゾンの関連会社（総
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称して「Amazon CA」という）に対して、サービス利用者がアマゾンに提供するドメイン名

に関する、米国内に所在する証明書発行者（第三者である可能性もある）からの SSL/TLS証

明書（それぞれ「証明書」という）を申請し、入手する権限を与える。証明書要求を提出する

ことにより、サービス利用者は、（1）自らが、ドメイン名登録者（最新の CA/Browser 

Forum Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of 

Publicly-Trusted Certificates（「CA/B Forum Requirements」といい、現在

https://cabforum.org/baseline-requirements-documents/に掲載されている）に定義され

る）であること、（2）自らが、完全修飾ドメイン名（CA/B Forum Requirementsに定義さ

れる）を支配していること、または（3）自らが、各証明書を申請および取得する権限を

Amazon CAに付与する権限をドメイン名登録者により与えられていることを証明する。サー

ビス利用者は、証明書の取得のみを目的として、その他の目的のためではなく、自らが、完全

修飾ドメイン名に対する支配権を Amazon CAに与えていることを認め、また、サービス利

用者は、ドメイン名に関する証明書を Amazon CAが要求することを承認する。アマゾン

は、理由を問わず、サービス利用者への証明書の提供を拒否することができる。 

56.2. サービス利用者は、以下に同意する。 

i. サービス利用者による ACMの利用に関連してサービス利用者が提供する全ての情報

は、現在および将来にわたり、常に正確且つ完全な情報である（また、サービス利用者

の情報に変更があった場合、サービス利用者はアマゾンに直ちに通知する）。 

ii. サービス利用者は、正確性につき証明書の内容を検討し確認する。 

iii. サービス利用者は、アマゾンがサービス利用者に提供した証明書を、証明書に記載され

ている subjectAltName(s)にてアクセス可能なサーバー上でのみ使用することができ、

全ての適用法に従ってのみ証明書を使用する。 

iv. 証明書における情報が間違い若しくは不正確であるまたは将来間違い若しくは不正確と

なった場合、サービス利用者は、証明書の使用を直ちに中止し、直ちにアマゾンに通知

する。 

v. 証明書に関連するプライベートキーが、キー コンプロミス（CA/B Forum 

Requirementsにおいて定義される）の対象であるもしくは対象となった場合、または



 

証明書がその他不正使用された場合、サービス利用者は、証明書の使用を直ちに中止

し、直ちにアマゾンに通知する。 

vi. サービス利用者は、キー コンプロミスまたは証明書不正使用に関する Amazon CAの

指示に直ちに対応する。 

vii. サービス利用者は、証明書またはプライベートキーを修正、サブライセンスまたはその

派生著作物を創作しない（意図された目的のため証明書を使用するのにこれが要求され

る場合を除く）。 

viii. サービス利用者は、証明書の使用に関連して、別のコンピューターの動作に損傷を与え

る可能性のあるファイルまたはソフトウェアをアップロードまたは配布しない。 

ix. サービス利用者は、ATSの CPSにおいて許可される場合を除き、証明書に関する表明

をせず、または証明書を使用しない。 

x. サービス利用者は、証明書の使用に関連して、何らかの事業体とサービス利用者の関連

を仮装または虚偽表示しない。 

xi. サービス利用者は、Amazon CA以外の事業体に、証明書におけるパブリックキーに

マッチしているプライベートキーを支配することを許可しない（「プライベートキー」

および「パブリックキー」は CA/B Forum Requirementsにおいて定義される）。 

xii. サービス利用者は、第三者の秘密を漏洩する、または迷惑大量通信を送信もしくは受信

するために証明書を使用しない。また、 

xiii. 本契約における別段の規定にかかわらず、サービス利用者は、Amazon CA（またはア

マゾンの該当する第三者業務委託先）が、いつでも証明書を破棄することができること

を認め、また、サービス利用者は、自らが、かかる破棄に関するアマゾンの通知に基づ

き、直ちに証明書の使用を中止することに合意する。 

57. Amazon Lumberyard Engine 

57.1. Lumberyardマテリアル  Amazon Lumberyardは、

aws.amazon.com/lumberyard/downloadsでアマゾンが提供する、または Lumberyardマ

テリアルとして別途指定されるエンジン、統合開発環境、ならびに関連するアセットおよび

https://aws.amazon.com/lumberyard/downloads


 

ツールで構成される（総称して、「Lumberyardマテリアル」という）。Lumberyardマテ

リアルには、docs.aws.amazon.com/console/lumberyard/userguide/lumberyard-

redistributablesに記載される「Lumberyard Redistributables」が含まれる。Lumberyard

マテリアルは、AWSコンテンツである。「Lumberyardマテリアル」の用語の定義には、

（オープンソース ライセンスに基づきライセンス許諾されるコードのような）別のライセン

ス条件に基づき Lumberyardマテリアルと共に配布されるコンテンツは含まれない。 

57.2. ライセンス 本契約に基づき AWSコンテンツに対して与えられる権利に加え、アマゾ

ンは更に、本期間中、以下を行う限定的、非独占的、サブライセンス不能（以下に規定される

エンドユーザーに対する場合を除く）、譲渡不能なライセンスをサービス利用者に許諾する。 

a. 開発：サービス利用者は、ビデオゲーム、ソフトウェア、視聴覚著作物、およびその他の

コンテンツを開発およびサポートするため、Lumberyardマテリアルを使用、複製、修正お

よびその派生著作物を創作することができる（Lumberyardマテリアルの使用により創作さ

れた著作物はそれぞれ、「Lumberyardプロジェクト」である）。Lumberyardプロジェク

トは、それに含まれる AWSコンテンツおよび第三者コンテンツを除き、サービス利用者コン

テンツである。 

b. エンドユーザーへの配布：サービス利用者は Lumberyardプロジェクトの一部として、

Lumberyard Redistibutables（許可される修正物および派生物を含む）を使用、複製、修

正、その派生著作物の創作、公開表示、公開実演、およびエンドユーザーに配布（第三者配布

者を通じる場合を含む）することができる。ただし、サービス利用者は、(i) Lumberyardプ

ロジェクトが、Lumberyard Redistibutables自身が提供する以上のマテリアルコンテンツま

たは機能を提供する場合、(ii) Lumberyard Redistibutablesが Lumberyardプロジェクトに

統合されていて、エンドユーザーによる個別的利用が不可能な場合、(iii) サービス利用者が、

一般にコンパイルされている（たとえば、C、C++）またはアマゾンがコンパイラーの利用に

供するファイルフォーマットにおいてアマゾンが提供するソースコードフォームにおいて

Lumberyard Redistibutables配布しない場合、および (iv) サービス利用者が、本項ならび

に下記第 57.4項および第 57.5項を含む本サービス条件以上に Lumberyardマテリアルを保

護する条件にエンドユーザーが従うことを確実にする場合に限り、上記の行為が可能である。

サービス利用者は、これらの条件における制約に服することを条件として、サービス利用者の

エンドユーザーに対して、サービス利用者の Lumberyardプロジェクトを使用、修正、その

ための新たなコンテンツを創作、および再配布する（たとえば、ゲームのための新たなアイテ

https://docs.aws.amazon.com/console/lumberyard/userguide/lumberyard-redistributables
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ムまたはレベルを創設する）ことを当該エンドユーザーに認めるため、これらの権利をサブラ

イセンスすることができる。 

c. その他の AWSカスタマーとの共同 サービス利用者は、(i) サービス利用者の業務委託先

であるその他の AWSカスタマーに対して、当該 AWSカスタマーがサービス利用者のために

作業を実施できるようにすることのみを目的として、(ii) その他の AWSカスタマーに対し

て、サービス利用者が業務委託先として当該 AWSカスタマーのために実施する作業に関連し

て、および (iii) サービス利用者が、Lumberyardプロジェクトのサービス利用者による販売

またはライセンス許諾に関連して、当該 Lumberyardプロジェクトを配布する権限を与えた

その他の AWSカスタマーに対して（たとえば、サービス利用者が開発するゲームのパブリッ

シャー）（最大で 5名）、Lumberyardマテリアル（許可される修正物および派生物を含

む）を複製および配布できる（しかし、サブライセンスはできない）。これらのその他の

AWSカスタマーの Lumberyardマテリアルに対する権利は、彼らのアマゾンとの契約に準拠

する。 

d. Lumberyard Gitリポジトリ アマゾンは、 https://github.com/aws/lumberyard の

「Lumberyard Gitリポジトリ」上で特定の Lumberyard マテリアルを利用可能にすること

ができる。アマゾンが Lumberyard Gitリポジトリに関して定めるポリシーに従うことを条

件として、サービス利用者は、Lumberyard Gitリポジトリを使用して、当該 Lumberyard 

マテリアルの修正後バージョン（複数可）（サービス利用者の「LM Fork」という）を複製し

他の AWSカスタマーに配信することができる。サービス利用者の LM Fork は、本契約（以

下の条件を含む）を遵守したものでなければならない。たとえば、LM Fork では、

Lumberyardプロジェクトによる代替ウェブサービスの使用、代替ウェブサービスへのデー

タ書き込み、または代替ウェブサービスからのデータ読み取りを可能にしてはならない。サー

ビス利用者は、LM Forkがこれらの条件に服することを示す通知（Lumberyard マテリアル

のルートディレクトリからの License.txt ファイルのコピー等）を含めなければならない。

サービス利用者は、Lumberyard Gitリポジトリから LM Fork を入手する場合、当該 LM 

Forkを使用して作成する Lumberyardプロジェクトがこれらの条件に従ったものとなるよう

確保することにつき責任を負う。サービス利用者の LM Forkが本契約に違反する場合、当該

LM Forkは、Lumberyard マテリアルに対するアマゾンの著作権を侵害することとなり、ア

マゾンは、Lumberyard Gitリポジトリからこれを削除し、Lumberyard マテリアルに対する

サービス利用者のラインセンスの終了を含むその他措置を講じることができる。「代替ウェブ

https://github.com/aws/lumberyard


 

サービス」とは、 docs.aws.amazon.com/console/lumberyard/userguide/alternate-

web-services に記載のサービスに類似するまたはその代替となり得るあらゆる非 AWSウェ

ブサービスを意味する。 

57.3. ライセンス料のないこと 第 57.2項において与えらえるライセンスに関して、料金は

発生しない。Lumberyardマテリアルに関連して提供されるその他の本サービス内容および

第三者コンテンツは、別の料金の対象となり、また、追加の条件に準拠する場合がある。 

57.4. 作動上の制約 アマゾンの事前の書面による同意なく、(a)Lumberyardマテリアル

（許可される修正物および派生物を含む）は、サービス利用者またはサービス利用者のエンド

ユーザーが所有し且つ作動させるコンピューター機器上、または AWSサービス上でのみ実行

可能で、代替ウェブサービス上での実行は不可能であり、(b)サービス利用者の Lumberyard

プロジェクトは、代替ウェブサービスからデータを読み取ること、または代替ウェブサービス

にデータを書き込むことはできない。 

57.5. その他の制約 本契約に記載されるライセンス制約を限定することなく、サービス利用

者は、以下の行為をすることができない。(a)第 57.2項(b)および(c)において明確に許可され

る場合を除き、ソースコードフォームにおいて Lumberyardマテリアルを配布すること、(b)

競合するエンジン、開発ツール、またはソフトウェアフレームワークを開発、維持、その開発

に参加、またはサポートするために、Lumberyardマテリアルまたはその部分を使用または

利用すること、(c)ロゴまたは商標の一部として Lumberyardマテリアルまたはその部分を使

用すること、(d)Lumberyardマテリアルに含まれる所有権通知（著作権および商標通知を含

む）を削除し、目立たなくし、または改変すること、(e)アマゾンまたはサービス利用者が、

誰かに対して、異なる条件に基づき Lumberyardマテリアルをライセンスする、配布する、

またはその他提供することが必要となるような行為を取ること（たとえば、「コピーレフト」

のオープンソース ライセンスの対象であるソフトウェアとの Lumberyardマテリアルの結

合）、または、(f)これらの条件により明確に許可される以外の方法においてまたはそれ以外

の目的のために、Lumberyardマテリアルまたはその部分を使用または利用すること。 

57.6. 登録；リリース サービス利用者の Lumberyardプロジェクトをエンドユーザーに配

布する前に、サービス利用者は、aws.amazon.com/lumberyard/registration.にてそれを登

録しなければならない。サービス利用者は、自らの Lumberyardプロジェクトの最初の公的

http://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/lumberyard-alternate-web-services.html
http://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/lumberyard-alternate-web-services.html


 

または商業的なリリースが、Lumberyardマテリアルの 5年以上経過しているバージョンに

基づく場合、アマゾンの事前の書面による同意を得なければならない。 

57.7. クレジット サービス利用者は、aws.amazon.com/lumberyard/logo-guidelines.に

掲載されているガイドラインに従って、Lumberyardプロジェクトにおいてアマゾンをクレ

ジットしなければならない。Lumberyardマテリアルに含まれる AWSマークは、商標使用ガ

イドラインに従う場合にのみ使用可能である。アマゾンは、アマゾンによる Lumberyardの

マーケティング、広告ならびに販売促進に関連して、サービス利用者の Lumberyardプロ

ジェクトからの公的にリリースされた販売促進資料の抜粋ならびに関連する商標、サービス

マーク、商号、およびロゴを使用することができる。 

57.8. フォーラム；投稿 サービス利用者は、上記に定める Lumberyard Gitリポジトリ上

の LM Forkを配信する権利に加えて、アマゾンのフォーラムまたは別の場所において

Lumberyardマテリアルを話題にする場合、Lumberyardマテリアルからのソースコードを

最大で 50ライン、かかるコードを話題にすることのみを目的として、含めることができる。

サービス利用者は、コードのソースがアマゾンであると特定しなければならない。

Lumberyard投稿とは、サービス利用者がデベロッパー ディスカッション サイト、サンプル 

コード レポジトリ、またはその他の AWSもしくは公開のフォーラムに掲載またはその他投

稿する Lumberyardマテリアル（LM Forkを含む）に関連するコンテンツである。サービス

利用者は、(i) アマゾンに、サービス利用者の Lumberyard投稿に対する全ての知的財産権に

基づく非独占的、世界的、永久、取消不能、譲渡可能、サブライセンス可能、ロイヤルティフ

リー、および完全一括払いのライセンスを与え、また、(ii) その他の AWSカスタマーに、本

サービス条件が Lumberyardマテリアルに提供するものと同じ権利をサービス利用者の

Lumberyard投稿に与える。サービス利用者は、上記のライセンス許諾に必要なすべての権

利を有すること、ならびにサービス利用者の Lumberyard投稿は、第三者の知的財産権を侵

害するものでも本契約に違反するものでもないことを表明および保証する。 

57.9. データ収集 Lumberyardマテリアルは、システムおよびサーバーリソース、統合開

発環境において使用される機能、使用の頻度および期間、地理的およびネットワークのロケー

ション、ならびにエラーおよび情報メッセージに関する情報を含む、Lumberyardマテリア

ルの使用に関する情報をアマゾンに提供する場合がある。 

https://aws.amazon.com/lumberyard/logo-guidelines


 

57.10. 適正利用；セーフティクリテイカル システム Lumberyardマテリアルのサービス

利用者による使用は、AWS適正利用規約に従ったものでなければならない。Lumberyardマ

テリアルは、医療機器、自動搬送システム、自律走行車、航空管制、核施設、有人宇宙船のオ

ペレーションにおいて使用されること、または実戦に関連して軍により使用されること等、ラ

イフクリティカルまたはセーフティクリティカルなシステムと共に使用されることを意図した

ものではない。ただし、人間の死体を甦らせ、さらに、生きている人間の肉、血、脳や神経組

織を食い尽くすために彷徨わせ、文明の崩壊に帰結する可能性が高い事態につながるような、

咬まれる、あるいは体液との接触に起因する大規模なウィルス感染の発生（アメリカ疾病管理

センター, United States Centers for Disease Control, またはその関連承継機関により認定

された場合に限る）の場合には、この制約は適用されない。 

57.11. 終了 Lumberyardマテリアルにおけるサービス利用者の権利は、本契約の終了また

はサービス利用者が本契約（本サービス条件を含む）に違反した場合、自動的に終了する。た

だし、アマゾンが便宜上本契約を終了する場合、それ以前に登録された Lumberyardプロ

ジェクトに関して、その時にサービス利用者が保有する Lumberyardマテリアルにおける

サービス利用者の権利は解除後も存続する。そうでなければ、終了に基づき、サービス利用者

は、Lumberyardマテリアル（ならびに修正物および派生物）の使用、配布、ならびにその

他の利用を全て中止しなければならない。 

58. Amazon GameLift 

58.1. サービス利用者コンテンツ サービス利用者は、(a)サービス利用者が Amazon 

GameLiftと共に使用するソフトウェアのパフォーマンス、および (b)サービス利用者が実行

するソフトウェアのライセンスの維持およびそのライセンス条件の遵守をはじめ、サービス利

用者コンテンツに関して単独で責任を負う。 

58.2. その他のサービス サービス利用者が Amazon GameLiftを使用する時は、サービス

利用者は更に、Amazon EC2も使用するものである。Amazon EC2ならびに Amazon 

GameLiftを通じて提供される一定のその他の本サービス内容および第三者コンテンツは、別

の料金の対象であり、追加の条項に準拠する。 

58.3. 利用限度 Amazon GameLiftは、インタラクティブビデオゲームサーバーをホストす

るように設計されている。サービス利用者は、ビデオゲームサーバーのホスティング以外の

https://aws.amazon.com/aup/


 

ワークロードにおいて Amazon GameLiftにアクセスまたはこれを使用することはできな

い。サービス利用者は、Amazon GameLiftのドキュメンテーションに明記される、サービス

利用者のゲームサーバーに接続する各エンドユーザーに関する個人の特定を可能としない一意

識別子をアマゾンに提供しなければならない。 

58.4. 活動のないこと アマゾンは、Amazon GameLiftにアップロードされたサービス利用

者コンテンツが 3か月以上実行されなかった場合、サービス利用者に対する 30日前通知に基

づき、何らの責任を負うことなく、当該コンテンツを削除することができる。 

58.5. サービス利用者 GameLiftデータ Amazon GameLiftは、サービス利用者が、自らの

エンドユーザーから情報およびデータを収集することを可能とする場合がある（「サービス利

用者 GameLiftデータ」という）。サービス利用者 GameLiftデータは、サービス利用者コン

テンツの定義に含まれる。本契約の第 4項および第 9項に基づくサービス利用者の義務を制

限することなく、サービス利用者は、(a)サービス利用者 GameLiftデータの収集、使用、移

転、および保存に関して、エンドユーザーに必要な通知を提供し、且つ、エンドユーザーから

必要な同意を得なければならず、また、(b)サービス利用者が提供するプライバシー通知およ

び全ての適用法に従って、サービス利用者 GameLiftデータを収集、使用、移転、および保存

しなければならない。 

58.6. Amazon GameLift Local サービス利用者は、Amazon GameLiftの計画的な使用に

関連して、専らゲームの開発及びテスティング（ホスティングは含まない）のためのサービス

利用者の内部事業目的のために、サービス利用者によって所有され又は管理されたコンピュー

タ機器にのみ Amazon GameLift Localをインストールし、使用することができる。サービス

利用者による Amazon GameLiftの利用は、 https://aws.amazon.com/gamelift-local-

licenseに掲載されている Amazon GameLiftライセンス契約の規定に準拠するものとする。 

59. AWS Application Discovery Service 

59.1. AWS Application Discovery Serviceには、AWS Connectorのインストールおよび

利用が必要であり、サービス利用者は、AWS Connectorならびに AWS Application 

Discovery Service、そのエージェントおよびそのコンポーネントのサービス利用者による利

用に関連して、AWS Connector条件を遵守することに合意する。 

https://aws.amazon.com/gamelift-local-license
https://aws.amazon.com/gamelift-local-license


 

59.2. サービス利用者は、自らが、AWS Application Discovery Service、そのエージェント

およびそのコンポーネントにより収集されるデータ（「ディスカバリー情報」という）を収集

および提供する権利を有することに合意し、また、サービス利用者は、かかる収集および提

供、ならびに、本サービス内容（本契約に定義される）に関連するディスカバリー情報の

AWSへの送信ならびに AWSによる処理および利用に同意する。ディスカバリー情報には、

以下に関する情報が含まれる。サービス利用者のソフトウェア パッケージ。システム、機

器、およびアプリケーションの構成、プロセスおよびパフォーマンス。ネットワークの構成、

通信および依存。上記間の関係。ならびに、AWS Application Discovery Service、そのエー

ジェントおよびそのコンポーネントのインストールおよびオペレーションに関する情報。 

59.3. サービス利用者は、AWS Application Discovery Serviceのサービス利用者による利

用に関連して、AWS Application Discovery Service、そのエージェントおよびそのコンポー

ネントとインターフェイスで接続するソフトウェアを含む、サービス利用者が利用する第三者

ソフトウェアの条件を遵守することの決定およびその遵守について責任を負う。 

60. AWSプロフェッショナルサービス 

60.1.「AWSプロフェッショナルサービス」とは、サービス利用者によるその他の本サービ

スの利用をサポートするための助言提供サービスおよび導入支援である。AWS がサービス利

用者に AWSプロフェッショナルサービスを提供する場合、本第 60条が適用される。本契約

における「本サービス」には、AWSプロフェッショナルサービスが含まれる。 

60.2. AWSプロフェッショナルサービスを受けるには、サービス利用者は、プロジェクトの

内容が記載され当該プロジェクトに適用される追加条件が含まれることのある、個々のプロ

ジェクトの作業内容書（「SOW」）に署名しなければならない。各 SOWは、本契約の一部

を構成する。 AWSまたはそのいずれの関係会社は、サービス利用者と SOWを締結すること

ができる。 SOW上、SOWおよび本契約における「AWS」とは、当該 SOWを締結する

AWSの事業体を指すものと解釈される。SOWを締結する AWSの事業体以外の AWSの事業

体は、当該 SOWに基づくいかなる義務も負わない。すべての SOWは（当該 SOWにより変

更された本契約とあわせ）、当事者により、当該当事者の合意事項の条件を最終的に完全かつ

排他的に明示するものとなることを意図され、当該合意の主旨に関する当事者間の事前のあら

ゆる合意および了解事項（口頭または書面によるとを問わず）に優先する。SOWと本第 60



 

条が矛盾する場合であって、当該 SOWに、矛盾する当該条件の修正の意図が明記されている

場合、当該 SOWが優先する。 

60.3. 各 SOWには、AWSが提供する AWSプロフェッショナルサービスの料金が表示され

る。料金は、適用される税、関税および課徴金（付加価値税、物品サービス税、売上税、使用

税等）を除いた金額である。AWSプロフェッショナルサービスの料金は、サービス利用者に

よるその他の本サービスの利用に適用されるあらゆる料金の追加となる。AWSは、サービス

利用者に対し AWSプロフェッショナルサービスの料金を月次で請求し、サービス利用者は、

本契約の条件に従って請求金額の全額を支払わなければならない。 AWSプロフェッショナル

サービスに関する支払金は、払戻しされない。 

60.4. サービス利用者は、AWSが法律上またはコンプライアンスについてのアドバイスを提

供しないことを確認する。サービス利用者は、法律上および規制上の要件ならびにサービス利

用者が想定する本サービスの利用が当該要件を満たすか否かを自身で判断する責任を負う。 

60.5. 本契約に規定されるとおり、サービス利用者は、第三者コンテンツの使用について単独

で責任を負う。当該第三者コンテンツには、AWSが推奨するすべての第三者コンテンツが含

まれる。第三者コンテンツ以外に、AWSが AWSプロフェッショナルサービス の一部として

提供するコンテンツは、「AWSコンテンツ」である。サービス利用者は、AWSが提供また

は推奨するコンテンツのテスト、展開、維持およびサポートについて、単独で責任を負う。  

60.6. AWSプロフェッショナルサービスのために AWSに提供される、サービス利用者が所

有するまたは第三者から使用許諾を受けた資料または情報は、「サービス利用者コンテンツ」

である。サービス利用者コンテンツへのアクセス権を AWSに提供する場合、サービス利用者

は、当該提供を行うための十分な権限および許可を有することを確実にする。 

60.7. 本第 60条とサービス利用者および AWS間の AWS Implementation Services 

Addendumが矛盾する限りにおいて、 AWS Implementation Services Addendumの条項

が優先するものとし、当該 Addendumにおける「Implementation Services」には「AWS

プロフェッショナルサービス」が含まれる。 

61. Amazon Redshift 

61.1. リザーブドノード価格条件 サービス利用者は、ＡＷＳサイトの Amazon Redshift価

格ページに記載されたリザーブド価格および支払条件（「リザーブドノード価格条件」）に従



 

い、Amazon Redshiftノードを指定することができる（指定された各ノードを「リザーブド

ノード」という）。サービス利用者は、課金 APIへの提供要求または Amazon Redshiftコン

ソールにおいてリザーブドノードのオプションを選択することにより、ノードをリザーブド

ノードと指定することができる。あるノードをリザーブドノードとして指定する場合、サービ

ス利用者は、該当するリザーブドノードの地域、ノードのタイプ、期間、利用量および提供す

るタイプを指定しなければならない。リザーブドノードは、指定された地域内に限り利用する

ことができる。アマゾンはリザーブドノード価格条件をいつでも変更することができるが、価

格変更は、価格変更以前に指定されたリザーブドノードには適用されないものとする。アマゾ

ンは、リザーブドノード価格条件のプログラムをいつでも終了することができる。リザーブド

ノートは取消不能であり、サービス利用者は、本契約が解除された場合でも、サービス利用者

の選択した期間の間はリザーブドノードの支払義務を負う。リザーブドノードは譲渡不可であ

り、リザーブドノードに関して支払われた一切の金額は払戻しの対象とはされない。ただし、

アマゾンが本契約を理由なく解除する場合、個別のリザーブドノードのタイプを終了する場

合、またはリザーブドノード価格条件のプログラムを終了する場合には、アマゾンは、それま

でに指定されたリザーブドノードに関して前払いされた料金を比例按分した分の金額を払い戻

すものとする。リザーブドノードの期間が満了となったかまたは終了した場合には、リザーブ

ドノード価格条件は失効し、標準のオンデマンド料金が当該 Amazon Redshiftノードに適用

される。リザーブドノードは、リザーブドノード価格条件のほか、本契約に基づいて適用され

るすべてのデータ転送料金その他の料金の適用対象となる。 

62. AWS サーバ移行サービス 

62.1. AWSサーバ移行サービスを利用するためには、AWS Connectorのインストールおよ

び利用が必要であり、サービス利用者は、AWS Connectorならびに AWSサーバ移行サービ

スおよびこれに付随するソフトウェアおよびコンポーネントのサービス利用者による利用に関

連して、AWS Connectorの条件に同意するものとする。 

62.2. サービス利用者は、AWSサーバ移行サービスに関連してインポートされたバーチャル

マシンイメージは、アマゾンマシンイメージに変換され、そのサービスにおいて、その後イン

ポートされたバーチャルマシンイメージの元のバージョンは削除されることを承認する。 

62.3. サービス利用者は、以下の情報を含む AWSサーバ移行サービスならびにその付随する

ソフトウェアおよびコンポーネントにより収集されたデータの収集および提供に同意する。



 

サービス利用者のバーチャルマシンイメージ；ソフトウェアパッケージ；システム、機器およ

びアプリケーションの設定、処理および実行；ネットワークの設定、通信および依存関係；上

記の間の関係についての情報；ならびに AWSサーバ移行サービスおよびその付随するソフト

ウェアおよびコンポーネントのインストールおよび動作についての情報（「移行情報」）。移

行情報は、提供される本サービス内容の品質および機能設定の運営、維持および改善のために

利用される場合がある。 

62.4. サービス利用者は、AWSサーバ移行サービスならびにその付随するソフトウェアおよ

びコンポーネントに関連して利用する第三者サービスおよび第三者コンテンツの条件を遵守し

なければならない。 

62.5. サービス利用者は、AWSサーバ移行サービスがバーチャルマシンイメージを移行する

ことを企図するものであることを認識しており、AWSサーバ移行サービスを継続中のオフサ

イトバックアップまたは複製のために利用しないものとする。アマゾンは、自らの裁量で、

90日間以上移行キューに残っているイメージの移行を終了することができる。 

63. AWS Organizations 

63.1. AWS Organizationsにより、サービス利用者は、(i)単一の AWSアカウント（「マス

ターアカウント」）を一つまたは複数の AWSアカウント（それぞれ、「メンバーアカウン

ト」という）と統合し、「Organization」を作成し、(ii)Consolidated Billingのみを有効化

または全機能を有効化することができる。AWSが許可した場合を除き、サービス利用者、そ

の関連会社、従業員、または現在サービス利用者の代わりに業務を行っている業務委託先が使

用する AWSアカウントのみを Organizationに統合することができる。メンバーアカウント

として Organizationに統合することにより、サービス利用者は、その請求、アカウントアク

ティビティ、およびメンバーアカウントのアカウント情報をマスターアカウントに開示するこ

とに同意する。 

63.2. Consolidated Billing. Consolidated Billingのみを有効化することにより、マスターア

カウントはマスターアカウントアグリーメントに従い Organizationのメンバーアカウントに

適用されるすべての料金を支払うようになる。マスターアカウントが不払いにより停止された

場合、Organizationのすべてのメンバーアカウントが停止される。AWSアカウントが



 

Organizationに統合されている間、マスターアカウントおよびメンバーアカウントは、メン

バーアカウントによる未払いのすべての料金について連帯して責任を負う。 

63.3. 全機能. 全機能を有効化することにより、(i)本第 63.2項に記載の Consolidated 

Billingの規定がサービス利用者の Organizationに適用され、(ii)マスターアカウントは、メ

ンバーアカウントに対し、完全なアクセス権および支配を有し、(iii)マスターアカウントは、

メンバーアカウントによるあらゆる行為について連帯して責任を負う。 

63.4. 開設アカウント. マスターアカウントがアカウントを開設（「開設アカウント」）す

るために AWS Organizationsまたは CreateLinkedAccount APIを利用する場合、マスター

アカウントおよび各開設アカウントは、次の通り同意する。(i)各開設アカウントは、マス

ターアカウントが随時有効化する AWS Organizations機能を有するマスターアカウントの

Organizationのメンバーアカウントとなること、(ii)AWSが許可した場合を除き、各開設ア

カウントは、マスターアカウントアグリーメントの規定に準拠すること、および(iii)マスター

アカウントは、開設アカウントによるあらゆる行為について連帯して責任を負うこと。アカウ

ントが開設されると、開設アカウントに IAMロールが生成され、これにより開設アカウント

に対する完全な管理者アクセス権がマスターアカウントに付与される。 

64. Amazon Athena 

64.1. 本契約の他の条項にもかかわらず、サービス利用者は、Amazon Athena JDBC Driver

または Amazon Athena ODBC Driverを、自身のプログラムまたはアプリケーションに組み

込み、当該プログラムまたはアプリケーションに組み込まれたものとして配布することができ

る。なお、いずれの場合も Amazon Athenaと共に使用することを目的とする場合に限られ

る。 

65．Amazon Lex、Amazon Pollyおよび Amazon Rekognition 

65.1. サービス利用者は、類似のもしくは競合する製品もしくはサービスを間接的もしくは直

接的に開発または改良するために、Amazon Lex、Amaon Pollyもしくは Amazon 

Rekognitionを利用し、また第三者に利用させてはならない。 

65.2. サービス利用者が Amazon Lexまたは Amazon Pollyを利用する場合、サービス利用

者コンテンツは、(a)サービス利用者が選択した地域以外の AWS地域に転送され、処理さ



 

れ、(b)提供される本サービス内容ならびに AWSおよびその関連会社が提供する ML関連製

品およびサービスの改良のために保有および使用される場合がある。 

65.3. サービス利用者が Amazon Rekognitionを利用する場合、アマゾンは、サービス利用

者の同意なく、提供される本サービス内容またはその他 AWSおよびその関連会社が提供する

製品もしくはサービスを改良するためにサービス利用者コンテンツを使用しない。サービス利

用者がアマゾンに対し、かかる改良を行うためのサービス利用者コンテンツの使用に同意する

場合、サービス利用者コンテンツは、サービス利用者が選択した地域以外の AWS地域に転送

され、処理されることがある。 

65.4. アマゾンは、サービス利用者が Amazon Rekognitionを利用して分析する画像から画

像認識データを保有しない。ただし、第 65.3項に記載される通り、サービス利用者がサービ

ス利用者コンテンツの使用に同意する場合またはアマゾンの IndexFaces API（この場合、ア

マゾンが、適用される画像の画像認識データを保存する）を利用する場合は例外とする。 

65.5. サービス利用者は、Amazon Lex、Amazon Pollyまたは Amazon Rekognitionに基

づく、これらを使用する、またはこれらから引き出す場合があるサービス利用者の製品もしく

はサービスのエンドユーザーに対し、法律上適切なプライバシーに関する通知を提供し、エン

ドユーザーコンテンツを収集、使用、移転および保存するために、当該エンドユーザーから必

要な同意を取得する責任を負う（児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）または類似

の法律の下で要求されている、通知の提供及び証明可能な親権者同意の取得を含む。）。サー

ビス利用者が、全体的または部分的に 13歳未満の子供を指向しまたは対象とし、COPPA ま

たは類似の法律の対象となるウェブサイト、プログラムまたはその他のアプリケーションに関

連して、Amazon Lexを使用する場合には、サービス使用者は以下のことをしなければなら

ない。(a) COPPAまたは類似の法律の下で要求されている、通知の提供及び証明可能な親権

者同意の取得、及び(b)適切な(ⅰ)AWSコンソール内のチェックボックス、または(ⅱ) 

Amazon Lex ドキュメンテーションにより特定された、適用ある Amazon Lex Model 

Building Service APIリクエストまたはレスポンスのブールパラメータを使用した、Amazon 

Lexセットアッププロセスにおける AWSへの通知。Amazon Lexは、全体的または部分的に

13歳未満の子供を指向しまたは対象とし、COPPA または類似の法律の対象となる、本 65.5

項に従ってサービス利用者が識別したウェブサイト、プログラムまたはその他のアプリケー

ションからの音声またはテキスト発話情報を保存または維持しないものとする。 



 

65.6. サービス利用者が Amazon Rekognitionの顔認識を利用する場合、サービス利用者

は、アマゾンが Amazon  Rekognitionに関する画像の処理を行うため、およびサービス利用

者が Amazon Rekognitionから受領したデータを使用するために、Amazon Rekognitionに

提供された画像に登場する個人の同意を取得しなければならない場合があることを認識してい

る。サービス利用者は、アマゾンに対し、Amazon Rekognitionが行なった顔認識分析に関

するデータを自身、アマゾンおよびサービス利用者の第三者が使用することに関して、必要な

全ての同意を取得し、必要な情報を個人に提供していることを表明する。 

65.7. Amazon Pollyが作成したオーディオ出力ファイルの配布には、サービス利用者が第三

者所有者もしくは第三者ライセンサーから、サービス利用者が Amazon Pollyにテキスト入力

した中に含まれるコンテンツのライセンスの権利を取得することが必要になる場合がある。

サービス利用者は、これらのラインセンスの取得および必要なロイヤルティまたは料金を支払

う責任を単独で負う。 

65.8. サービス利用者は、ライフクリティカルもしくはセキュリティークリティカルなシステ

ムに関連した Amazon Lex、Amazon Pollyまたは Amazon Rekognitionの利用またはその

他予測可能な負傷、死亡もしくは財産の損壊のリスクをもたらし得る Amazon Lex、

Amazon Pollyまたは Amazon Rekognitionの利用に関して発生し得る法的責任を単独で負

う。 

65.9. 本契約の他の条項にかかわらず、サービス利用者は、アマゾンが AWS Mobile SDKs

と共に Amazon Lex用に配布するバイナリ―コードを、サービス利用者のプログラムまたは

アプリケーションに組み込み、当該プログラムまたはアプリケーションに組み込まれたものと

して配布することができる。 

66. Amazon Lightsail 

66.1. サービス利用者は、AWSが Amazon Lightsail VPC peeringを利用する際に、サービ

ス利用者の Amazon Lightsail VPCsおよび Amazon VPCsをピアリング接続することを明示

的に許可する。 

66.2. AWS Marketplaceからの Amazon Machine Imagesは、AWS Marketplaceの条件

および Amazon Machine Imageを提供または販売する当事者が規定した別の条件およびプ

ライバシーポリシーに基づいて提供または販売される。 



 

66.3. サービス利用者は、その他のサービス（例えば、本サービスからインターネットまたは

その他の移行先へのプロキシネットワークトラフィック）からのデータ移行料の負担を避ける

ことを意図する方法で、Amazon Lightsailを使用することはできない。また、仮にサービス

利用者がそのようなことをした場合には、アマゾンはサービス利用者のデータ移行を抑制しま

たは停止することができ、またはアカウントを停止することができる。 

66.4. Amazon Lightsail での Microsoftソフトウェアの使用は、上記第 4.2項に従わなけれ

ばならない。 

67. Amazon EC2 Systems Manager 

67.1. Amazon EC2 Systems Managerならびこれに付随するソフトウェアおよびコンポー

ネント（「Systems Manager」）の機能には、Amazon SSM Agentならびにこれに付随す

るソフトウェアおよびコンポーネント（「Amazon SSM Agent」）のインストール及び利用

が必要なものがある。Systems Managerに関するこれらの条件は、サービス利用者による

Amazon SSM Agentの利用に適用される。 

67.2. サービス利用者は、Systems Managerおよび Amazon SSM Agentに関連して利用す

る第三者サービスおよび第三者コンテンツの条件に従わなければならない。 

67.3. Systems Managerは、サービス利用者による提供される本サービス内容の利用に関す

る以下の情報を収集し、AWSに転送することがある。これらの情報には、インベントリアイ

テム（例：アプリケーションインベントリおよびカスタムインベントリアイテム）、パラメー

タ、コンフィギュレーションデータ（例：ネットワークおよびステートコンフィギュレーショ

ン）、テレメトリーおよび診断データ、更新履歴およびレジストリキーならびにパッチメタ

データ（「システム情報」）が含まれる。AWSは、提供される本サービス内容の品質および

機能設定の運営、維持及び管理のためにシステム情報を使用することができる。 

68. AWS CodeBuild 

68.1. サービス利用者による AWS CodeBuild内のコンフィギュレーション選択に基づき、

サービス利用者は、その他 Amazon S3、CloudWatch Events、Cloudwatch Logs、Simple 

Notification Service、KMSおよび EC2 Container Registry等のサービスを利用することが



 

でき、それらの利用は当該サービスの準拠する条件に従う。AWS CodeBuildの利用に関連し

て利用したサービスにつき発生する一切の料金はサービス利用者が負担する。 

68.2. AWSは、AWS CodeBuildに関して使用できる参考用またはサンプルの BuildSpecコ

ンフィギュレーションファイルおよびアプリケーションをサービス利用者に提供する場合があ

る。これらのファイルおよびアプリケーションは「現状」のままで提供されるものであり、

サービス利用者によるこれらのファイルおよびアプリケーションの使用についてはサービス利

用者が単独で責任を負い、また、その実行については、サービス利用者が自らのアプリケー

ションを実行する場合に請求されるのと同じ料金がサービス利用者に対して請求される。 

69. AWS X-Ray 

69.1. サービス利用者は、AWS X-Rayを利用して収集または保存したエンドユーザーに関す

る全ての情報およびデータ（「サービス利用者 X-Rayデータ」）について単独で責任を負

う。サービス利用者 X-Rayデータは、サービス利用者コンテンツの定義に含まれている。本

契約の第 4項および第 9項に定めるサービス利用者の義務を限定することなく、サービス利

用者は、(a)サービス利用者 X-Rayデータの収集、使用、移転および保存（アマゾンによるも

のを含む。）につき、エンドユーザーに対して必要な通知を交付するとともに、エンドユー

ザーから必要な同意を取得し、並びに(b)サービス利用者が交付するプライバシー通知及び全

ての適用法に従いサービス利用者の X-Rayデータを収集、使用、移転及び保存しなければな

らない。 

70. Amazon Chime 

70.1. サービス料金  本サービスの料金は、月単位で適用される。エンドユーザーのアカウ

ントが各月の 2日以降に開設された場合、当該アカウントに対する月次料金は、当該アカウ

ントが有効になった最初の日から当月の末日までを按分して算出する。 

70.2. エンドユーザー 

a. サービス利用者は、自らのアカウントでエンドユーザーが Amazon Chimeを使用できる

ようにすることができる。サービス利用者のアカウントにおける Amazon Chimeの使用

が終了した場合、サービス利用者のアカウントまたは Organizationに関連する当該エン



 

ドユーザーの Proまたは Plus階層も終了し、当該エンドユーザーはすべて無料階層に移

行する。 

b. Amazon Chime エンドユーザーの管理は、管理者特権を有するエンドユーザー

（「Amazon Chime管理者」）により行うことができる。Amazon Chime 管理者は、

(a)エンドユーザーの Amazon Chime階層のアップグレードまたはダウングレード、(b)

エンドユーザーによる Amazon Chimeへのアクセス権停止、および(c)エンドユーザーに

よる Amazon Chimeの使用に関する情報（通話の詳細を含むがこれに限定されない）の

入手を行うことができる。 

70.3. PSTNサービス 

a. 本サービス条件において使用される用語「PSTNサービス」とは、サービス利用者がイン

バウンドおよびアウトバウンドの公衆交換電話網（PSTN）通話機能を Amazon Chime

のオンライン会議に統合できる機能をいう。PSTNサービスには、標準市外局番およびフ

リーダイヤルを介した PSTNからミーティングへのダイヤルインアクセスが含まれる。 

b. サービス利用者は、PSTNサービスを使用することで、次の行為が禁止されることを確認

しこれに同意する。(i)AWS、AWSの関連会社、またはそれらの従業員が刑事責任または

民事責任を問われ得るような方法で PSTNサービスを使用してはならない。(ii)PSTNサー

ビスの再販売。(iii)サービス利用者またはそのエンドユーザーの個別の業務連絡のために

行う場合を除き、架電の結果としてサービス利用者または第三者に収益がもたらされるよ

うに PSTN電話番号に電話をかけること（単独、連続、自動のいずれであるかを問わな

い）。または(iv)通常の個々の使用に反する異例の通話パターン。AWSは、サービス利用

者またはそのエンドユーザーが禁止行為のいずれかを行った場合または AWSが乱用もし

くは不正使用を制限するまたはサービスパフォーマンスを維持するために必要な場合、ダ

イヤルインまたは国内ダイヤルアウトでの PSTN会議を制限および無効化する権利を留保

する。AWSは、サービス品質維持のために従前にサービス利用者またはそのエンドユー

ザーに割り当てられた 1つまたは複数の PSTN会議用のダイヤルイン番号を変更または削

除する権利も留保する。 

70.4. 電話番号  Amazon Chimeの一環として AWSがサービス利用者またはそのエンド

ユーザーに電話番号（市外局番かフリーダイヤルかを問わない）を提供する場合、サービス利

用者は、サービス利用者が当該電話番号を所有するのではないことおよび当該電話番号を無期



 

限に保持する権利はないことを了解しこれに同意する。AWSは、その合理的な裁量により電

話番号を変更、取消または移動する権利を留保する。 

70.5. その他の AWSサービス サービス利用者およびそのエンドユーザーは、Amazon 

Chimeを使用する場合、Login With Amazon (LWA)サービスまたはその他のアマゾンもし

くは AWSサービスも使用することができ、サービス利用者による Amazon Chimeの使用

は、当該サービスが準拠する条件に服する。サービス利用者は、その他の AWSもしくは関連

サービスの使用に関してサービス利用者またはそのエンドユーザーが未払いの個別の料金につ

いて責任を負う。 

70.6. ログ収集 サービス利用者またはそのエンドユーザーが Amazon Chimeを使用する場

合、アマゾンは、サービス利用者のブラウザを一意に特定する 1つ以上のクッキーを送付す

ることができる。これによりサービス利用者は素早くログインできるようになり、Amazon 

Chime内の効率的な移動が可能になる。また、クッキーは、サービス利用者またはそのエン

ドユーザーによる Amazon Chimeの使用状況に関する情報をアマゾンに伝え、アマゾンが

Amazon Chimeの使用状況を経時的に追跡することを可能にする。クッキーおよびクッキー

の削除方法に関する詳細は、サービス利用者固有デバイスの説明書を参照のこと。ただし、

Amazon Chimeの一部機能は、クッキーを受領する機能が無効化されている場合、適切に機

能しないことがある。ログファイル情報は、サービス利用者またはそのエンドユーザーが本

サービスにアクセスするたびにサービス利用者のブラウザまたはアマゾンのアプリケーション

により自動的にレポートされる。サービス利用者またはそのエンドユーザーがアマゾンの本

サービスを使用する場合、アマゾンのサーバーは、特定のログファイル情報を自動的に記録す

る。当該サーバーログには、サービス利用者またはそのエンドユーザーのデバイスデータ、ア

クセスデータ、通話統計、ウェブリクエスト、インターネットプロトコル（「IP」）アドレ

ス、ブラウザタイプ、参照/Exitページおよび URL、サービス利用者の本サービスとのインタ

ラクション状況等の匿名情報およびその他の匿名情報が含まれる。また、アマゾンは、本サー

ビス関連の Eメール（例：アカウント検証、技術上またはセキュリティ上の通知）の送信の

ためにサービス利用者およびそのエンドユーザーの情報を使用することができる。サービス利

用者およびそのエンドユーザーは、本サービス関連の Eメールの配信を停止することはでき

ない。 

70.7. 記録および保持 サービス利用者およびそのエンドユーザーは、Amazon Chimeによ

る音声セッションまたはチャット機能付ビデオセッションの記録およびその他の類の記録（総



 

称して「本件記録」）を依頼することもできる。サービス利用者またはそのエンドユーザーが

音声セッションまたはビデオセッションまたはその他通信の記録を依頼した場合、Amazon 

Chimeは、サービス利用者またはそのエンドユーザーが該当するセッションまたは通信に参

加するためにサインインした時点で短い音声または視覚的な通知を提供することによりサービ

ス利用者またはそのエンドユーザーに対し本件記録が行われることを善意で知らせようとす

る。サービス利用者またはそのエンドユーザーは、当該通知または通知の試行後もセッション

への参加を継続した場合、本件記録に対する有効な同意とみなされることを確認する。サービ

ス利用者およびそのエンドユーザーは、本件記録の使用が通話およびその他電子通信の記録に

関する法令の適用を受ける可能性があること、および本件記録に関する適用あるすべての法律

を遵守すること（記録されるセッションまたは記録される通信への参加者全員に対する当該

セッションまたは通信が記録されていることの通知およびその同意の取得を含む）はサービス

利用者およびそのエンドユーザーの責任であることを了解する。AWSおよび AWSの関連会

社のいずれも、サービス利用者またはそのエンドユーザーの違法な本件記録（通知漏れまたは

同意未取得を含む）について責任を負わない。セッションまたは通信が記録されていることを

参加者に警告するために AWSが提供するいかなる通知も、サービス利用者またはそのエンド

ユーザーの本件記録に関して適用される法律の遵守に対する確定的な証拠開示としてサービス

利用者またはそのエンドユーザーが依拠できるものではない。さらに、サービス利用者または

そのエンドユーザーが本サービスを使用して本サービスの他のユーザーと「チャット」する場

合、AWSは、本サービス関連の目的のために、または法律または行政機関の拘束力を有する

命令を遵守するために必要な場合に当該ログチャットまたは本件記録を保持することができ

る。 

70.8. サービス階層 別段の定めがない限り、サービス利用者またはそのエンドユーザーによ

る Amazon Chimeの無料サービスへの加入については、加入料金の支払を要しない。疑義を

避けるために付言すると、Amazon Chimeの無料サービスへのアクセス、その使用、実行お

よび展開を行うためのサービス利用者またはそのエンドユーザーの権利およびライセンスは、

いかなる期間においても保証されず、AWSは、個人、組織、または組織グループによる

Amazon Chimeの「無料」または「Basic」バージョンの使用を制限、変更、限定または終

了することができる。サービス利用者またはそのエンドユーザーが Amazon Chimeの有料

バージョン（つまり Proまたは Plus階層）に申し込みこれを使用している場合で、何らかの

理由により（未払いまたは違反を含むがこれらに限定されない）サービス利用者またはそのエ

ンドユーザーの有料サービスへのアクセスが終了した、および／またはサービス利用者の有料



 

での加入が取り消された場合、サービス利用者およびそのエンドユーザーは、本サービスの無

料階層に移行し、Amazon Chimeに関連してサービス利用者またはそのエンドユーザーが保

存したデータおよびその他素材へのアクセス権を失い、当該データおよび素材は、AWSによ

り削除される。 

70.9. 緊急通報 Amazon Chimeは、従来の電話サービスまたはこれに代わるサービスでは

ない。Amazon Chimeが 911のような救急サービス担当者または緊急応答機関（「緊急サー

ビス」）への緊急通報に対応していないことを含め、従来の電話サービスと Amazon Chime

には大きな違いがある。サービス利用者およびそのエンドユーザーは、(i) Amazon Chimeを

使用するサービス利用者およびそのエンドユーザーが緊急サービスにアクセスするための代替

手段を手配すること、および(ii)Amazon Chimeを使用することのできるすべてのエンドユー

ザーに対し当該制限およびサービス利用者が手配した代替手段を含むその他の手段を通じて緊

急サービスにアクセスできる方法を知らせることはサービス利用者の責任であることを了解し

これに同意する。AWSまたは AWSの関連会社のいずれも、Amazon Chimeを利用した一切

の緊急サービス通話または緊急サービス通話の不通または不完了呼の結果生じる一切の損害に

ついて責任を負わない。サービス利用者は、Amazon Chimeを利用した一切の緊急サービス

通話または緊急サービス通話の不通または不完了呼に関するサービス利用者またはそのエンド

ユーザーのアカウントに関わる一切の請求について AWSを免責し補償することに同意する。 

71. Amazon Connect 

71.1. PSTNサービス 

a. 本サービス条件において使用される用語「PSTNサービス」とは、Amazon Connectと

共に使用するために選択的に購入するインバウンド・アウトバウンドの公衆交換電話網

（PSTN）通話機能をいう。PSTNサービスには、標準市外局番およびフリーダイヤルを

介した PSTNから Amazon connectへのダイヤルインアクセスが含まれる。 

b. 本契約の条項により別途定められていない限り、PTSNサービスは AMCSにより販売さ

れ、提供されるものであり、AWSにより販売され、提供されるものではない。サービス

利用者に対する請求書では、使用分のうち、AMCSにより販売されたものと AWSによ

り販売されたものは明確に区別される。サービス利用者は、Amazon Connectを使用す

るために AMCSサービスまたは PSTNサービスを購入する必要はなく、またサービス利



 

用者は、AMCSから（インバウンドまたはアウトバウンドのような）PSTNサービス通

話機能を別々にまたは同時に購入することができ、または購入しないこともできる。疑

義を避けるために記すと、AWS自身は電気通信事業者ではなく、また電気通信関連サー

ビスを提供していない。 

c. サービス利用者は、Amazon Connectの使用にあたり AWSの適正利用規約を全ての点

において遵守しなければならない。前述の一般性を制限することなく、サービス利用者

は、PSTNサービスを使用することで、次の行為が禁止されることを確認しこれに同意

する。(i)方法の如何を問わず AMCS、その関連会社又はそれらの社員を刑事上または民

事上の責任にさらすような方法で、PTSNサービスを使用すること。(ii)不正、詐欺的、

または違法とみなされるような目的で電話をかけること。(iii)PSTNサービスの再販売。

(iv)サービス利用者またはそのエンドユーザーの個別の業務連絡のために行う場合を除

き、架電の結果としてサービス利用者または第三者に収益がもたらされるように PSTN

電話番号に電話をかけること（単独、連続、自動のいずれであるかを問わない）。また

は(v)通常の個々の使用に反する異例の通話パターン。AMCSは、サービス利用者または

そのエンドユーザーが何らかの禁止行為を行った場合または AMCSが乱用もしくは不正

使用を制限するためまたはサービスパフォーマンスを維持するために必要な場合、イン

バウンドまたはアウトバウンドでの PSTN通話を制限および無効化する権利を留保す

る。AMCSは、サービス品質維持のために従前にサービス利用者またはそのエンドユー

ザーに割り当てられた 1つまたは複数の PSTN通話用のインバウンド番号を変更または

削除する権利も留保する。 

d. Amazon Connectサービスの一環として AMCSがサービス利用者またはそのエンド

ユーザーにインバウンド電話番号（市外局番かフリーダイヤルかを問わない）を提供す

る場合、サービス利用者は、サービス利用者が当該電話番号を所有するのではないこと

および当該電話番号を無期限に保持する権利はないことを了解しこれに同意する。AWS

は、その合理的な裁量により電話番号を変更、取消または移動する権利を留保する。 

71.2. 緊急サービスの利用不可能 Amazon Connectは、従来の電話サービスの代替品ではな

い。従来の電話サービスと Amazon Connectの間には重大な違いがある。Amazon Connect

は、911等、救急隊員または緊急応答機関（「緊急サービス」）への緊急通話をサポートま

たは実行するものではなく、また、コールエージェント他のエンドユーザーの物理的な位置を

決定することができない。サービス利用者は、以下のような責任を負うことを確認しこれに同



 

意する。(i) Amazon Connectを使用するサービス利用者、サービス利用者のコールエージェ

ント及びサービス利用者の他のエンドユーザーが緊急サービスにアクセスするための代替手段

を手配しておくこと。(ii)これらの制限およびサービス利用者が利用可能なものとした代替手

段を含むその他の手段を通じて、緊急サービスにどのようにアクセスするのかについて、

Amazon Connectを使用する全てのコールエージェントおよびその他のエンドユーザーに通

知すること。AWSもその関連会社も Amazon Connectを利用する緊急サービス通話または

緊急サービス通話の不通の結果生じる一切の損害に対する責任を負わない。サービス利用者

は、Amazon Connectを利用する一切の緊急サービス通話または緊急サービス通話の不通に

関する請求から、AWSその関連会社を免責し補償することに同意する。 

71.3. サービスの制限 Amazon Connectには重大なサービスの制限がある。サービス利用

者は、常にコールレートおよび頻度、自動化された電話、特定の地域に対する電話等に関する

制限を含む、適用のあるドキュメンテーションを注意深く検討し、遵守しなければならない。

サービス利用者は、合法的な理由により制限を超えると考える場合には、事前に適用ある例外

を要求するためにカスタマーサービスに連絡しなければならない。この場合、アマゾンは単独

の裁量により応じるか否かを決定できる。Amazon Connectはファクシミリ機器やモデム

向けまたはこれらからの通話をサポートしない。Amazon Connectの一環として提供される

発信者番号通知サービスは、常に機能を保証されるものではない。 

71.4. 法規制の遵守 サービス利用者は、サービス利用者及びそのコールエージェントが所在

する国の法律規制（ボイスコミュニケーションメッセージングのためのインターネットの使用

を規律する全ての法律を含む）を遵守して Amazon Connectを使用する責任を負う。インド

においては、サービス利用者は、インドに存するサービス利用者のコールエージェントまたは

他のエンドユーザーに対して、Amazon Connectを使用してインドの電話番号、またはイン

ドに存する第三者に対して電話をかけることを許してはならないことに同意する。AWSは、

当該法律または規制の不遵守の場合には、Amazon Connectの使用を停止することができ

る。 

71.5. 記録および保持 サービス利用者およびそのエンドユーザーは、Amazon Connectに

よるチャットおよびその他の類の記録付きの適用ある音声セッションの記録（総称して「本件

記録」）を請求することもできる。サービス利用者およびそのエンドユーザーは、本件記録の

作成または使用が通話およびその他電子通信または通信一般の記録に関する法令の適用を受け

る可能性があること、および本件記録に関する適用あるすべての法律を遵守すること（記録さ



 

れるセッションまたは記録される通信への参加者全員に対する当該セッションまたは通信が記

録されていることの通知およびその同意の取得を含む）はサービス利用者およびそのエンド

ユーザーの責任であることを了解する。AWSおよび AWSの関連会社のいずれも、サービス

利用者またはそのエンドユーザーの違法な本件記録（通知漏れまたは同意未取得を含む）につ

いて責任を負わない。さらに、サービス利用者またはそのエンドユーザーが本サービスを使用

して本サービスの他のユーザーと「チャット」する場合、AWSは、本サービス関連の目的の

ために、または法律または行政機関の拘束力を有する命令を遵守するために必要な場合に当該

ログチャットまたは本件記録を保持することができる。 

72. AWS Greengrass 

72.1. サービス利用者は、AWS Greengrass Coreに関連して本サービスを利用することに伴

い適用されるすべての料金を負担するものとする。サービス利用者による AWS Greengrass 

Coreの使用は、こちらに掲載されている AWS Greengrass Core ライセンスに準拠する。

AWS Greengrass Core対応デバイスは、AWS IoT Developer Guidelinesおよび本契約に

即したものでなければならない。 

73. AWS Migration Hub 

73.1. AWS Migration Hubは、AWS Application Discovery Service（「ADS」）の使用を

必須とし、場合によって AWS Server Migration Service （「SMS」) および AWS 

Database Migration Service （「DMS」）の使用を伴う。AWS Connector 条件を含め、

ADS、SMSおよび DMSに適用されるすべての条件がサービス利用者による AWS Migration 

Hubの使用にも適用される。 

73.2. AWS Migration Hubは、AWSサイトおよび AWSコンソールにおいて特定される

リージョンでホストされる。サービス利用者は、AWS Migration Hubの使用を希望するリー

ジョンを選択することができ、AWS Migtration Hubに接続されたサービス利用者コンテン

ツ（ADS、SMS、及び DMSのサービス利用者コンテンツを含む）は、サービス利用者が選択

した AWS Migration Hubリージョンに送信され保存される。 

73.3. サービス利用者は、AWS Migration Hub、ならびに ADS，SMS、および DMS（該当

する場合）を含む AWS Migration Hubのコンポーネントによりデータを収集し収集された

データ（「Hub情報」）を提供する権利を有することを表明し、本サービス内容に関連して

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/greengrass-release-license/greengrass-license-v1.pdf


 

行われる AWSの Hub情報の収集および提供、AWSへの送信、ならびに AWSによる Hub

情報の処理および使用に同意する。Hub情報には、ソフトウェアパッケージ；システム、機

器、およびアプリケーション構成、プロセスおよびパフォーマンス；ネットワーク構成、通信

および依存関係；前述したもの同士の関係性；ならびに AWS Migration Hubおよびそのコン

ポーネントのインストールおよび作動に関する情報が含まれる。 

73.4. サービス利用者は、サービス利用者による AWS Migration Hubの使用に関して AWS 

Migration Hubおよびその関連ソフトウェアおよびコンポーネントに接続された一切のソフト

ウェアを含む、自身が使用する第三者ソフトウェアの条件の遵守性の判断並びに遵守につき責

任を負う。 

74. Amazon Macie 

74.1. サービス利用者は、Amazon Macieを使用する場合、Amazon Macieがサービス利用

者へのサービス提供ならびに Amazon Macie、AWSおよび AWSの関連会社の機械学習、人

工知能および類似機能の向上のためにサービス利用者コンテンツにアクセスし、これを使用お

よび保存できることに同意する。 

74.2. Amazon Macieはセキュリティ問題の特定を容易にするものの、アマゾンは、

Amazon Macieを使用して評価されたリソースまたは Amazon Macieによる検出結果（ア

ラートを含む）が一定の忠実性を備え無誤謬であることまたは特定のセキュリティ基準に準拠

していることを表明も保証もしない。 

 


